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［第３章］ 教員・教員組織 

１．現状の説明 

（１）大学として求める教員像及び教員組織の編制方針を明確に定めているか。 

［１］大学全体 

求める教員像については、東海大学学則(C-1) 第１条・東海大学大学院学則（C-2) 第１条・東

海大学専門職大学院学則（C-3)第１条に定められた大学の人材育成目的を踏まえて、｢東海大学教

員資格審査基準｣(C-4)において示している。 

同基準第 1条では、「研究上優れた業績又は能力を有し，かつ，教育上優れた経験又は識見を有

すると共に，東海大学建学の精神を基盤とする優れた研究者・教育者でなければならない」と示

すとともに、本学の「教育の姿勢」（C-5）を以って、その任にあたるよう職務を規定している。

具体的には、第 2条に、「教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大

学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする」とし、各

号で、「博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し，研究上の業

績を有する者」等の能力を示している。以下、准教授、講師、助教、助手の能力・資質を明確に

している。（C-4 第 3～6条） 

大学院については、学部と兼担の教員のみであり、大学院としての採用はない。したがって、

「大学院における講義及び研究指導の担当教員」としての適格者の審査基準を「東海大学大学院

教員資格審査基準」(C-6)で規定している。第２条では、「博士の学位（日本における博士の学位

と同等と認められる外国の学位を含む。）を有し，かつ，その担当する専門分野において顕著な研

究業績をあげ，高度の教育研究上の指導能力があると認められる者でなければならない」と規定

し、具体的には、学位区分ごとに、研究業績の件数等が示した別表が示されている。非常勤教員

についても、これに準じた資格が要求されている。 

専門職大学院教員については、2015年度に募集停止をしており、現在は教員の募集・採用を行

っていない。 

また、2007年、教育及び研究に携わる者の責任、行動、自己研鑽、法令の遵守、利益相反への

配慮などが示された「東海大学教育及び研究に携わる者の行動指針」が以下のように示され、オ

フィシャルサイト（C-7 東海大学教育研究者行動方針）に掲載されているほか、毎年教職員に配

布される手帳（C-8）に記載され周知が図られている。 

【東海大学教育及び研究に携わる者の行動指針】 

(教育・研究者の責任) 

1. 教育・研究者は、自ら生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専

門的知識、技術、経験を活かして、真理の探求、学問の教授、社会の安全と安寧、人類の健康と

福祉、そして環境の保全に対する責任を有することを自覚する。 

(教育・研究者の行動) 

2. 教育・研究者は、研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に

誠実に判断し、行動する。また、研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的かつ
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客観的に示す最善の努力をすると共に、自らの専門領域における相互評価に積極的に関与する。 

(自己の研鑽) 

3. 教育・研究者は自らの専門知識・能力などの維持向上に努めると共に、科学技術と社会・自

然環境の関係を広い視野から理解できるように常に努力し、最善の判断と姿勢を示す。」 

理念の実現に向けて責任を負う教員組織を適切かつ効果的に編制するため、学長を中心とした

大学運営本部高等教育室において教員組織の編制方針を審議・承認し、各学部等からの要望と調

整を図っている。調整した結果を「学科目・専門領域等による教員構成表」（C-9 サンプル）と

してまとめ、各学部等においては、この「学科目・専門領域等による教員構成表」を編制方針と

している。 

 本学は、全国に 8 キャンパスを有する総合大学であるため、学長を代表として、７名の副学長

（企画・戦略担当、教育・静岡キャンパス担当、研究担当、スポーツ・社会連携担当、キャンパ

ス連携担当、国際・一貫教育担当、医療健康担当）と、学長補佐として九州キャンパス長と札幌

キャンパス長を置いている。(C-10 第 2条) 

各学部・センター(教育系)・研究科には、学部長・研究科長・所長のもと、学科主任等の役職

者(C-11 第２９条)を置き、執行部を構成している。各学部・研究科（専門職学位課程）・研究所

では、それぞれに所属する専任教員が、学部・研究科（専門職学位課程）教授会等（C-12 -14）

の構成メンバーとなり、教育研究に係る事項につき審議・承認を行っている。 

更に、教務、ＦＤ、評価、広報等の専門委員会(C-15～24)を設置し、学部・研究科の運営業務

を分担している。 

全学の審議体としては、学部長会議(C-25)、大学院運営委員会(C-26)、専門職大学院運営委員

会(C-27)、において、必要事項の審議を行い、最終的には学長の「承認を得なければならない」

としている。（C-25 第 7条 C-26 第 7条、C-27 第 7条)、） 

また大学全体の教育に関する組織横断的な事項の審議については、学長の諮問機関として東海

大学教育審議会(C-28)を設置し、大学全体の教育体制の検討・審議等を行い、教育の質の確保に

努めている。 

 教員配置としては、学部と教育系センター(現代教養センター、国際教育センター、情報教育セ

ンター、課程資格教育センター)、付置研究所を本務とする教員をおき、基本的に、主専攻科目は

学部教員が中心となって担当し、全学共通の現代文明論・現代教養科目（文理共通科目）・自己形

成科目・英語コミュニケーション科目については、教育系センター教員を中心に担当し、教育上

の連携を図っている。(C-29)  

 また、教養教育に関する審議機関として、学長のもとに東海大学教養教育運営委員会を置き、

その下部委員会として 現代文明論委員会、総合教育委員会、外国語教育委員会、体育委員会、

基礎・理工系専門基礎教育（数学，物理学，化学系）委員会、情報教育委員会を設置して、基本

方針及び実施運営に関する審議を担当している。(C-30) 

以下、学部・研究科単位で現状について記述するが、学部、研究科の現状の活動が、全体報告

書で記述されている場合は、重複を避けるために個別では記述しない。 
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［２-１］文学部 

文学部で求める教員像については、「文学部新規採用人事手続きに関する内規」（3-2-1-1）及び

「文学部昇格人事に関する内規」（3-2-1-2）に則して求める教員像を定め、明確かつ適正な基準・

手続きの下で教員の募集、採用、昇進の決定を行っている。 

教員組織の編制にあたっては、各学科・専攻の教員構成表（3-2-1-3 サンプル）を作成するこ

とにより、現状の職階分布、年齢分布、専門分野の確認をし、人事計画を学部長及び各学科・専

攻主任で厳正に協議・検討したうえで、大学運営本部を通じて学長に推薦書を提出している。 

 文学部では、専任教員が学部教授会（3-2-1-4）の構成員となり、教育研究に係る事項について

審議・承認を行っている。さらに、教務・評価・広報・FD等に関する専門委員会（3-2-1-5）を

設置して、運営業務を分担している。 

 
［２-２］政治経済学部 

 大学として求める教員像については、東海大学学則第１条「本学は，人道に根ざした深い教養

をもつ有能な人物を養成すると同時に，高度の学問技術を研究教授することにより，人類社会の

福祉に貢献することをもって目的とする。」（3-2-2-1 p.1）に明確に記載されている。各教員の

資格審査については「東海大学教員資格審査基準」（3-2-2-2）第１条において定められ、本学部

では、これを前提として、「政治経済学部教員昇格基準」を定めている（3-2-2-3）。当基準は「東

海大学教員資格審査基準」に基づいていることが明文化されており、「教員は、研究上優れた業績

又は能力を有し、かつ、教育上優れた経験又は識見を有すると共に、東海大学建学の精神を基盤

とする優れた研究者・教育者でなければならない」ことを前提として、教授、准教授、専任講師

への昇格についての基準についても規定している。近年は、「地域連携」あるいは「国際連携」（グ

ローバル化）に寄与する人材を教員として採用するよう務めている（3-2-2-4、3-2-2-5）。 

 各学科における教員組織の編制については、学科目、専門領域によって作成している教員構成

表を前提に、バランスを考慮している（3-2-2-6）。 

 
［２-３］法学部 

法学部の教員に求められる能力・資質については、「学校法人東海大学教職員任用規程」（3-2-3-1 

第６条）のもとで、「東海大学教員資格審査基準」（3-2-3-2）及び法学部「人事に関する内規」

（3-2-3-3）の定めるところによる――なお、研究上の業績の判断基準については「東海大学大学

院法学研究科大学院教員資格審査基準内規」（3-2-3-4）の基準を用いることとしている。教員組

織編制については、学科構成が「東海大学学則」（3-2-3-5 第３条）に定められており、学科内の

教員構成については「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-3-6）を作成したうえ、欠員

補充・昇格等の人事計画を、学部長を長とする人事計画委員会で立案し教授会の議を経て策定し

ている（「人事に関する内規」3-2-3-3 第３条以下）。また、公法学、刑事法学、民事法学等の学

科目ごとに関係教員間で日常的に意思疎通を図るとともに、学部教育検討委員会、学部研究企画

委員会等の委員会（3-2-3-7）を設けて役割を分担し責任を持つ体制をとっている。 
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［２-４］教養学部 

 「東海大学学則（第 1 条の２、別表１）」（3-2-4-1）に定められた学部での人材育成目的を体現

するため、「教養学部教員資格審査基準」（3-2-4-2）の中で新規採用教員（専任・特任・非常勤）

に関する資格審査基準を定めている。これは、「東海大学教員資格審査基準」（3-2-4-3）を基盤と

して学部で策定されたものである。また教員構成に関しては、教養学部の各学科、課程ごとに学

科目・専門領域等による「教員構成表」（3-2-4-4）を作成し、明確化している。 

学部、学科及び課程にはそれぞれ学部長、主任、副主任を配置し、学部教授会（3-2-4-5）を

置くことによって、教員の組織的な連携体制と教育研究に係る責任の所在を明確化している。  

 
［２-５］体育学部 

 体育学部の求める教員及び各職位の教員の能力・資質像に関しては、大学の人材育成目的（東

海大学学則第 1 条）(3-2-5-1)及び教員選考の全学的な基準「東海大学教員資格審査基準」

(3-2-5-2)に則っている。 

体育学部の教員構成は大学基礎データ 2016 新表 2（3-2-5-3）の通りである。本学部の教員組

織の編制は、設置基準上の必要専任教員数を考慮しつつ、学部及び学科の教育目標を実現するた

めに、学科目・専門領域等による教員構成表（3-2-5-4）を作成し明確化している。また、この教

員構成表に基づき教員人事計画（3-2-5-5）を学部長及び主任・副主任会で協議し、作成し、学長

へ提出している。特に専任教員の年齢構成については、全体的なバランスを保つよう計画時から

配慮している。 

体育学部は、「東海大学体育学部組織・構造要覧」（3-2-5-6）に示されるように、体育学部長を

トップに、学部長補佐及び各学科主任・副主任を管理職メンバーとし、各教員はそれぞれの学科

に所属する学部管理組織体制となる。管理職メンバーにおける運営委員会及び主任・副主任会で

の検討のもと、全教員参加の教授会にて情報を周知し、連携している。各学科主任・副主任の下、

学科会議が開催され、学科組織での情報共有、連携を行っている。学科会議からの問題点を再度、

運営委員会、主任・副主任会等、管理組織にフィードバックする仕組みもある。 

また、学部全体での教育・研究を連携・推進するために、学部委員会として、総務、会計、施設

管理、広報、入試、教務、国際・特別実習、資格、教職課程、就職の 10 委員会を設置し、各学科

より専任教員を充てている。また、学部長直轄組織として、主任・副主任会、学部評価委員会、

FD 委員会、研究委員会、退職を祝う会、免許更新委員会を設置している。学部長直轄組織には、

専任教員を配置し、主任・副主任も加わっている。学部委員会及び学部長直轄委員会では、委員

長、副委員長を決め、活動内容を、運営委員会及び主任・副主任会に報告・審議を申し出、承認

を得た後に、教授会での報告として、体育学部の全教員に教育・研究・学内外での活動など情報

を明示し、連携している。 

 

［２-６］理学部 

 理学部として求める教員像及び各職位の教員の能力・資質については、「東海大学教員資格審査

基準」（3-2-6-1）に基づいて策定された「理学部教員資格審査内規」（3-2-6-2）に定められてい

る。 
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 学部・学科の理念を実現するのに適切かつ効果的な教員組織を編制するために、学部・学科の

要望を考慮して大学運営本部高等教育室において作成された「学科目・専門領域等による教員構

成表」（3-2-6-3）を編制方針としている。 

 
［２-７］情報理工学部 

 情報理工学部の教員に求められる能力・資質については、「学校法人東海大学教職員任用規程」

（3-2-7-1 第６条）のもとで、「東海大学教員資格審査基準」（3-2-7-2）及び「東海大学情報理

工学部教員資格審査基準内規」（3-2-7-3）に明確に示されている。教員組織編制については、学

科構成が「東海大学学則」（3-2-7-4 第３条）に定められており、学科内の教員構成については

学科ごとに科目・専門領域ごとの教員構成表（3-2-7-5）を作成し、欠員補充・昇格等の人事計画

を学科主任・学部長で協議・立案・明確化している。 

 
［２-８］工学部 

求める教員像については東海大学学則(3-2-8-1)第１条をもとに、人材育成目的を踏まえて各学

科専攻の教員募集条件を定めている。また、教員選考にかかわる全学的な基準を示した「東海大

学教員資格審査基準」(3-2-8-2)では、各職位の教員の能力・資質について規定している。 

工学部教員の構成は大学基礎データ 2016（3-2-8-3）に記載の通りである。教員組織編制は、

設置基準上必要専任教員数を考慮しつつ、工学部各学科専攻の教育目標を具現化するために学科

専攻毎に学科目・専門領域等による教員構成表を作成し明確化している(3-2-8-4)。また、この教

員構成表に基づいて欠員補充等の人事計画を学部長や学科主任で協議・作成し、学長へ提出する

こととしている。なお、外部認証評価機関より専任教員の年齢構成について 51～61歳の割合が高

く、偏りがあるという指摘を受けている。しかし、一部の学科専攻では着任要件に国家資格や企

業経験が必要等の特殊事情もあり、即座に改善することは難しいが、全体的に年齢構成のバラン

スを保てるよう計画性をもって専任教員の採用に努めている。 

工学部は学部長の他、学部長補佐、学科専攻主任を置き、執行部を構成している。工学部の各

学科専攻に所属する専任教員は学部教授会の構成メンバーとなり、教育研究に係る事項につき審

議・承認を行っている。さらに教務、FD、評価、広報等の学部内委員会を設置して学部の運営業

務を分担すると共に、大学設置の専門委員会と連携している。 

 
［２-９］観光学部 

本学部では、教員選考に係わる全学的な基準（東海大学教員資格審査基準）（3-2-9-1）に示さ

れる教員像を踏まえ、観光学部内規（3-2-9-2、3）によって人事委員会を組織し、観光学部とし

ての研究のみならず実務教育をも視野に入れた教員組織を編制するようにしている。本学部のカ

リキュラムの基本をなす４つ教育研究分野とその教員数は、①観光文化（4名）、②サービス・マ

ネジメント（3名）、③レジャー・レクリエーション（3名）、④地域デザイン（5名）であり（3-2-9-4）、

2010年の学部発足に際しては、既存の教員像のみでは捉え切れていない新たな学問分野を編制す

るため、観光関連業界において優れた実務経験と実績を有する教員を教授として採用するととも

に、若手研究者も同時に採用してきた。学部開設以来、最適な教員組織を模索しており、その編
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制方針は固定化せずに今後の PA 型教育及び大学院教育とともに社会動向も視野に入れながら学

科会議等で検討していく。 

 
［２-１０］情報通信学部 

 大学全体では求める教員像に関しては、東海大学学則(3-2-10-1)第１条に定められた大学の人

材育成目的を踏まえて、｢東海大学教員資格審査基準｣(3-2-10-2)において示されている。情報通

信学部では「東海大学教員資格審査基準」に準拠した「東海大学情報通信学部教員資格審査基準

内規」(3-2-10-3)を定め、求める教員像を示している。 

 情報通信学部教員資格審査基準内規第１条では、本内規が東海大学教員資格審査基準に準拠し

ていることを明記し、さらに「建学の精神を十分に理解し、教育・研究指導能力を有するととも

に学部・学科運営に、職責に応じ責任を持ち人格的に優れていなければならない」と規定してい

る。第２条以下では、教授、准教授、講師、助教それぞれに関する能力・資質について明確に規

定している。(3-2-10-3 第２～５条) 

本学部の教員組織の構成にあたっては、「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-10-4）

を作成することにより、現状の職階分布、年齢分布、専門分野を明確にしている。また、教員構

成表（3-2-10-4）では、大学設置基準で定められている教員定数を満たしていることを明確にし

ている(「大学基礎データ新表２」（3-2-10-5）)。 

本学部では、学部長、学科主任で執行部を構成し、学部全体の運営方針を定めている。本学部

専任教員は学部長の下、「東海大学学部教授会規程」(3-2-10-6)に定められた情報通信学部教授会

の構成メンバーとして、教育研究に係る事項につき審議・承認を行っている。   

更に、全学的に設けられた教務(3-2-10-7)、FD(3-2-10-8)、広報(3-2-10-9)、評価(3-2-10-10)

等に対応する学部委員会に加え、紀要・研究推進、高大連携、就職、校舎利用計画検討等の各種

学部委員会を設け、学部の運営を行っている (3-2-10-11) 。 
 
［２-１１］海洋学部 

求める教員像については、東海大学学則(3-2-11-1)第１条に定められた大学の人材育成目的を

踏まえて、｢東海大学教員資格審査基準｣(3-2-11-2)に基づき「海洋学部教員資格審査基準（内規）」

(3-2-11-3)により示されている。 

同内規では、東海大学教員資格審査基準に準拠して学部の特性に合わせた基準をしめしている。

具体的には第 3条において教授の資格基準として、「専門分野において、国内または国内外からリ

ーダーの一人として認められているもの」についても該当しうる資質として追加されている。 

また教員の組織的な連携体制と教育研究に係る責任所在の明確化については、海洋学部に、学

部長・学部長補佐、学科主任等の役職者を置き、執行部を構成している(3-2-11-4 第 5 章)。海

洋学部に所属する専任教員が、海洋学部教授会（3-2-11-5）の構成メンバーとなり、教育研究に

係る事項につき審議・承認を行っている。 

更に、教務(3-2-11-6)、ＦＤ等(3-2-11-7)・（3-2-11-8）の専門委員会を設置し、海洋学部の運

営業務を分担している。 
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［２-１２］医学部 

医学部においては、「東海大学学部教員組織に関する規程」（3-2-12-1）にもとづき、医学部の

教育領域を系統的に学系として区分し、学系長を任命している。学系長は各教育領域を統括する

とともに、教員の採用・昇格・異動等の人事に関わる発議を行うことができる。 

 教員の採用・昇格にあたっては、「医学部教員採用・昇格候補者選考細則」（3-2-12-2）により、

「研究業績を重視するのみならず、教育、診療等の実績及び人間性をも重要なる判定資料とする

とともに、その業績は、印刷物の数のみを以て判断せず、内容を充分に検討する。なお､昇格を審

議する場合は、教員･医師評価システム（3-2-12-3）の評価結果を判定資料として参考とする」と

いう方針で運営されている。 

 教員に求める能力・資質については、「医学部教員採用・昇格候補者選考細則」（3-2-12-2）第

２条にその詳細を記述している。 

 
［２-１３］健康科学部 

東海大学教員資格審査基準（3-2-13-1）を基に看護学科及び社会福祉学科においても、採用基

準・昇格基準を明確に定め（3-2-13-2、 3-2-13-3）、それに基づいて実施している。教員組織編

制方針については、「学科目・専門領域等による教員構成表」を各学科で定めている。学科のカリ

キュラムの変化に伴い、この学科目・専門領域等の構成を再検討し、大学運営本部での審議・承

認をうけ、両学科とも 2015年度から変更した（3-2-13-4）。 

本学部では、学部長・学科主任・研究科長・専攻主任に伊勢原校舎・付属病院副本部長（経営

企画・事務担当）、教育計画部事務室長、伊勢原教学課長を加えた研究科・学部運営協議会にて、

学部ならびに研究科の運営方針を審議している。学部の運営方針、教育・研究に関する事項は、

「東海大学学部教授会規程」（3-2-13-5）に基づき、学部長の下、健康科学部教授会において、本

学部専任教員及び特任教員を構成員として、審議・承認を行っている。特任教員は、「東海大学学

部教授会規程」.（3-2-13-5）に基づき、教授会にて、教授会の構成員として承認している。 

さらに教育に関しては、全学的に設けられた常任教務委員会（3-2-13-6）、学部教務委員会

(3-2-13-7)、学科教務委員会（3-2-13-8）にて、科目責任者の決定、時間割の作成等を行ってい

る。研究に関しては、学部研究委員会、紀要編集委員会を学部内に設けている（3-2-13-8）。 
 
［２-１４］経営学部 

 大学として求める教員像を受けて、経営学部としては「経営学部教員資格審査基準」（3-2-14-1）

に求める教員像を定めている。また、教員構成に関しては、大学運営本部との調整の上、年齢、

学科目・専門領域などが記載された「学科目・専門領域等による教員構成表」(3-2-14-2)を作成

し、編制方針としている。 

「研究活動業績、教育活動業績及び学内外活動の業績について」、「経営学部教員資格審査基準」

（3-2-14-1）の各条、各号に定める基準を達成する者を、学部として求める教員像にしている。 
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［２-１５］基盤工学部 

学部における教員に求める能力・資質等については、東海大学学則（3-2-15-1）第１条・東海

大学大学院学則（3-2-15-2）第１条に定められた大学の人材育成目的を踏まえて、「東海大学教員

資格審査基準」（3-2-15-3）」に従っている。 

教員組織編制は、設置基準上必要専任教員数を考慮しつつ、学部の教育目標を具現化するため

に、学科目・専門領域等による教員構成表（3-2-15-4）を作成し、この教員構成表に基づいて、

欠員補充等の人事計画を学部長、学科主任等で協議･作成して学長に提出している。本学部では、

各学科にその科目が属する専門領域の専門家及びそれを補完する分野の専門家を配置することを

前提としている。特に、各学科のコアとなる専門科目及び実験・演習など実践を伴う科目には、

技術的スキルを習得させることも重要と考え、知識教育のみに留まらない教育の展開を考慮した

教員の配置、分担を考慮した専任教員の配置に努めている（3-2-15-4）。 

専任教員は学部に属し、学部長の下、学部教授会（3-2-15-5）の構成メンバーとして、教育研

究に係る事項につき検討を行うとともに、決定された事柄について連携してその実現にあたって

いる。 

学部教員の教育研究に関わる責任者は学部長であり、学部関連事案について学部長、学科主任

を中心に検討している。 

東海大学学部長会議で審議された内容や学部長検討事項については、月に１度開催の学科会議

を通して学科教員に周知する形式を取っている。学科の教育研究については、学科主任がその責

任者として学科教員と連携し、学生教育及び研究活動に当たっている。学科で生じる様々な課題

について、月に１度のペースで開催する学科会議で十分に議論し、学科教員のコンセンサスを得

た上で結論を遂行している。緊急に発生する事案については、臨時の学科会議で議論し、結論を

得ている。このように、教育研究に関して組織的な連携体制が整っている。 

 
［２-１６］農学部 

 各職位における教員の能力・資質については全学的な基準を示した「東海大学教員資格審査基

準」（3-2-16-1）において規定し、各々の教員選考については本学の人材育成目的（3-2-16-2 第

1条）を踏まえて募集条件を定めている。教員構成は、大学基礎データ（3-2-16-3）及び学科目・

専門領域等による教員構成表（3-2-16-4）に示した通りであり、専任教員の年齢構成については、

徐々にバランスが整うように努めている。 

 農学部及び阿蘇教養教育センター所属の専任教員は農学部長の下、農学部教授会の構成メンバ

ーとして、教育・研究に係る事項について検討を行うとともに、決定された事柄について連携し

てその実現にあたる（3-2-16-5）。また、個々の専任教員は、教務、ＦＤ、評価、広報等の専門委

員会の委員として本学部の運営業務を分担している。 

 
［２-１７］国際文化学部 

大学において求める教員像については、東海大学学則(3-2-17-1) 第１条に定められた大学の人

材育成の目的を踏まえて、｢東海大学教員資格審査基準｣(3-2-17-2)において明示している。本学

部では、これらの大学が求める教員像を踏まえ、国際的な視点から教育研究を実践できる教員を
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求める教員像としている。特に、学部の教育コンセプトが「フィールド指向の実践的教育」であ

ることに鑑み、フィールド―ワークやインターンシップへの取組みを教員の業績評価の対象とし

ている（3-2-17-3～4 ２教育活動）。 

本学部の教員組織編制は、設置基準上必要専任教員数及び教授の人数を考慮しつつ、男女参画

に基づく女性教員の雇用や年齢構成のバランスに配慮している（3-2-17-5）。  

 本学部は、学部長と学科主任から成る主任会議を組織し、当該会議が学部運営の執行部となっ

ている（3-2-17-6）。また、教務、広報、就職といった学生の学修や生活を支援する部門及び学生

募集に関する部門については各学科より選出された委員がキャンパス全体及び大学全体の委員会

に出席し、学部・学科との調整を図っている（3-2-17-7）。 

 会議体としては、学部教授会が設置され、大学の方針に対して意見を申し述べる機関としての

役割を果たしている（3-2-17-8）。また、各学科には学科会議を組織し、学生指導を含めた学科独

自の課題解決を図っている（3-2-17-9）。 

 
［２-１８］生物学部 

 求める教員像については、東海大学学則(3-2-18-1)第１条に定められた大学の人材育成目的を

踏まえて、｢東海大学教員資格審査基準｣(3-2-18-2)において示している。教員組織については、

大学基礎データ新表２（3-2-18-3）で示す通り、本学部は、大学設置基準に定められた定員を満

たしている。この教員定数を前提に、「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-18-4）を作

成し、これを編制方針としている。この「学科目・専門領域等による教員構成表」により、構成

員の専門領域を規定する学科目が明確化(3-2-18-4)されている。生物学部はこの基準を踏まえて

教員の募集条件を定めている。現在各学科の教員組織では「遺伝子・細胞に関する知識・技術」、

「生物多様性の保全・管理にかかわる知識・技術」の分野について、バランスに配慮しながら定

年退職者に対する補充人事が行われている。 

 本学部では、学部長、学科主任で執行部を構成し、学部全体の運営方針を決めている。運用に

関する事項の調整は、執行部に教務委員を含めた主任会議で行っている。本学部の教員は「東海

大学学部教授会規程」（3-2-18-5）に定められた生物学部教授会メンバーとして、同規程に定めら

れた事項の審議を通じて学部運営に参画するほか、各種委員会のメンバーとしても大学運営に与

っている。 

 

［３-１］実務法学研究科 

実務法学研究科において求める教員像については、大学の人材育成目的（東海大学専門職大学

院学則(3-3-1-1)第１条に規定）を踏まえて、教員選考にかかわる全学的な基準を示した「東海大

学教員資格審査基準」では、各職位の教員の能力・資質について規定しており、実務法学研究科

「人事に関する内規」（2005年 4月施行、2009年最新改正）(3-3-1-2)において詳細な手続を定め

ている。 

教員の構成は大学基礎データ表 2(3-3-1-3)の通りである。教員組織の編制は、設置基準上必要

な専任教員数を考慮しつつ、本研究科の教育目標を具現化するために学科目・専門領域等による

教員構成表(3-3-1-4)を作成し明確化している。 

Ⅱ-87Ⅱ-86



第３章 教員・教員組織 

 

 
88 

教員の組織的連携体制としては、法律基本科目群、実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目群、

展開・先端科目群ごとに定期的に開催する委員会を設置し、各委員長の責任において緊密な連携

を図っている。その検討内容については教授会において審議または報告することとし、その教育

研究の責任は研究科長が負うものとしている。  

 

［３-２］総合理工学研究科 

 本研究科の求める教員像及び教員組織の編制方針を明確に定めている。教員組織は、東海大学

大学院学則(3-3-2-1 第 12 章)に定められており、学部または付置研究所の教員によって構成さ

れている。また、全学的な基準である「東海大学教員資格審査基準」(3-3-2-2)、「東海大学大学

院教員資格審査基準」(3-3-2-3)、「東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程」(3-3-2-4)及び、

研究科の内規である「総合理工学研究科 教員資格審査・資格再審査に係わる基準」(3-3-2-5)

で、教員の能力・資質について規定している。 

 
［３-３］地球環境科学研究科 

大学全体としての基準に基づき研究科内に大学院教員資格審査基準内規（3-3-3-1 第 2条）と、

研究指導教員再審査基準（3-3-3-2）を設け、教員組織を整備している。教員組織については，大

学院要項（3-3-3-3 p.32）に記載している。また，入学後の大学院生個々に，指導教員のみなら

ず 1～2名の副指導教員と合わせて指導している。この情報については，大学全体で行っている大

学院生が提出する研究状況報告書（3-3-3-1 pp.42-43）で確認している。 

 
［３-４］生物科学研究科 

 大学院においては学部と兼担の教員のみであり、本研究科としての採用はない。そのため、担

当教員としての能力・資質等は「東海大学大学院教員資格審査基準」(3-3-4-1)に明確化されてお

り、その基準に適合した者が担当教員となる。具体的には、学位区分ごとに、研究業績の件数等

が示した別表が示されているほか、2008年に「東海大学生物科学研究科大学院教員資格審査基準 

内規」(3-3-4-2)を制定し、本研究科における教員に求める能力・資質などは明確に定められてい

る。 

 本研究科には、研究科長、専攻主任の役職者(3-3-4-3 第 29条)を置かれ、執行部を構成し、所

属する専任教員が、研究科教授会（3-3-4-4）の構成メンバーとなり、教育研究に係る事項につき

審議・承認を行っている。また、教務、ＦＤ、評価等の専門委員会(3-3-4-5～7)を設置し、研究

科の運営業務を分担している。また、学生 1 名につき研究指導教員 1 名に加えて、研究指導補助

教員（副指導教員）2名を指名し、3名が連携・協力しつつ学生の指導にあたり、組織的な博士研

究の指導教育体制を構築している（3-3-4-8 p.18）。 

 
［３-５］文学研究科 

文学研究科は、文学部の教員を中心に学内から文学研究科各専攻の学問分野に相応しい教員を

集めている。文学研究科が求める教員像については、「東海大学大学院文学研究科教員資格審査基

準内規」(3-3-5-1)に則して求める教員像を定め、明確かつ適正な基準・手続きの下で研究指導教
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員・研究指導補助教員・講義担当教員の各資格で教員を選定し、研究科教授会ならびに大学全体

の大学院運営委員会の承認をもって任命される。 

 文学研究科では、専任教員が研究科教授会(3-3-5-2)の構成員となり、教育研究に係る事項につ

いて審議・承認を行っている。さらに、教務・評価・広報・FD に関する専門委員会（3-3-5-3）

を設置して、運営業務を分担している。 

 

［３-６］政治学研究科 

政治学研究科では、大学院を担当する教員に関する全学的な基準である「東海大学大学院教員

資格審査基準」（3-3-6-1）に基づいて、「東海大学大学院政治学研究科教員資格審査内規」（3-3-6-2）

に則して求める教員像を定め、明確で適正な基準と手続きに則って教員構成を組織している。教

員組織の編制方針については、個々の教員の研究指導資格の付与について研究科連絡会議におい

て検討するさいに、そのつどの教員構成や専門分野を勘案しつつ、毎年度確認を行っている。 

政治学研究科では、全専任教員が月１回開催される政治学研究科教授会において、学務運営に

関する審議事項、報告事項等について協議を行うほか、同じく全専任教員参加のもとＦＤ委員会

を開催し、研究科運営の組織化をはかっている。また、研究科内で各種委員（3-3-6-3）を選定し、

連携して研究科の学務や教務に関わる事項に対処している。 

 
［３-７］経済学研究科 

 教員に求める資格及びその要件は「東海大学大学院教員資格審査基準」（3-3-7-1）において定

められており、これに基づき「東海大学大学院経済学研究科大学院教員資格審査内規」（3-3-7-2）

が定められている。その新基準のもと、定期的に研究業績と科目適合性を検討し、適正な配置を

行っている。 

 
［３-８］法学研究科 

本学における教員像及び教員組織の編制方針においては、大学院の専任教員は学部と兼担の教

員のみから組織されるため、法学研究科独自の教員採用はない（なお、法学部における採用等に

関しては法学部の人事計画委員会により検討がなされるが、法学部長と法学研究科長が別人であ

る場合には、慣行上後者も同委員会構成員に加えている）。これを前提としたうえで、教員組織の

編制方針について、次のように定めている。 

まず、本学において求める教員像及び教育組織の編制方針を踏まえたうえで「東海大学大学院

教員資格審査基準」（3-3-8-1）にもとづき法学部所属教員の中から資格をみたす者を選んで研究

科の教員を編制することが、研究科の基本方針となる。これにもとづき、「東海大学大学院法学研

究科大学院教員資格審査基準内規」（3-3-8-2）を制定して資格審査の細則を定めるとともに、と

くに審査手続を明確化し、研究科長が人事計画委員会の承認を得て資格審査委員会の設置を教授

会に提案し、この委員会による審査、教授会への報告を経て教授会で資格申請につき決定する

（3-3-8-2 5条）。なお、学部による教員募集・採用においては、「学科目・専門領域等による教

員構成表」（3-3-8-3）をもとに、領域ごとの教員構成を勘案しつつ、編制方針の確認を行うが、

この構成表にはあわせて個々の教員の研究科の指導教員資格等についても記載することで、研究
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科として教員編制を計画立てて進めていく際の指針として用いている。 

本研究科では、研究科長、専攻主任、教務委員が中心となり研究科運営の方針を定めている。

そして、「東海大学大学院研究科教授会規程」（3-3-8-4）にもとづき、研究指導教員資格をもつ研

究科所属の教員から法学研究科教授会を構成し、教育及び研究に関する事項や学事に関する事項

等について審議を行っている。また、大学院 FD委員会や大学院広報委員会などの学内諸委員会に

対して研究科の委員を選出し所管事項の運営に係るほか、研究科内独自の委員会を設けて、研究

科の運営を行っている（3-3-8-5）。 

 
［３-９］人間環境学研究科 

「東海大学大学院学則」に定められた研究科での人材育成目的（3-3-9-1、第 1 条の２、別表

１））を体現するため、「東海大学大学院資格審査基準」（3-3-9-2）及び「東海大学大学院研究指

導教員資格再審査規程」（3-3-9-3）で定められた基準を基に、「人間環境学研究科教員資格審査基

準」（3-3-9-4）、「人間環境学研究科大学院教員資格審査基準内規」（3-3-9-5）、「人間環境学研究

科研究指導教員資格再審査規程」（3-3-9-6）及び「人間環境学研究科研究指導補助教員資格再審

査基準内規」（3-3-9-7）の中で大学院における講義及び研究指導の担当教員に関わる審査基準を

定めている。 

また、研究科教授会をはじめとした各種委員会を設置することで組織的な連携体制をとるとと

もに、研究科長及び専攻主任を配置することで研究科での教育研究に係る責任の所在を明確にし

ている。 

 
［３-１０］芸術学研究科 

芸術学研究科では「東海大学大学院学則」（3-3-10-1）を踏まえ、大学院における講義及び研究

指導担当教員を「東海大学大学院教員資格審査基準」（3-3-10-2）に則って定めている。大学全体

での自己点検評価報告書「基準３」に記載の通り、大学院としての教員採用は無いが、教員組織

の編制に関しては、基盤となる学部学科での「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-3-10-3）

をその基礎としている。また音響芸術、造型芸術両専攻ともに、「2016 年度東海大学大学院要項

（Ⅱ）」（3-3-10-4 p.79、p.82）において指導教員とその専門分野を明示している。  

研究科の所属教員は研究科長の下で、研究科教授会の構成員として教育研究に係わる各種の意思

決定に責任を持つと共に、その実現に向け連携している。 
 
［３-１１］体育学研究科 

 体育学研科（修士課程）に本務所属の教員はいないため、研究科単位での募集・採用・昇格は

行っていない。したがって、求める教員像については、大学の人材育成目的 （東海大学大学院学

則第 1 条）（3-3-11-1）及び教員選考の全学的な基準「東海大学教員資格審査基準」（3-3-11-2）

において、各職位における教員の能力・資質について規定しているため、それに準拠している。 

 体育学研究科は、「体育学研究科 管理・運営組織図」（3-3-11-3）に示されるように、管理組織

としては、体育学研究科研究科長をトップに、専攻主任を管理職メンバーとし、授業担当教員を

配置する管理組織体制となる。 
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 運営組織としては、研究科長、専攻主任、総務委員会・FD 委員会、教務委員会、研究委員会、

授業担当教員から構成され、月に 1 回開催される研究科運営委員会、研究科教授会により運営さ

れている。 

 

［３-１２］理学研究科 

 理学研究科として求める教員像及び各職位の教員の能力・資質については、「東海大学大学院教

員資格審査基準」（3-3-12-1）に基づいて策定された「理学研究科大学院教員資格審査基準内規」

（3-3-12-2）に定められている。 

 研究科・専攻の理念を実現するのに適切かつ効果的な教員組織を編制するために、学部・学科

の要望を考慮して「大学院教員審査資料」（3-3-12-3）を作成し編制方針としている。  

 研究科長と 3 名の専攻主任が執行部を構成しており、本研究科に所属する専任教員から成る研

究科教授会において、研究科全体の教育研究に係る事項につき審議・承認を行っている。各専攻

における教育研究に係る事項については、各専攻に所属する専任教員から成る専攻会議において

審議・承認を行っている。 

 
［３-１３］工学研究科 

求める教員像については、東海大学大学院学則(3-3-13-1  第１条)を踏まえて教員の能力・資

質を示している。また、教員選考にかかわる全学的な基準を示した「東海大学大学院教員資格審

査基準」(3-3-13-2)に基づき、工学研究科独自の内規として、「東海大学大学院工学研究科大学教

員資格審査基準 内規」(3-3-13-3)、「東海大学大学院工学研究科指導教員資格再審査における研

究業績基準ならびに奨励措置審査基準」(3-3-13-4)、「大学院工学研究科研究指導補助教員資格再

審査における業績基準」(3-3-13-5)を設けて能力・資質の明確化を図っている。以上のように、

大学として求める教員像及び教員組織の編制方針は明確に定められている。 

専任教員は工学研究科に属し、研究科長の下、研究科教授会(3-3-13-6)の構成メンバーとして、

教育研究に係る事項につき検討を行うとともに、決定された事柄について連携してその実現にあ

たる。研究科の運営業務は、教務、FD、評価、広報等の専門委員会(3-3-13-7)により分担して行

われている。 

 

［３-１４］情報通信学研究科 

 本研究科では、「東海大学大学院教員資格審査基準」(3-3-14-1)に準拠した「東海大学大学院情

報通信学研究科教員資格審査基準内規」(3-3-14-2)を設け、本研究科における講義及び研究指導

の担当教員としての適格者の審査基準を規定している。 

「東海大学大学院情報通信学研究科教員資格審査基準内規」(3-3-14-2)第１条では、本内規が「東

海大学大学院教員資格審査基準」(3-3-14-1)に準拠していることを明記し、第２条以下では、研

究指導教員、研究指導補助教員、講義担当教員について、それぞれ研究業績件数についての基準

を明確に定めている。 

本研究科は、研究科長、専攻主任、教務委員で執行部を構成し、研究科全体の運営方針を定め

ている。研究科教員は、研究科長の下、「東海大学大学院研究科教授会規程」（3-3-14-3）に定め
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られた情報通信学研究科教授会の構成メンバーとして、教育研究に係る事項につき審議・承認を

行っている。さらに、研究科の評価委員会、FD委員会、研究指導資格審査委員会等を設け、研究

科運営を行っている(3-3-14-4)。 
 

［３-１５］海洋学研究科 

教員に求める資格及びその要件は「東海大学大学院教員資格審査基準」（3-3-15-1）において定

められており、これに基づき「東海大学大学院海洋学研究科大学院教員資格審査基準内規」

（3-3-15-2）が定められている。教員資格については 3 年ごとに資格再審査(3-3-15-3)を行い、

教員の研究面での質保証を保っている。 

研究指導教員及び研究指導補助教員の専門は幅広い分野に広がっている。（3-3-15-4 P32-33）

教員組織は海洋学研究科長の下に、海洋学専攻科主任、教務委員を配置して、教育研究に関わる

検討を行い、研究科教授会において審議し、決定事項は全教員で連携してその実現にあたる。 

 

［３-１６］医学研究科 

東海大学大学院医学研究科規則（3-3-16-1）に医学研究科の人材養成に関する目的その他教育

研究に関する事項を定め、医学研究科の教育に関する審議及び決定は、大学院教育委員会の承認

を経て、医学研究科教授会が行うと明確に定めている。大学院学則に医学研究科の教育研究上の

目的を（3-3-16-2）「高い専門性と強い研究志向を持ち、社会の指導的立場を果たすための良識と

倫理観を持つ医学及び生命科学分野の研究者、専門医」の養成と明記されており、医学研究科が

求める教員像もこれに基づくものであり、「大学院における講義及び研究指導の担当教員」として

の適格者の審査基準を「東海大学大学院教員資格審査基準」(3-3-16-3)で規定している。第２条

では、「博士の学位（日本における博士の学位と同等と認められる外国の学位を含む。）を有し、

かつ、その担当する専門分野において顕著な研究業績をあげ、高度の教育研究上の指導能力があ

ると認められる者でなければならない」等と規定し、具体的には、研究業績の件数等が示した別

表が示されている。 

 医学研究科では、研究科長、副研究科長、専攻主任、専攻副主任で執行部を構成し、研究科全

体の運営方針を定めている。教員は研究科長の下、東海大学大学院医学研究科規則（3-3-16-1）

に定められた医学研究科教授会の構成メンバーとして、教育研究に係る事項につき審議・承認を

行っている。  

 

［３-１７］健康科学研究科 

健康科学研究科が、求める教員像については、大学の人材育成目的（東海大学大学院学則第１

条に規定）（3-3-17-1）を踏まえて行っている。また、教員選考にかかわる全学的な基準である「東

海大学教員資格審査基準」（3-3-17-2）によって各職位の教員の能力・資質は明確にされている。 

本研究科では、研究科長・専攻主任・学部長・学科主任に伊勢原校舎・付属病院副本部長（経

営企画・事務担当）、教育計画部事務室長、伊勢原教学課長を加えた研究科・学部運営協議会にて、

運営方針を審議している。研究科の運営方針、教育・研究に関する事項は、大学院教授会におい

て、審議・承認を行っている。さらに教育に関しては、全学的に設けられた常任教務委員会
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（3-2-17-3）、各専攻教務委員会及び合同教務委員会(3-2-17-4)にて、科目責任者の決定、時間割

の作成等を行っている。 

 

［３-１８］産業工学研究科 

 産業工学研究科として求める教員像及び各職位の教員の能力・資質については、「東海大学大学

院教員資格審査基準」（3-3-18-1）に定められている。 

研究科・専攻の理念を実現するのに適切かつ効果的な教員組織を編制するために、基盤となる

産業工学部・総合経営学部の複数の分野の学生を受け入れることを考慮して「大学院教員審査資

料」（3-3-18-2）を作成し、教員の資格審査を実施し、これを編制方針としている。 

 本研究科は、研究科長、専攻主任、教務委員で執行部を構成し、研究科全体の運営方針を定め

ている。研究科教員は、研究科長の下、「東海大学大学院研究科教授会規程」（3-3-18-3）に定め

られた産業工学研究科教授会の構成メンバーとして、教育研究に係る事項につき審議・承認を行

っている。さらに、研究科の評価委員会、FD委員会、研究指導資格審査委員会等を設け、研究科

運営を行っている(3-3-18-4)。 

また、各専攻では、設定したコースの教員が連携して学生の教育に当たるシステムになっている。

研究指導教員は学生の研究指導を行うが、修士論文の中間発表を専攻の全教員の前で行い、指導

を受けることによって、専攻所属の教員が連携して学生の指導にあたり、研究指導教員はその後

の研究指導に責任を持ってあたることとしている。 
 
［３-１９］農学研究科 

求める教員像については東海大学大学院学則（3-3-19-1）を踏まえて募集条件を定めており、

各職位における教員の能力・資質については全学的な基準を示した東海大学大学院教員資格審査

基準（3-3-19-2）において規定している。教員構成は、大学基礎データ（3-3-19-3）に示した通

りである。 

本研究科所属の専任教員は研究科長の下、研究科教授会の構成メンバーとして、教育・研究に

係る事項について検討を行うとともに、決定された事柄について連携してその実現にあたる

（3-3-19-4）。また、研究科教授会で審議して決定した事項については、最終的に学長の承認を得

て施行することとしている。 

 

［３-２０］国際地域学研究科 

「大学院における講義及び研究指導の担当教員」としての適格者の審査基準は「東海大学大学

院教員資格審査基準」(3-3-20-1)で規定されている。学部学科教員のなかから、開講科目に合致

した教員を大学院担当教員として選考し補充してきた。教員の年齢構成については、やや高年齢

の指導教員が多くを占めるようになったため、数年かけて徐々に全体的なバランスを維持するよ

う、近年では若手教員の登用に努めてきた。 

研究科に専属となっている教員はいない。すべて国際文化学部(地域創造学科、国際コミュニケ

ーション学科、デザイン文化学科)、教養教育センター(札幌)に所属し、学部教育に携わっている

(3-3-20-2)。学部教授会等の構成メンバーとして、教育研究に係る事項につき検討を行うととも
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に、決定された事柄について連携してその実現にあたる。 

 

［３-２１］理工学研究科 

理工学研究科専任教員はすべて生物学部教員と兼担であり、大学院としての採用はない。した

がって求める教員像は、東海大学学則(3-3-21-1) 第１条・東海大学大学院学則（3-3-21-2) 第１

条に定められた大学の人材育成目的を踏まえて、｢東海大学大学院教員資格審査基準｣(3-3-21-3)
において示されている。 

本研究科は環境科学系と生物科学系の二つの系列組織をもつ環境生物科学専攻の一専攻を有す

る。環境科学系では海洋生物と海洋環境の分野、生物科学系では分子生物学、生物化学など基礎

生物から工学的な分野について教育・研究をおこなうこととし、両系において 4 人ずつの研究指

導教員を配置している。以上のように教員組織の編制方針が明確に定められている(3-3-21-4 

p231)。 
理工学研究科では、他の研究科と同様に研究科長と環境生物科学専攻の専攻主任の役職者

(3-3-21-5 第 29 条)を置き、執行部を構成している。また理工学研究科に所属する専任教員が、

理工学研究科教授会の構成メンバーとなり、教育研究に係る事項につき審議・承認を行っている

（3-3-21-6）。 

更に、教務、ＦＤ、評価の専門委員会(3-3-21-7～10)を設置し、学部・研究科の運営業務を分

担している。 

 
（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。 

［１］大学全体 

教員の構成は大学基礎データ表２（C-31）の通りである。教員組織編制は、設置基準上必要と

される専任教員数を考慮しつつ、学部組織においては、各学部・学科の教育目標を具現化するた

めに、大学運営本部高等教育室が学科・専攻・課程ごとに学科目・専門領域、年齢、資格を記載

した教員構成表（C-9）を作成し明確化している。また、この教員構成表に基づいて欠員補充等の

人事計画を学部長や学科主任等で協議し、「教員人事計画」(C-30)として作成し、学長に提出する

こととしている。 

また、教員の募集・採用・昇格の過程において「学科目・専門領域等による教員構成表」に基

づき、特定の範囲の年齢に著しく偏らないように配慮しており、教員全体の年齢構成は、29歳以

下が 0.5%、30～39 歳が 22.8%、40～49歳が 29.5%、50～59歳が 31.1%、60～69歳が 15.9%、70歳

以上が 0.2%となっている(C-32)。 

 本学では、大学院研究科の教員については、基本的に学部所属の教員の中から、上記に記載し

た「東海大学大学院教員資格審査基準」(C-6 別表)に定められた能力を有する教員を審査し指導

資格を与え、選出された教員からなる組織で構成されている。大学院研究科における担当専任教

員は 1,244名おり、博士課程前期（修士課程を含む）担当は 874名、博士課程後期担当教員は 370

名を配置している(C-31)。なお、大学院設置基準上必要教員数は、博士課程前期担当は、227名、

博士課程後期は 143 名であり、全体では、省令で定める必要教員数を上回っている。ただし、文

学研究科英文学専攻は、博士課程後期で研究指導補助教員が１名、産業工学研究科生産工学専攻
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で、研究指導補助教員２名、同研究科社会開発工学専攻で、研究指導教員１名、研究指導補助教

員１名、教員必要数を満たしていない。文学研究科については、退職した教員の補充人事が未了

のため生じたものであり、2016 年度中に解消できる見込みである。産業工学研究科については、

2017年度から学生募集を停止することが決定されているため、必要教員数に関する詳細について

は、研究科報告書にて述べる。 

 法科大学院は、2015 年度に募集停止をしているが、教員編制については、専門職大学院設置基

準に準拠するものであり、実務を含む教育レベルを確保するため、研究者教員と実務者教員のバ

ランスをとりつつ必要教員を確保している。(C-31)  

大学として大学設置基準、学科目・専門領域、年齢等を踏まえ、学科・専攻・課程ごとに「学

科目・専門領域等による教員構成表」(C-9)を作成し、各学部においては、この「学科目・専門領

域等による教員構成表」を編制方針としつつ教員組織を整備している。 

また、大学設置基準にあるように、コアとなる科目は専任教員が担当し、それを補う意味で非

常勤教員を活用している。（C-33）非常勤教員の比率に対しては、教育の質を確保するため、大学

運営本部と教学部が連携を図り、非常勤教員数の割合等を各学部・研究科科長と調整を図り管理

している。（C-34） 

 研究科（修士・博士課程）担当教員については、「東海大学大学院教員資格審査基準」（C-6）「大

学院研究指導教員資格再審査基準 全学共通の枠組み」（C-35）等で研究科担当教員に求められる

資格を明確化している。これらの基準については、全学共通であり、研究科報告書においては、

特記事項があった場合のみ記述する。非常勤講師についても、これに準じた資格が要求されてい

る。担当科目への適合性については、研究科教授会及び大学院運営委員会において「大学院資格

審査資料」（C-36）を配付し、適正配置と資格の適切性を確認している。 

 法科大学院担当教員については、2015年度に募集停止しているが、この「学科目・専門領域等

による教員構成表」（C-9）を編制方針としつつ教員組織を整備している。 

以下、学部・研究科単位で現状について記述するが、学部、研究科の現状の活動が、全体報告

書で記述されている場合は、重複を避けるために個別では記述しない。 
 

［２-１］文学部 

文学部の教員組織の構成は、「大学基礎データ 2016 新表２」（3-2-1-6）の通りであり、全て

の学科において設置基準上の必要専任教員数を満たすか上回っている。教員組織の編制は、設置

基準上必要とされる専任教員数を考慮しつつ、各学科・専攻の教育目標を具現化するために、学

科・専攻ごとに学科目・専門領域、年齢、資格を記載した教員構成表（3-2-1-3 サンプル）を作

成し、この教員構成表に基づいて欠員補充等の人事計画を学部長や学科主任等で協議し、「教員人

事計画」（3-2-1-7）を作成し、学長へ提出している。 

上述のとおり、14学科・専攻からなる文学部では、それぞれの学科目・専門領域科目に対応でき

る専任教員を配置していることに加え、非常勤教員によってより広域な学問領域の充実化を図っ

ている。学科・専攻によって非常勤教員の数にはばらつきがあるものの、その採用については各

学科・専攻主任からの上申にもとづき文学部長がカリキュラムに応じた適正配置と教育者として

の適性を確認し、適正と認められた者について教学部長への推薦を行っている。 
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・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 77名であるが、95名配置している。(C-31 

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39 歳 8.4%、40～49 歳 28.4%、50～59 歳 42.1%、60～69 歳 21.1%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-２］政治経済学部 

 政治経済学部の教員構成は大学基礎データ新表２に示すとおりであり、大学設置基準において

必要とされる専任教員数を満たしている（3-2-2-7）。各学科の教育目標を具現化するために、学

科目、専門領域によって教員構成表を作成し、これにもとづいて欠員補充等を実施している

（3-2-2-6）。 

 授業科目と担当教員（非常勤教員を含む）の適合性については、各学科において主任と教務委

員が中心となり判断している。各学科の必修科目については極力専任教員が担当するよう努めて

いる。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 34名であるが、36名配置している。(3-2-2-7) 

・年齢構成：30～39歳 16.7%、40～49 歳 27.8%、50～59歳 36.1%、60～69歳 19.4%となっている。

(3-2-2-8) 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 34名であるが、36名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 16.7%、40～49 歳 27.8%、50～59歳 36.1%、60～69歳 19.4%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-３］法学部 

基幹的授業科目については専任教員が担当する体制をとっているが、上記のように全学的な取

組みの下、「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-3-6）を作成して各学科目・専門領域に

属する教員の氏名・年齢、設置基準による教員数及び資格別（教授・准教授等）教員数、過去５

か年の退職者・採用者等の情報を一表に取りまとめるとともに、むこう５年の退職予定（欠員補

充の必要性）、昇格申請予定等を記した「教員推移表」（3-2-3-8）を作成・維持し、それらに基づ

いて適切な採用、配置を行うことにより教育課程に相応しい教員組織を整備している。ただし、

各授業科目担当教員に係る上記採用・昇格候補者選考過程以外に授業科目と担当教員の適合性を

判断する仕組みは設けていない。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 17 名であり、17 名配置している。(C31 大

学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：29歳以下 5.9%、30～39歳 5.9%、40～49歳 11.8%、50～59歳 52.9%、60～69歳 23.5%

となっている。(C32 大学基礎データ 表 21-2) 
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［２-４］教養学部 

 学部の人材育成目的を具現化できるよう、学科・課程ごとの「教員構成表」（3-2-4-4）に基づ

き人事計画を策定し、教員組織の充実を図っている。また、授業科目と担当教員の適合性は、各

学科・課程から採用の推薦があった教員について、「教養学部教員資格審査基準」（3-2-4-2）に従

い、学部評価委員会、主任教授会及び教授会において審査を行っている。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 30名であるが、45名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39 歳 6.7%、40～49 歳 31.1%、50～59 歳 40.0%、60～69 歳 22.2%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-５］体育学部 

 体育学部は、大学設置基準、学科目・専門領域、年齢を踏まえた教員構成表（3-2-5-4）の編制

方針に基づき、教員の組織を整備している。 

 授業科目と担当教員の適合性は、各教員の専門領域及び資格から、学科教務委員の協力を得て、

学科主任の責任の下判断する。この結果は、必ず学長の承認を得て決定する。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 44名であるが、60名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 15.2%、40～49 歳 34.8%、50～59歳 33.3%、60～69歳 16.7%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 

［２-６］理学部 

 理学部の教員数は数学科 15 名(うち 2 名は特任)、情報数理学科 13 名、物理学科 16 名(うち 1

名は特任)、化学科 16 名(うち 1 名は特任)、基礎教育研究室 5 名である。教授、准教授、講師、

助教の割合は、数学科がそれぞれ 47%、20%、33%、0%、情報数理学科が 38%、46%、15%、0%、物理

学科が 81%、6%、13%、0%、化学科が 63%、25%、6%、6%、基礎教育研究室が 40%、60%、0%、0%で

あり、学部全体としては 57%、26%、15%、2%である。（3-2-6-4）。 

理学部の専任教員はすべて、東海大学のみの専任教員であり、理学部が開講する専門科目の授業

担当者は博士号を有している（3-2-6-5 理学部学科 各学科 教員紹介）。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 32名であるが、65名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 12.9%、40～49 歳 24.7%、50～59歳 49.4%、60～69歳 11.8%、70歳以上 1.2%

となっている。(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-７］情報理工学部 

 「東海大学学部教授会規程」（3-2-7-6）に基づき情報理工学部教授会が設けられており、教育・
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研究をはじめとする様々な学部内事項の審議・調整が図られている。また、学部内で各種委員会

を編制して種々の事案に対処している（3-2-7-7）。文部科学省令大学設置基準で定められている

必要専任教員数は、2学科それぞれ 9の計 18であるが、それぞれ 11と 9の計 20と充足している

（3-2-7-8）。また、専任教員一人あたりの在籍学生数は、35.9となっている（3-2-7-8）。授業科

目と担当教員の適合性については、科目内容（3-2-7-9、3-2-7-10）と教員の専門（3-2-7-11、12）

との整合性及び担当する科目コマ数に大きな偏りが生じないようにしている（3-2-7-13、14）。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 18名であるが、20名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 10.0%、40～49 歳 45.0%、50～59歳 15.0%、60～69歳 30.0%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-８］工学部 

大学設置基準上の必要専任教員数を考慮しつつ、工学部においては学科専攻毎に学科目・専門

領域等による教員構成表（3-2-8-4）を作成、この教員構成表を編制方針として教員組織を整備し、

設置基準上定められた教員数を満たしている。（3-2-8-3） 

授業科目と担当教員（非常勤教員を含む）の適合性は、各学科専攻に教務委員を設け、授業科

目と担当教員の適合性を判断している。また、大学設置基準にあるように、コアとなる科目は専

任教員が担当し、実験実習科目等を補う意味で非常勤教員を活用している（3-2-8-5 大学基礎デ

ータ 表 3）。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 123名であるが、154名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：29歳以下 1.3%、30～39歳 14.1%、40～49歳 21.2%、50～59歳 37.8%、60～69歳 25.0%、

70歳以上 0.6%となっている。(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-９］観光学部 

４つ教育研究分野においてバランスの取れた教員配置を進めていくことが必要であり、人事異

動や退職に合わせて、教員配置の適正化を図っている。2010年度、専任教員 14名、特任教員（教

授）1 名で発足し、その後、2013 年度には、専任教員 1 名の増員が認められた。また、常に社会

（国、観光・サービス業界）の動向と密接に関わる中で実践的教育を行うため、現在 6 名の実務

系教員（専任 5 名、特任 1 名）を有している。観光学部発足時の実務系教授の多くは定年を迎え

つつあり、さらに学部間での人事異動も複数回あったことにより観光学部に所属する教員は、2016

年秋学期は、専任教授 8 名、特任教授 1 名、専任准教授 3 名、専任講師 2 名、特任講師 1 名の計

15名となっている（3-2-9-4、5）。ゼミや卒論指導のため 16名の教員を必要とすることから、本

学部教授経験者に非常勤で学生指導を委託し学部教育を行っている。本学部では学術研究の実績

のみではなく、実務経験の豊富な教員をも必要とすることから、全体的に年齢構成が高めになっ

ている。 

Ⅱ-98



第３章 教員・教員組織 

 

 
99 

アカデミズムと共に社会直結型の実践的教育が必要とされる本学部・学科の人事上の重要課題は、

学術研究と論文の発表を重視する研究者教員と実務経験を活かした教育を重視する実務系教員の

比率の適正化と、実務系教員を通じた社会（国・公的機関や関連主要企業）との関係性の維持・

強化を図ることである。実務系教員については、地域貢献や PA（Public Achievement）型教育及

びキャリア指導等を通して、学部・学科の評価を持続させるためにも 5 名程度は必要であると考

えており、現時点での専任 5 名は適正である。観光学は実学であり、理論と実践があってはじめ

て成立する学問分野であることから、研究者教員と実務系教員との協働により教育や研究に相乗

効果をもたらすことが求められる。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 14名であり、14名配置している。(C-31 大

学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 14.3%、40～49 歳 35.7%、50～59歳 14.3%、60～69歳 35.7%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-１０］情報通信学部 

本学部教員の構成は大学基礎データ表２（3-2-10-5）の通りである。教員組織編制は、設置基

準上必要とされる専任教員数を考慮しつつ、各学科の教育目標を具現化するために、大学運営本

部高等教育室によって作成された、学科ごとの学科目・専門領域、年齢、資格を記載した4教員構

成表（3-2-10-4）により明確化している。また、この教員構成表に基づいて欠員補充等の人事計

画を学部長や学科主任等で協議し、「教員人事計画」(3-2-10-12)として作成し、学長に提出する

こととしている。 

大学により作成された教員構成表（3-2-10-4）を編制方針としつつ、各学科に教務委員を設け、

授業科目と担当教員の適合性を判断し、教員組織を整備している。 

また、大学設置基準にあるように、コアとなる科目は専任教員が担当し、それを補う意味で非

常勤教員を活用している(3-2-10-13）。 
 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 32名であるが、35名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 20.0%、40～49 歳 22.9%、50～59歳 37.1%、60～69歳 20.0%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 

［２-１１］海洋学部 

本学部教育の構成は、大学基礎データ表 2(3-2-11-9)のとおりである。教員の組織編制は、「学

科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-11-10）の編制方針に基づき決定される。海洋学部各

学科による教員数内訳は以下の通りであり、大学設置基準第 12 条との関係において適切である

（3-2-11-9）海洋文明学科：教授５名・准教授３名・講師２名。環境社会学科：教授６名・准教

授２名、講師２名。海洋地球科学科：教授５名、准教授２名、講師２名。水産学科：教授７名、

准教授５名、講師２名。海洋生物学科：教授７名、講師３名。航海工学科：教授５名・准教授４
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名、講師１名となっている。 

授業科目と担当教員の適合性を判断する仕組みの整備については、上記海洋学部各学科に教務

委員を設け、学科主任の責任の下、授業科目と担当教員（非常勤教員を含む）の適合性を判断し

ている。（3-2-11-10）また、大学設置基準にあるように、コアとなる科目については、専任教員

が担当し、補う意味で非常勤教員を活用している。（3-2-11-11） 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 53名であるが、67名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 13.4%、40～49 歳 32.8%、50～59歳 32.8%、60～69歳 20.9%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 

［２-１２］医学部 

医学部では、医学部長を議長とし伊勢原校舎・付属病院本部長、付属病院長、副学部長、各学

系長、伊勢原事務部長で構成される医学部教員人事委員会において教育課程や付属病院群の運営

等を考慮した教員組織の整備について、審議・決定している。（3-2-12-4） 

 大学設置基準で定められている教員定数については、充足している。（3-2-12-5）、また、授業

科目と担当教員の適合性を判断する仕組みの整備については、医学部教育委員会、医学部協議会

の議を経て医学部教授会で承認を受けることとしている 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 140名であるが、641名配置している。(C-31 

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：29歳以下 0.6％､30～39歳 39.3%、40～49歳 29.7%、50～59歳 22.6%、60～69歳 7.5%､

70歳以上 0.3％となっている。(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-１３］健康科学部 

「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-13-4）の構成に基づき、欠員補充等が生じた際

に、欠員が生じた学科目・専門領域等の補充を計画している。しかしながら、看護学科において

は、看護系大学が急増していることの影響を受けて、欠員が生じている。 

看護学科においては、看護師国家試験受験資格・保健師国家試験受験資格を得るために厚生労

働省の定める保健師助産師看護師学校養成所指定規則（3-2-13-9）に準じた教育課程及び教員組

織を整備している。また養護教諭 1 種課程も開設し、養護教諭専修免許を持ち養護教諭実践経験

が３年の教員を配置している。 

社会福祉学科においては、教員組織について、資格課程運営と学科目・領域との不整合が生じ

ており半ば形骸化していたため、医療・精神保健福祉系、地域・福祉社会系、社会福祉支援系、

介護福祉系の４領域を設定し、各領域において教授、准教授等の職位の者がバランスよく配置さ

れるよう人事計画を立てている。 

授業科目と担当教員の適合性に関しては、時間割作成時に学科教務委員会で検討し、各学科会

議で審議・承認をうけた後、教授会で審議・承認している。 
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・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 26名であるが、51名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39 歳 11.8%、40～49 歳 37.3%、50～59 歳 41.2%、60～69 歳 9.8%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-１４］経営学部 

上記編制方針に基づき、企業経営、スポーツビジネス、農業ビジネス、観光ビジネスの様々な

分野に対応できる専門的教育・研究者及び実務家教員を配置している。 

大学設置基準上、必要な専任教員は 20 名であるが、22 名配置している(3-2-14-3)。また、年

齢構成は、30代以下が9.1%、40代が27.2%、50台が36.4%、60台が27.3%となっている。(3-2-14-4)。 

経営学部では、教育課程の編制・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）（3-2-14-3）を次のよ

うに定めている。「簿記・会計、情報処理、統計学などの経営学の基礎ツールを低年次に学んだ後、

高年次ではこれらのツールを活用し、経営戦略論、経営組織論等の専門科目を学修することによ

って、新たな切り口でビジネスを展開する能力を涵養する。その方法として、多数の実務家教員

による問題解決型授業を積極的に展開していく。」 

このような企業経営分野の学修を基礎としながら、経営学の教育課程、観光ビジネスの教育課

程を学修していくことになる。経営学では、企業経営の高度な専門分野と、アグリビジネス分野、

スポーツビジネス分野の学修を分化して追及することができるように、教員を配置している。 
 授業科目と担当教員の適合性は、シラバス概要、シラバス詳細通りに授業を実施しているかを

含めた学生による授業アンケートの結果で、判断する。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 20名であるが、22名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39 歳 9.1%、40～49 歳 27.3%、50～59 歳 36.4%、60～69 歳 27.3%となっている。

(C-32大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-１５］基盤工学部 

大学運営本部高等教育室で作成された「学科目・専門領域等による教育構成表」（3-2-15-4）を

もとに学部長、学科主任で協議し、教員人事計画書を提出しており、教育課程に相応しい教育組

織を整備している。電気電子情報工学科の専任教員名の専門分野は、工学系 7 名、農業系 1 名に

よって構成されている。工学系 7 名のうち電気電子分野が 3 名、情報分野 3 名、機械制御分野 1

名の教員は電気電子情報のそれぞれの分野に造詣が深く、充分な経験を有している。農業系の１

名は、植物生産工学分野の専門家として活躍しており、農業における工学の応用研究分野として、

電気電子情報工学科の一つの分野を担っている。（3-2-5-6） 

医療福祉工学科の専任教員 10名の専門分野は工学系 7名、臨床工学系 2名、医学系１名によっ

て構成されている。工学系研究者 7 名のうち、2 名は臨床工学分野の充分な経験を有しており、

いずれの教員も医工学に造詣が深い（3-2-15-4）。 

学部専任教員は人間性にも優れ、学会活動等も活発に行っており、教育課程に相応しい教育組
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織となっている（3-2-5-6）。 

学科の教員構成は、学科ごとに作成した「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-15-4）

を編制方針としている。教員組織について、学部長、学科主任を中心に各教員の研究専門分野、

これまでの教育歴、授業担当科目をもとに適合性を判断している。また、コアとなる科目は専任

教員が担当し、補う意味で非常勤教員を活用している。カリキュラム改訂において、新たに設定

された科目については、学科教員の担当授業コマ数が平均化されるように配慮している。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 16名であるが、18名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 11.1%、40～49 歳 27.8%、50～59歳 33.3%、60～69歳 27.8%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-１６］農学部 

 大学設置基準、学科目・専門領域、年齢等を踏まえ、学科ごとに学科目・専門領域等による教

員構成表（3-2-16-4）を作成し、これを編制方針として教員組織を整備している。また、授業科

目と担当教員の適合性は、各学科において主任及び教務委員を中心として判断している。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 24名であるが、26名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 19.2%、40～49 歳 23.1%、50～59歳 30.8%、60～69歳 26.9%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-１７］国際文化学部 

本学部の教員組織の編制方針である国際的な視野から教育研究を実践できフィールド指向的な

教育が可能な教員を配している（3-2-17-10 教員紹介 p.12,p.20,p.28）。 

本学部では、学部長、学科主任及び教務委員が協議の上授業科目と担当教員（非常勤教員を含

む）の適合性を判断している。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 34名であるが、36名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39 歳 8.3%、40～49 歳 27.8%、50～59 歳 44.4%、60～69 歳 19.4%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［２-１８］生物学部 

 生物学部の教員 1名当たりの学生数は 24.5名であり、6年制の医学部を除いた全学の平均値よ

りやや低い値で、本学では標準的な値と言える (3-2-18-3、6)。生物学科教員は、実験室での研

究を主とする者が７名、フィールド系が 3 名であり、生態系関連の科目を指導できる教員が不足

している。一方、海洋生物科学科では環境・生態科学系（物理・化学）２名、環境・生態科学系
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（生物）3 名、水産科学系 3 名とバランスの取れた教員配置となっている。しかし、臨海実験所

を事実上所管していることもあり、設置基準の教員８名では教育研究の運営上十分とは言えない。 

 授業科目と担当教員の適合性については、各教員の研究業績、担当授業経験などから学部長、

学科主任による執行部で最終的な確認をしている。 

 

・専任教員数：大学設置基準上、必要な専任教員数は 16名であるが、18名配置している。(C-31

大学基礎データ 新表 2) 

・年齢構成：30～39歳 11.1%、40～49 歳 22.2%、50～59歳 38.9%、60～69歳 27.8%となっている。

(C-32 大学基礎データ 表 21-2) 

 
［３-１］実務法学研究科 

大学として専門職大学院設置基準、学科目・専門領域、年齢等を踏まえ、学科・専攻・課程ご

とに教員構成表を作成、本研究科においては、この教員構成表を編制方針として教員組織を整備

している。そのため、大学基礎データ表 2(3-3-1-3)の通り、設置基準上定められた所定の教員数

を満たしている。 

授業科目と担当教員の適合性を判断する仕組みとしては、上記教員構成表における編制方針に

従い、採用時の審査と、採用後における教育研究業績評価に基づいて判断することとしている。

研究科担当教員の資格については採用時は勿論、採用後の昇格時には「東海大学教員資格審査基

準」に基づいて、当該担当科目の担当資格について資格審査委員会で厳正な審査を行ない、最終

的には教授会で判断決定することとしている。 

 
［３-２］総合理工学研究科 

本総合理工学研究科の目標は、ディプロマポリシー（学位授与基準）にあるように、「高度な研

究能力を備え、国際的な広い視野と見識を合わせ持った人間味豊かなリーダーとして活躍し得る

人材の育成」である。これを実現するために、既存の学問領域にこだわらず専門領域の垣根を越

えた教育・研究環境として一研究科一専攻とし、既存の学問領域にこだわらず専門領域の垣根を

越えた教育・研究環境を実現している(3-3-2-5､3-3-2-6 pp.23-29)。このため、専攻内に８つの

コースを設定し、それぞれのコースに博士課程研究指導教員、博士課程研究指導補助教員が配置

され、組織的な連携体制の下、幅広い学問領域と専門性を実現できている（3-3-2-6 pp.23-29）。

また、指導教員が論文審査における主査を担当せずに、組織として審査を行っている（3-3-2-7 

第５条）。このように、教育課程に相応しい教員組織を整備している。 
 

【総合理工学専攻 博士課程】 

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 12名、研究指導補助教員数は 3名であるが、研究

指導教員数は 97 名、研究指導補助教員数は 11名配置している。(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-３］地球環境科学研究科 

前項の大学全体としての基準に基づき研究科内に大学院教員資格審査基準内規（3-3-3-1）で研
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究指導教員は生涯 20編以上直近 5年間で 5編以上と定められ、研究指導教員再審査基準（3-3-3-2）

では、直近 3年で 3編以上と定め、教員組織を整備している。 

 

【地球環境科学専攻 博士課程】 

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 18 名、研究指導補助教員数は 4名配置している。(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-４］生物科学研究科 

大学院研究科の教員については、基本的に学部所属の教員の中から、「東海大学大学院教員資格

審査基準」(3-3-4-1)と「東海大学生物科学研究科大学院教員資格審査基準 内規」(3-3-4-2)に定

められた能力を有する教員を教授会で審査し大学院運営委員会に推薦し承認された後、指導資格

が与えられる。本研究科における担当教員数は生物資源科学コース 13名、生命科学コース 8名で

あり、また学外の連携大学院の研究指導補助教員 5 名を配置している(2016 年度東海大学大学院

要項（I）3-3-4-8 p.35)。なお、設置基準上必要教員数は、8名であり、省令で定める必要教員

数を上回っている(3-3-4-9)。 

本研究科における授業科目としては大学院要項（I）（3-3-4-8 pp.18-19）に示されるように共

同ゼミナールと専修ゼミナールがある。前者は総合理工学研究科と地球環境科学研究科との合同

ゼミナールで、それらは春と秋のセメスターに集中講義として開講され、学生が選択して受講し

ている。一方専修ゼミナールは研究指導教員により高度の専門性を養うために行われている。こ

れらのゼミナールに対する教員の適合性は「東海大学大学院教員資格審査基準」(3-3-4-1)と「東

海大学生物科学研究科大学院教員資格審査基準 内規」(3-3-4-2)を通して判断している。担当教

員の適正配置については、担当教員の候補者の研究内容を評価委員により精査したのち、研究科

教授会で審議し大学院運営委員長に推薦し、大学院運営委員会において「大学院資格審査資料」

（3-3-4-10）をもとに、適正配置と資格の適切性を確認している。以上のように教育課程に相応

しい教員組織を整備している。 

 

【生物科学専攻 博士課程】 

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 4 名であるが、研究

指導教員数は 20 名、研究指導補助教員数は 1名配置している。(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-５］文学研究科 

文学研究科の教員組織の構成は、「大学基礎データ 2016 新表２」（3-3-5-4）の通りであり、

研究指導教員数については、すべての専攻において、博士課程前期・後期ともに設置基準上の必

要専任教員数を満たすか上回っている。研究指導補助教員については、英文学専攻の博士課程後

期で、設置基準上の必要専任教員数が 1名不足している。2016年度中にこの不足を解消するべく

対処を行っている。 

 

 

Ⅱ-104



第３章 教員・教員組織 

 

 
105 

【文明研究専攻 博士課程前期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 2 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 9名、研究指導補助教員数は 4名配置している。 

【文明研究専攻 博士課程後期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 2 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 13 名、研究指導補助教員数は 5名配置している。 

【史学専攻 博士課程前期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 6名、研究指導補助教員数は 7名配置している。 

【史学専攻 博士課程後期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 6名、研究指導補助教員数は 7名配置している。 

【日本文学専攻 博士課程前期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 2 名であるが、研究

指導教員数は 6名、研究指導補助教員数は 5名配置している。 

【日本文学専攻 博士課程後期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 2 名であるが、研究

指導教員数は 4名、研究指導補助教員数は 2名配置している。 

【英文学専攻 博士課程前期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 2 名であるが、研究

指導教員数は 4名、研究指導補助教員数は 1名配置している。 

【英文学専攻 博士課程後期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 2 名であるが、研究

指導教員数は 3名、研究指導補助教員数は 1名配置している。 

【コミュニケーション学専攻 博士課程前期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 12 名、研究指導補助教員数は 1名配置している。 

【コミュニケーション学専攻 博士課程後期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 9名、研究指導補助教員数は 0名配置している。 

【観光学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 7名、研究指導補助教員数は 3名配置している。 

 (大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-６］政治学研究科 

政治学研究科の教員組織の構成は、「大学基礎データ 2016 新表２」（3-3-6-4）で確認される

ように、大学院設置基準に示された必要教員数を満たしている。また、年齢構成の点では、現状
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は 60 歳代４名、50 歳代５名、40 歳代３名であり、よりバランスのとれた構成となるよう留意し

つつ人事計画をすすめている。 

大学院全体の教員組織の編制方針は「東海大学大学院学則」（3-3-6-5 第 44条）が明示してお

り、その方針に従い、政治学研究科は、主に政治経済学部政治学科に所属する専任教員の中から、

また一部は教養学部国際学科に所属する専任教員の中から、「東海大学大学院教員資格審査基準」

（3-3-6-1）で規定された能力を有する教員を大学院担当教員として選抜して組織している。 

授業科目と担当教員の適合性については、研究科連絡会議で点検し、万一適合性に問題があれ

ば、研究科長の指示により、研究科連絡会議で改善策を立案し実施する。 

研究科担当教員の資格については、「東海大学大学院教員資格審査基準」（3-3-6-1）及び「大学

院研究指導教員資格再審査基準 全学共通の枠組み」（3-3-6-6）に則り、「東海大学大学院政治学

研究科教員資格審査内規」（3-3-6-2 第３条）で定められている政治学研究科教員資格審査委員

会において資格の確認を行っている。担当科目への配置の適切性については、「大学院資格審査資

料」（3-3-6-7）をもとに研究科教授会で確認を行っている。 

 

【政治学専攻 博士課程前期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 9名、研究指導補助教員数は 4名配置している。 

【政治学専攻 博士課程後期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 9名、研究指導補助教員数は 1名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-７］経済学研究科 

 経済学研究科では政治経済学部経済学科及び経営学科に所属する教員の中から、大学院教員資

格審査基準（3-3-7-1）などに沿って大学院担当教員を選抜している。このため、経済・経営両学

科の教員構成に影響を受けやすくなっている。 

現時点で外部からの非常勤講師などによる担当科目は無く、両学科の教員が授業科目を担当し

ており、設置科目と担当教員の適合性については、研究科長、主任、教務委員により判断してい

る。 

 2016 年度における教員数は 15 名であり、その内、特任教授が 4 名、他研究科との兼任が 1 名

となっている。これらのことから、教員定数は充足している（3-3-7-3）。年齢構成は 30歳台、40

歳台、50歳台、60歳台の各年代から成っており、大きな偏りはない。 
 
【応用経済学専攻 博士課程前期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 5 名、研究指導補助教員数は 4 名であるが、研究

指導教員数は 8名、研究指導補助教員数は 6名配置している。 

【応用経済学専攻 博士課程後期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 5 名、研究指導補助教員数は 4 名であるが、研究
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指導教員数は 5名、研究指導補助教員数は 4名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 

［３-８］法学研究科 

法学研究科では、以下のようにして教育課程に相応しい教員組織を整備している。まず、上述

のように、研究科として独自の専任教員の採用はなく、学部所属教員の中から基準をみたす者に

指導資格を与えることで教員組織を構成しているが、現状、すべて専任教員から教員組織は構成

されている（3-3-8-6  pp.65-68）。その構成は大学基礎データ表２に示され（3-3-8-7）、その詳

細は大学院要項（Ⅱ）（3-3-8-6  pp.65-68）に示されているとおりであるが、研究指導教員、研

究指導補助教員いずれについても大学院設置基準の定める必要教員数を確保している(なお、研究

指導補助教員数は、必要教員数に満たないが、研究指導教員が必要教員数を上回っているため研

究指導補助教員とみなしてカウントしている)。 

いかなる講義等の担当をするかについては、最終的に研究科長の責任で決定する。現在、民法

を専門とする研究指導教員や税法を専門とする研究指導教員が欠けていること、また教員の異動

にともない知的財産権法など社会法分野においての教員が欠けるなど（3-3-8-6 pp.65-68）幅広

い科目の維持に関して課題が生じているが、教育課程に相応しい教員組織はおおむね整備されて

いる。 

 

【法律学専攻 博士課程前期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 5 名、研究指導補助教員数は 5 名であるが、研究

指導教員数は 10 名、研究指導補助教員数は 4名配置している。 

【法律学専攻 博士課程後期】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 5 名、研究指導補助教員数は 5 名であるが、研究

指導教員数は 9名、研究指導補助教員数は 3名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 

［３-９］人間環境学研究科 

前項の人材育成の目的を達成するために必要な科目を設置し、それぞれの科目を担当するに相

応しい教員組織を整備している（3-3-9-8 pp.72-73）。 

授業科目と担当教員の適合性については、研究科に教務委員を設け、授業科目と担当教員の適

合性を判断している。配置科目の担当教員は、学部に所属の教員のうち、博士の学位を有してお

り研究上の業績を有する教員及び専攻分野について特に優れた知識及び経験を有する教員の中か

ら、研究科教授会及び大学院運営委員会での審議を経て、当該科目を担当するのに相応しい教員

を配置している。また、学部内の教員では担当が困難であると考えられる科目の担当教員につい

ては、学内のセンターや学外で当該科目を担当するに相応しい教員を上記の審議を経て配置して

いる。それらの教員は、前項の「東海大学大学院資格審査基準」（3-3-9-2）、「東海大学大学院研

究指導教員資格再審査規程」（3-3-9-3）、「人間環境学研究科大学院教員資格審査基準内規」

（3-3-9-4）、「人間環境学研究科教員資格審査基準」（3-3-9-5）、「人間環境学研究科研究指導教員
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資格再審査規程」（3-3-9-6）及び「人間環境学研究科研究指導補助教員資格再審査基準内規」

（3-3-9-7）に従って研究科の授業担当資格を満たすものである。 

 
【人間環境学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 10 名、研究指導補助教員数は 6名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-１０］芸術学研究科 

芸術学研究科における教員構成は、「大学基礎データ 2016新表2」（3-3-10-5）に示すとおり

であり、研究指導教員は音響芸術専攻に6名（内教授数4名）、造型芸術専攻に７名（内教授数７名）

となっている。また、研究指導補助教員も、それぞれ１名及び３名を擁しており、修士学生の研

究内容を網羅できる組織になっている。 

また研究指導教員の指導資格に関しては、3年に一度「東海大学大学院教員資格再審査基準」

（3-3-10-6）に基づく再審査が行われている。芸術学研究科では「芸術学研究科指導教員資格再

審査基準」（3-3-10-7）に則り、研究科長と研究科評価委員会委員で構成される「芸術学研究科

研究指導教員再審査委員会」（3-3-10-8）がその任を担っている。  

「東海大学大学院教員資格審査基準」（3-3-10-2）に示された基準を満たす教員が授業を担当し、

担当授業科目についても「大学院資格審査資料」（3-3-10-9）に記載したものが大学院運営委員会

で配布され、審議を経て承認されている。このことは、非常勤教員についても同様であり、授業

科目と担当教員の適合性を担保する仕組みとなっている。 

 
【音響芸術専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 1 名であるが、研究

指導教員数は 6名、研究指導補助教員数は 1名配置している。 

【造型芸術専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 2 名であるが、研究

指導教員数は 7名、研究指導補助教員数は 3名配置している。 

 (大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-１１］体育学研究科 

 体育学研究科では、教員構成表は独自に作成していない。体育学部においては、学設置基準、

学科目・専門領域、年齢等を踏まえ、体育学部教員一覧（3-3-11-4）、体育学部教員構成表（3-3-11-5）

を作成しており、この教員構成表を、大学院の編制方針の参考資料として教員組織を整備してい

る。 

 大学基礎データ表 2 の通り、設置基準上定められた所定の教員数は研究指導教員 4 名（内教授

3 名）、研究指導補助教員 4 名のところ、研究指導教員 17 名（内教授 13 名）、研究指導補助教員

11名であり、基準を満たしている（3-3-11-6）。 
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 授業科目と担当教員 （非常勤教員を含む）の適合性は、教務委員会を設け、授業科目と担当教

員の適合性を判断している。また、大学設置基準にあるように、コアとなる科目は専任教員が担

当し、補う意味で非常勤教員を活用している。 

また担当教員については 、「東海大学大学院教員資格審査基準」（3-3-11-7）、「東海大学大学院

研究 指導教員資格再審査規程」（3-3-11-8）等で研究科担当教員に求められる資格を明確化して

いる 。非常勤講師についても、これに準じた資格が要求されている。担当科目への適合性につい

ては、 研究科教授会及び大学院運営委員会において「大学院教員資格審査資料」を配し、適正配

置と資格の適切性を確認している（3-3-11-9）。 

 

【体育学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 4 名であるが、研究

指導教員数は 17 名、研究指導補助教員数は 11名配置している。 (大学基礎データ 新表 2) 

 

［３-１２］理学研究科 

 理学研究科は専門に対応できる基礎力と応用力をもって総合的な判断力をもつ人材を養成する

ことを目的としている。数理科学専攻、物理学専攻、化学専攻の３つの専攻が置かれ、いずれの

専攻も、「技術」よりは「基礎理論」に重点を置いている。修士課程研究指導補助教員以上の教員

数は、数理科学専攻が 25名（女性 3名）、物理学専攻が 15名（女性 2名）、化学専攻が 12名（女

性 1名）である（3-3-12-4、3-3-12-5 pp.92-93,p.96,p.99）。研究科の全教員は、大学院設置基

準第 3章が規定している条件を満たしている。 

 授業科目と担当教員の適合性については、大学研究指導教員資格審査（3-3-12-6）及び、大学

院研究指導教員資格再審査（3-3-12-7）時に、確認している。 
 

【数理科学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 16 名、研究指導補助教員数は 9名配置している。 

【物理学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 15 名、研究指導補助教員数は 0名配置している。 

【化学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 8名、研究指導補助教員数は 4名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-１３］工学研究科 

 本研究科に所属する専任教員は 159 名で、大学院設置基準上の必要専任教員数（49名）を大き

く上回っており、教員１人当たりの学生数は 1.39人であるため、大学院教育に適切な人数である。

(3-3-13-8、9) 
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授業科目と担当授業（非常勤を含む）の適合性は、各専攻に教務委員を設け、授業科目と担当

教員の適合性を判断している。 

工学研究科独自の内規として、「東海大学大学院工学研究科大学教員資格審査基準 内規」

(3-3-13-3)、「東海大学大学院工学研究科指導教員資格再審査における研究業績基準ならびに奨励

措置審査基準」(3-3-13-4)、「大学院工学研究科研究指導補助教員資格再審査における業績基準」

(3-3-13-5)を設けて資格の明確化を図っている。資格を満足しなかった教員には、専攻主任及び

研究科長が３年間にわたり本人の研究業績の経過観察を行い、資格復帰のための体制がとられて

いる。また、内規の内容についても常に主任教務委員会や教授会にて検証を行い、実情に合った

適切な内容になるよう見直しを図っている。(3-3-13-5) 非常勤講師についても、これに準じた資

格が要求されている。担当科目への適合性については、工学研究科教授会及び大学院運営委員会

において、「大学院教員資格審査資料」(3-3-13-10)を配し、適正配置と資格の適切性を確認して

いる。 
 
【電気電子工学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 8 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 34 名、研究指導補助教員数は 13名配置している。 

【応用理化学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 7 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 33 名、研究指導補助教員数は 4名配置している。 

【建築土木工学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 22 名、研究指導補助教員数は 2名配置している。 

【機械工学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 11名、研究指導補助教員数は 3名であるが、研究

指導教員数は 32 名、研究指導補助教員数は 7名配置している。 

 

【医用生体工学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4名、研究指導補助教員数は 3名である 

が、研究指導教員数は 9名、研究指導補助教員数は 3名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 

［３-１４］情報通信学研究科 

本研究科の教員については、基本的に学部所属の教員の中から、上記に記載した「東海大学大

学院教員資格審査基準」(3-3-14-1 別表)及び「東海大学大学院情報通信学研究科教員資格審査

基準内規」(3-3-14-2)に定められた能力を有すると認められた教員からなる組織で構成されてい

る。 

授業科目と担当教員（非常勤教員を含む）の適合性は、本研究科研究科長、専攻主任、教務委

員により授業科目と担当教員の適合性を判断し、研究科教授会及び大学院運営委員会の承認を得
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ている。また、大学設置基準にあるように、コアとなる科目は専任教員が担当し、補う意味で非

常勤教員を活用している（3-3-14-5）。 

研究科担当教員については、「東海大学大学院教員資格審査基準」（3-3-14-1）、「東海大学大学

院研究指導教員資格再審査規程 全学共通の枠組み」（3-3-14-6）及び「東海大学大学院情報通信

学研究科教員資格審査基準内規」(3-3-14-2)、「情報通信学研究科研究指導教員資格再審査基準」

(3-3-14-7)、「情報通信学研究科研究指導教員資格再審査基準内規ならびに奨励措置審査基準内規」

(3-3-14-8)で研究科担当教員に求められる資格を明確化している。非常勤講師についても、これ

に準じた資格が要求されている。担当科目への適合性については、研究科教授会及び大学院運営

委員会において「大学院教員資格審査資料」（3-3-14-9）を配布し、適正配置と資格の適切性を確

認している。 

 
【情報通信学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 5 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 21 名、研究指導補助教員数は 8名配置している。(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-１５］海洋学研究科 

2015年度改組に合わせて教員組織を見直し、海洋学研究科の特徴である幅広い分野を総合的に

把握できる教員組織を構成している。設置基準上の教員定数は 7名であるが、研究指導教員 37名、

研究指導補助教員 13 名、合計 50 名を配置している。研究教育分野は海洋人間圏分野、海洋生命

圏分野、海洋地球圏分野の3分野に分かれるが、それぞれ、9名、18名、23名となっている。（3-3-15-5、

6 pp.135-136） 

 

【海洋学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 41 名、研究指導補助教員数は 13名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 

［３-１６］医学研究科 

医学研究科の教員については、基本的に医学部所属の教員の中から、「東海大学大学院教員資格

審査基準」(3-3-16-3)に定められた能力を有する教員を審査し指導資格を与え、医学研究科の教

育課程に相応しい教員組織を整備している。教員については、「東海大学大学院教員資格審査基準」

「東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程」（3-3-16-4)等で担当教員に求められる資格を明

確化している。 非常勤講師についても、これに準じた資格が要求されている。医学研究科教員の

構成は大学基礎データ新表２（3-3-16-5）の通りである。医学研究科の教育目標を具現化するた

めに、教員組織編制を実施している。担当科目への適合性については、 医学研究科大学院教育委

員会・教授会及び大学院運営委員会において「大学院資格審査資料」を配し、適正配置と資格の

適切性を確認している。 

また、大学院研究指導教員資格再審査を３年に一度受けており、教育と研究に関する研究指導
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教員の資質の維持向上が図られている。 
 
【先端医科学専攻 博士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 30 名、研究指導補助教員数は 30 名であるが、研

究指導教員数は 98名、研究指導補助教員数は 40名配置している。 

【医科学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 6 名、研究指導補助教員数は 6 名であるが、研究

指導教員数は 130 名、研究指導補助教員数は 11名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 

［３-１７］健康科学研究科 

 健康科学研究科には看護学専攻と保健福祉学専攻の 2 専攻があり、看護学専攻では研究指導教

員 9名、研究指導補助教員 20名、保健福祉学専攻では、研究指導教員 9名、研究指導補助教員 6

名が大学院生の教育・研究の指導に当たっている（3-3-17-5）。また、両専攻とも、多様化する保

健医療福祉の社会的ニーズと、それに対応する学生の多様な研究的ニーズに応じるために、多彩

な教育陣容を整備している（3-3-17-6 pp.178-193）。 

 本研究科教員に求められる資格については、「大学院研究指導教員資格審査内規（健康科学研究

科）」（3-3-17-7）、でその詳細を定めている。 

授業科目と担当教員の適合性に関しては、時間割作成時に教務委員会で検討し、各専攻会議で

審議・承認をうけた後、大学院教授会で審議・承認している。 

 
【看護学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 6 名、研究指導補助教員数は 6 名であるが、研究

指導教員数は 9名、研究指導補助教員数は 20名配置している。 

【保健福祉学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 3 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 9名、研究指導補助教員数は 6名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 

［３-１８］産業工学研究科 

 本研究科は３専攻を設置しており、３専攻ごとの教員構成は次の通りである。生産工学専攻は、

機械工学、電気電子工学系の教員で研究指導教員５名。情報工学専攻は、情報工学系の教員で、

研究指導教員 10 名、研究指導補助教員２名の合計 12 名。社会開発工学専攻は、建築学、土木工

学系の教員で、研究指導教員３名、研究指導補助教員２名の合計５名の教員が所属している

（（3-3-18-4）。 

設置基準上必要な専任教員の充足状況については、情報工学専攻は教員定数を満たしているも

のの、生産工学専攻では、研究指導補助教員２名、社会開発工学専攻では、研究指導教員１名、

研究指導補助教員１名が未充足の状態である。 
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 本研究科は、2016 年度秋学期及び 2017 年度春学期入学試験から募集停止のため、2017 年度の

入学者はいなくなり、2017 年度に 2年次である情報工学専攻の学生が修了した後、廃止の手続き

を取る予定である。 

2016年度における在籍者は、生産工学専攻に 1名（2年次生）、情報工学専攻に 1名（1年次生）、

社会開発工学専攻に 0名であるため、2016年度は生産工学専攻と社会開発工学専攻で、2017年度

には情報工学専攻でも、座学の授業が発生しない。そのため、両専攻の教員の補充を行う必要が

なくなるので、補充の予定はない。 

 

【生産工学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 5名、研究指導補助教員数は 0名配置している。 

【情報工学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 10 名、研究指導補助教員数は 2名配置している。 

【社会開発工学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 3 名であるが、研究

指導教員数は 3名、研究指導補助教員数は 2名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 
［３-１９］農学研究科 

農学研究科では、大学院教員資格審査基準（3-3-19-2）に基づいて次のような基準に従って厳

正に審査を実施し、適正な教員組織を構築している。研究指導教員については、博士の学位を有

し、研究業績は直近の５年間における学会誌掲載学術論文が３件以上であり、かつ、全ての学会

誌掲載学術論文又はこれに準ずる学術論文が 15件以上であること。研究指導補助教員については、

40歳以上の教員の場合は、博士の学位を有し、研究業績は直近の５年間における学会誌掲載学術

論文が３件以上であり、かつ、全ての学会誌掲載学術論文又はこれに準ずる学術論文が 12件以上

であること。40歳未満の教員の場合は、博士の学位を有し、研究業績は直近の５年間における学

会誌掲載学術論文が３件以上であり、かつ、全ての学会誌掲載学術論文又はこれに準ずる学術論

文が９件以上であること。また、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農

業研究センターと連携し、生物生産に密着した研究指導や演習指導が可能な客員教員組織を構築

している（3-3-19-5 pp.207-209、3-3-19-6 pp.44-45）。なお、客員教員に関しては毎年資格審

査を行うため、再審査は実施していない。  

授業科目と担当教員（非常勤を含む）の適合性は、専攻主任と教務委員が判断している。また、

コアになる科目は専任教員が担当し、補う意味で非常勤教員を活用している。 

研究科担当教員については、大学院教員資格審査基準（3-3-19-2）及び東海大学大学院研究指

導教員資格再審査規程（3-3-19-7）等で求められる資格を明確化している。教員組織は、理念に

基づいて大学院担当資格基準を設け、基準に適合する教員で構成し、2016年度の生物資源科学コ

ースは研究指導教員 12 名、研究指導補助教員３名の合計 15 名及び生命科学コースは研究指導教
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員９名の教員を配置している（3-3-19-3、3-3-19-5 pp.207-209）。 

【農学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 4 名、研究指導補助教員数は 2 名であるが、研究

指導教員数は 21 名、研究指導補助教員数は 3名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 

［３-２０］国際地域学研究科 

本研究科の研究指導教員も常に 5名以上(2016年度は 5名)を在籍しているよう体制を整備して

きた。 授業科目と担当教員の適合性は、各学科に教務委員を設け、授業科目と担当教員の適合性

を判断している。また、大学設置基準にあるように、コアとなる科目は専任教員が担当し、補う

意味で非常勤教員を活用してきたことも以前はあったがここ数年来、本研究科は非常勤講師に依

存せず、すべて学内専任教員のみでカリキュラムを運営している(3-3-20-3)。本研究科は、2016

年度には 3 年ごとに実施している教員資格再審査の年次となっており、実施することにしている

(3-3-20-4～5)。 
【国際地域学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 0 名、研究指導補助教員数は 0 名であるが、研究

指導教員数は 5名、研究指導補助教員数は 7名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 

 

［３-２１］理工学研究科 

理工学研究科は生物学部所属の教員の中から、「東海大学大学院教員資格審査基準」(3-3-21-3 

別表)に定められた能力を有する教員を審査し指導資格を与え、選出された教員からなる組織で構

成されている。そのため、本研究科においても、大学基礎データ表２(3-3-21-11)の通り、設置基

準上定められた所定の教員数を満たしている。環境科学系と生物科学系において研究指導教員を

それぞれ４人、研究指導補助教員をそれぞれ２人と１人配し(3-3-21-12)、本研究科の教育目標に

対応している。しかしこれら教員の年齢は生物学部の年齢構成を反映し、ほとんどが50歳代であ

る。 

授業科目と担当教員（非常勤教員を含む）の適合性は、教務委員を設け、授業科目と担当教員

の適合性を判断している。また、大学設置基準にあるように、コアとなる科目は専任教員が担当

し、補う意味で非常勤教員を活用している（大学院要項Ⅱ(3-3-21-12) pp.232-234）。 

理工学研究科教員は全て生物学部教員と兼務しているため、研究科単位での募集・採用・昇格は

行っていない。そのためこの項目に関する研究科単位の自己点検・評価報告書は作成しない。 

 

【環境生物科学専攻 修士課程】  

大学院設置基準上、必要な研究指導教員数は 0 名、研究指導補助教員数は 0 名であるが、研究

指導教員数は 8名、研究指導補助教員数は 4名配置している。 

(大学基礎データ 新表 2 C-31) 
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（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。 

［１］大学全体 

教員の採用においては、採用及び昇格を諮る規程として、「学校法人東海大学教職員任用規程」

（C-37）、「東海大学教員資格審査委員会規程」（C-38）、「東海大学教員資格審査基準」（C-4）等が

ある。募集・採用については、学長の指示の下で各学部・学科の「学科目・専門領域等による教

員構成表」(C-9)及び人事計画に従い、各学部等で規程を基に教員の審査を行った後、学長による

最終審査を経て、理事長の承認を得ている。資格審査については「東海大学教員資格審査基準」

（C-4）にその詳細が定められており、各学部において学系列の特性に合わせた審査内規に従い協

議した後、学長を委員長とする全学レベルの教員資格審査委員会(C-38)にて審査する。審査結果

については、理事長の承認を得て最終決定される。 

また、本学では、教職員定年制度により、教授は 65歳、教授以外の教員は 62歳を定年として、

年齢の構成が偏ることを防いでいる。（C-39） 

 採用審査においては、履歴書(「研究・教育業績」及び「職務上の実績」)のほか、「本学の教育・

研究活動に対する貢献についてのアンケート」（C-40）を提出していただき、高等教育機関での教

育研究歴及び業績、学会及び社会における活動等を勘案し審査している。 

 教員資格審査においては、直近の５年間、現資格就任期間及び過去全部の３期間における教育

研究業績の数から実績を考慮している。また、課外活動の部長教員歴、学部レベルでの各委員歴、

研究助成金取得歴等も審査材料の 1つになっている。 

 本学では、研究科（修士・博士課程）に本務所属する教員はいない（実務法学研究科は除く）

ため、研究科（修士・博士課程）単位での募集・採用・昇格は行っていない（実務法学研究科以

外の研究科所属教員は全て兼務所属）。そのため、特記事項がある研究科以外は、この項目に関す

る研究科単位の自己点検・評価報告書は作成しない。 

 法科大学院は、専門職大学院設置基準に準拠した教員を確保している (C-31)。2015 年度に募

集停止をしており（C-41）、教員の募集・採用はしていないが、「東海大学教員資格審査基準」（C-4）

に基づき、2016 年度教員審査を実施し 1名が昇格となった。 

以下、学部・研究科単位で現状について記述するが、学部、研究科の現状の活動が、全体報告

書で記述されている場合は、重複を避けるために個別では記述しない。 

 

［２-１］文学部 

文学部では「東海大学文学部人事委員会内規」（3-2-1-8）、「文学部新規採用人事手続きに関す

る内規」（3-2-1-1）、「文学部昇格人事に関する内規」（3-2-1-2）を定め、明確かつ適正な基準・

手続きの下で教員の募集、採用、昇格候補者の決定を行ってきた。 

昇格審査に当たっては人事委員会内に１次部会・２次部会からなる２段階の審議体制をとり、

それぞれ学位、研究者としての業績、学会での活躍、教育者としての経験と適性などを「文学部

における総合的業績評価に関する内規」（3-2-1-9）に基づく総合的業績評価の評価結果や教員構

成表(3-2-1-3)を用いて確認したうえで、文学部人事委員会において昇格人事案の決定を行い、大

学運営本部・学長に提出している。 
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［２-２］政治経済学部 

 教員の募集・採用については公募を原則とし、各学科における学問領域のバランス、年齢構成、

教育及び研究能力などを総合的に検討し、適切に実施している。具体的には、学部長及び各学科

主任により各学科の「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-2-6）にもとづいて人事計画

を立て、公募により選考し、その結果について学長及び理事長の承認を得る。 

 教員の昇格については、学部長、各学科主任の協議により、「東海大学教員資格審査基準」

（3-2-2-2）、「政治経済学部教員昇格基準」（3-2-2-3）の基準に合致していることを確認すると同

時に、総合的業績評価の内容について学部の内規（3-2-2-9）にもとづいて精査していた上で候補

者を選定し、厳格に実施している。 

 
［２-３］法学部 

法学部においては、上記(1)のとおり教員人事計画を作成し、学部長以下６名の教員から成る法

学部人事計画委員会（「人事に関する内規」3-2-3-3）及び教授会の議を経て、教員の募集、採用

候補者の審査・選考を行っている――選考に際してはさらに関係分野の教授を主査とする５名の

審査委員会を設け論文の査読を含む書類審査及び面接による二次審査を行っている。また、昇格

についても同様の仕組みにより適任者につき昇格の推薦を行っており、特に業績の評価に関して、

単に論文の本数によるのではなく、審査委員会のメンバーが論文を査読して昇格推薦の適否を学

部長に答申することにしている。このように厳正な手続きを経ることにより、教員の募集・採用・

昇格は適切に行われている。 

 
［２-４］教養学部 

「学校法人東海大学教職員任用規程」（3-2-4-6）、「東海大学教員資格審査委員会規程」（3-2-4-7）、

「東海大学教員資格審査基準」（3-2-4-3）「教養学部教員資格審査基準」（3-2-4-2）等の規程の下

に適切に行われている。 

 教員の募集・任用に関しては、上記（１）（２）の内容を反映した人事計画に基づき、学科・課

程の募集案が作成され学部長に提出される。学部長は、主任・副主任との協議を通し人材募集の

可否を判断し、可とする場合「採用願」を提出し、学長、理事長の承認を得る手順としている。 

 昇格についても「東海大学教員資格審査基準」（3-2-4-3）及び「教養学部教員資格審査基準」

（3-2-4-2）に従い、「東海大学総合的業績評価制度」（3-2-4-8）による評価ポイントが必要とさ

れるポイントを満たした者について、学長を委員長とする「教員資格審査委員会」（3-2-4-9）に

諮り、可否の判断を行っている。なお、教員採用、昇格のいずれについても、上申前に学部評価

委員会での厳正な業績評価と主任教授会での審議を経て上申されている。 

 
［２-５］体育学部 

体育学部は、「学校法人東海大学教職員任用規程」（3-2-5-7）「東海大学教員資格審査委員会規

程」（3-2-5-8）に則り、教員の募集・採用・昇格を行っている。募集・採用については、学長の

指示の下、本学部・学科の教員構成表（3-2-5-4）及び人事計画（3-2-5-5）に従い、大学の規程

を基に、採用については体育学部主任・副主任会（3-5-2-9）にて審査され、昇格（本学では教員
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資格審査と称している）は人事委員会（3-5-2-10）で審査し、この結果について学長、理事長の

承認を得ている。 

本学部の昇格審査については、「東海大学教員資格審査基準」（3-2-5-2）に基づき、直近 5 年間、

現資格就任期間及び過去全ての研究、教育、学内外の活動における教育研究業績数から実績を考

慮している。また、部長教員歴、学部レベルでの各委員歴、研究助成金取得歴等も審査材料とな

っている。 

 

［２-６］理学部 

 教員の募集・採用・昇格は「理学部教員資格審査基準」（3-2-6-2）に則り、各学科で審議した

後、学部長の承認を得てから、大学執行部に提案するという手順で適切に行われている。 

 
［２-７］情報理工学部 

 学部内で毎年学科ごとに作成されている教員構成表に基づいて立案された人事計画にしたがっ

て実施されている。採用・昇格については、「学校法人東海大学教職員任用規程」（3-2-7-1 第６

条）のもとで、「東海大学教員資格審査基準」（3-2-7-2）及び「東海大学情報理工学部教員資格審

査基準内規」（3-2-7-3）にしたがって明確かつ適切な手続きで実施してきた。具体的には、学科

主任が人事計画の素案を立案後、学部長がその内容を確認して人事計画（案）としてまとめ、大

学運営本部の人事委員会で承認という手続きをとっている。 

 
［２-８］工学部 

教員の採用・昇格を諮る規定として、「学校法人東海大学教職員任用規程」(3-2-8-6)、「東海大

学教員資格審査委員会規程」(3-2-8-7)、「東海大学教員資格審査基準」(3-2-8-2)等がある。また、

工学部においては「東海大学工学部教員審査内規」(3-2-8-8)を定めている。募集・任用について

は、学長の指示の下で学部・学科専攻の教員構成表及び人事計画に従い学部・学科専攻内の人事

委員会で選考、これら規程を基に教員の審査を行った後、審査結果について学長、理事長の承認

を得ている。 

一方、教員資格審査については「東海大学教員資格審査基準」に定められており、被昇格者の

キャリアが着実に積まれているか、直近の５年間はもとより現資格就任期間及び過去全ての合計

期間における教育研究業績の数から実績を考慮している。また、部長教員歴や学内活動（学部レ

ベルでの各委員歴）、研究助成金取得歴等も審査材料の一つになっている。さらに工学部の系列特

性にあわせて上記審査内規(3-2-8-8)に従い協議した後、学長を委員長とする教員資格審査委員会

にて審査した後、審査結果について理事長の承認を得ている。 

採用審査においては、提出された履歴書に基づき、高等教育機関での教育研究歴及び業績、学

会及び社会活動等を勘案して審査している。また、履歴書と併せて「教育・研究上の業績」及び

「職務上の実績」、さらに「本学の教育・研究活動に対する抱負」の提出を求めている。 

 
［２-９］観光学部 

前述した通り、実務系教員の維持を前提に、2015年度採用人事で若手の博士学位保持者（研究
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者教員）を採用することを決定し、2015年度末に退職した実務系教授の後任（特任講師）とした

ところである。2021年度以降は、実務経験も有する教育熱心な若手の研究者教員を増強していく

ことが肝要と考えており、大学院教育も視野に入れながら実務にも長けた研究者教員の増加を図

っている所である。採用候補者は、学部（3-2-9-2、3）のみならず、「東海大学教員資格審査基準」

（3-2-9-1）に基づき大学・法人で厳格な審査を行って採用の可否を定めており、適切に行われて

いる。 

 教員の昇格については、「東海大学教員資格審査基準」を基に、「観光学部教員資格審査内規」

（3-2-9-2、3）を定め、研究、教育、学内外・社会貢献について厳正な基準を設けて、昇格候補

者を「観光学部教授会規則」にしたがって審査・推薦し、大学全体で行われる教員資格審査委員

会で決定しており、この点でも適切に実行されている。 
 
［２-１０］情報通信学部 

教員の採用、昇格に関する規程として、「学校法人東海大学教職員任用規程」（3-2-10-14）、

「東海大学教員資格審査委員会規程」（3-2-10-15）、「東海大学教員資格審査基準」（3-2-10-2）

等がある。募集・採用については、学長の指示を受けた学部長の下で各学科の「学科目・専門領

域等による教員構成表」(3-2-10-4)及び人事計画に従い、本学部の人事委員会で選考、これら規

程を基に教員の審査を行った後、審査結果について学長、理事長の承認を得ている。資格審査に

ついては「東海大学教員資格審査基準」（3-2-10-2）にその詳細が定められており、その基準の

もと定めた「東海大学情報通信学部教員資格審査基準内規」(3-2-10-3)に従い協議した結果を、

学長を委員長とする全学レベルの教員資格審査委員会(3-2-10-15)に提出し、そこで審査した後、

審査結果について理事長の承認を得ている。なお、教員の募集・採用・昇格の過程においては「学

科目・専門領域等による教員構成表」(3-2-10-4)に基づき、特定の範囲の年齢に著しく偏らない

ように配慮している (3-2-10-16) 。 

採用審査においては、本学部人事委員会により、提出された履歴書に基づき、高等教育機関で

の教育研究歴及び業績、学会及び社会における活動等を勘案し審査している。また、履歴書と併

せて「教育上の業績」及び「職務上の実績」の提出を求めるとともに、面接において模擬授業を

行ってもらい適正判断の材料にしている。 

教員資格審査においては、直近の５年間及び過去全部の 2 期間における教育研究業績の数から

実績を考慮している。 

 
［２-１１］海洋学部 

 学校法人東海大学教職員任用規程（3-2-11-12）及び同規定細則、東海大学教員資格審査基準

（3-2-11-2）、東海大学教員資格審査委員会規程（3-2-11-13）に基づき、募集・採用・昇格の教

員に関わる人事は適切におこなわれている。募集・採用については、学長の指示の下で各学部・

学科の「学科目・専門領域等による教員構成表」(3-2-1-11-10)及び人事計画に従い、海洋学部で

「海洋学部教員資格審査基準（内規）」(3-2-11-3)を基に教員の審査を行った後、学長による審査

を経て、理事長の承認を得ている。 
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［２-１２］医学部 

医学部教員の募集・採用・昇格については、「医学部教員採用･昇格候補者選考細則」（3-2-12-2）、

「医学部教授候補者選考に関する内規」（3-2-12-6）、「臨床教授候補者選考内規」（3-2-12-7）、「医

学部教授候補者選考委員会内規」（3-2-12-8）、「医学部准教授・講師・助教採用及び昇格候補者選

考に関する内規」（3-2-12-9）等、医学部内の規程を定めて実施している。全ての人事については

医学部教員人事委員会における審議している（3-2-12-4）。 

 
［２-１３］健康科学部 

「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-13-4）及び学部・学科運営計画にもとづき、教

員組織の陣容と経年変化を見通したうえで、人事計画を立て、上申している。採用にあたっては、

公募を原則とし、両学科ごとに人事推薦委員会を組織し、各学科の採用選考基準（3-2-13-1、

3-2-13-2）に照らして公平かつ厳正な選考に努めている。選考結果は、学長に上申し、審査を受

けている。昇格においては、各学科の昇格選考基準（3-2-13-1、3-2-13-2）に則り、各学科の人

事選考委員会において公平かつ厳正に適否を検討し、結果を教員資格審査委員会（3-2-13-10）へ

提出している。 

 
［２-１４］経営学部 

学校法人東海大学規程（教職員任用規程、教職員任用規程細則、教員資格審査基準、教員資格

審査委員会規程など）（3-2-14-5、3-2-14-6、3-2-14-7、3-2-14-8）を明文化し、その基準に基づ

き適切に手続きを行っている。 

経営学部では、教員を公募（研究人材ポータル JREC-IN Portal（3-2-14-9）及び大学オフィ

シャルサイト）で採用するにあたり、研究業績に加え、ジェネリックスキル測定としての PROGテ

ストの実施、模擬授業、面接審査等を行うなどして、教育・研究能力及び教育意欲等を適正に判

断できるよう配慮している。本学部が設置されている九州キャンパスでは、複数学部・研究科・

研究所を統括するために、キャンパス長がおかれている。そのため、九州キャンパスにおける教

員の募集・採用・昇格は、キャンパス長、学部長、学科主任等の三者が書類選考、面接審査の審

査官となって実施している。（3-2-14-1） 

昇格については、「教員資格審査基準」（3-2-14-7）及び「経営学部教員資格審査基準」（3-2-14-1）

に基づき、勤務年数、総合的業績評価(研究業績、教育業績、学内・学外活動)（3-2-14-10）を参

考にしながら、様々な視点から、昇格の適切性の確保に努めている。キャンパス長、学部長、学

科主任等の三者が昇格の審査を行っている。 

 
［２-１５］基盤工学部 

 募集は人材データベースへの登録（3-2-15-7）、関係学会のホームページへの掲載等（3-2-15-8）

による公募であり、適切に行われている。 

 採用は、応募者の中から１）書類選考 ２）書類選考を通過した複数名の候補者による研究内

容・教育方法論のプレゼンテーション及び質疑応答により、学部から採用候補者を学長へ推薦し、

東海大学学長のもとで最終審査を経て決定されるため、適切に行われている。また、教員定年制
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度により、教授は 65歳、教授以外の教員は 62もしくは 60歳を定年として、年齢の構成が偏るこ

とを防いでいる。（3-2-15-9） 

 昇格手続きは、東海大学総合的業績評価（3-2-15-10）による教育・研究・学内外活動の３分野

の業績を総合的に評価して決定している。総合的業績評価は学部間で評価に差が出ないように大

学評価委員会で審査しており、公平性が維持されている。 

 
［２-１６］農学部 

 教員の採用及び昇格を諮る規程として、「学校法人東海大学教職員任用規程（3-2-16-6）」「東海

大学教員資格審査委員会規程（3-2-16-7）」「東海大学教員資格審査基準（3-2-16-1）」等がある。 

募集・採用については、これら規程に従い、学長の指示の下で教員構成表及び人事計画に沿っ

て教員審査を行った後、審査結果について学長及び理事長の承認を得ている。採用審査において

は、提出された履歴書に基づき、高等教育機関での教育研究歴及び業績、学会及び社会における

活動等を勘案し審査している。 

昇格（本学では教員資格審査と称している）については、「東海大学教員資格審査基準（3-2-16-1）」

及び学系列の特性に合わせた審査内規に従って協議した後、学長を委員長とする教員資格審査委

員会にて審査した後、審査結果について理事長の承認を得ている。昇格審査においては、直近の

５年間、現資格就任期間及び過去全ての３期間における教育研究業績を考慮している。また、部

長教員歴、学部レベルでの各委員歴、研究助成金取得歴等も審査対象の一つになっている。 

 
［２-１７］国際文化学部 
教員の採用、昇格を諮る規程として、「学校法人東海大学教職員任用規程」（3-2-17-11）、「東

海大学教員資格審査委員会規程」（3-2-17-12）、「東海大学教員資格審査基準」(3-2-17-2)等が

あり、本学部の教員採用活動も当該規程に従って実施している。 

採用審査においては、既述した本学部の「総合業績評価に関する内規」（3-2-17-3）及び「東

海大学国際文化学部教員活動情報登録内規」（3-2-17-13）に基づいて、教育、研究、学内外活動

についてバランスよく能力を有する人材の採用を重視している。特に、フィールド指向の実践的

教育に対し理解があり、フィールドワークやインターンシップの指導ができる人材を優先して採

用している。 

昇格審査においては、直近の５年間、現資格就任期間及び過去全部の３期間における教育研究

業績の数に基づき適切に候補者の推薦を行っている。また、候補者推薦の決定においては、クラ

ブの部長教員歴、学部レベルでの各委員歴、研究助成金取得歴等も判断材料の 1 つに加えている。 

 
［２-１８］生物学部 

 教員の募集・採用については、欠員補充・増員要望等について人事計画を学部で作成し、大学

運営本部の検討を経て認められた人事を行っている。これまでの生物学部の新規教員採用はすべ

て公募で行われた。教科課程、担当予定等科目から公募要領を作成し、学部内に設置する選考委

員会が「東海大学教員資格審査基準」（3-2-18-2）に則って応募者から候補者を選考し、学長へ推

薦している。生物学科については 2015年度に自然生態系の新任教員が着任し、これにより自然生
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態系と生命科学系の分野毎の教員数及び学科の教員年齢構成が、ともにまだ偏りはあるものの、

適正配分に一歩近づいたが、2016 年はそれを引き継いでいる。海洋生物科学科は、設置基準上必

要専任教員数の最低数である 8 名で運営している。本年度は定年退職に伴う新任の公募・採用人

事が行われた。また、教員の昇格が 1 名あった。昇格については「東海大学教員資格審査基準」

(3-2-18-2)に定められており、学系列の特性に合わせた審査内規に従い協議した後、学長を委員

長とする教員資格審査委員会にて審査した後、審査結果について理事長の承認を得ている。 

 
［３-１］実務法学研究科 

本研究科は、2015 年 4 月以降は募集を停止したので、新たな教員採用等は予定していないが、

教員の採用、昇格を諮る規程として、「学校法人東海大学教職員任用規程」(3-3-1-5)、「東海大学

教員資格審査委員会規程」(3-3-1-6)、「東海大学教員資格審査基準」(3-3-1-7)等がある。募集・

任用については、学長の指示の下で本研究科の教員構成表及び人事計画に従い本研究科の人事委

員会で選考、これら規程を基に教員の審査を行った後、審査結果について学長、理事長の承認を

得ている。 

昇格審査においては、直近の５年間、現資格就任期間及び過去全部の３期間における 

教育研究業績の数から実績を考慮している。また、研究科における各委員歴、研究助成金取得歴

等も審査材料の 1つになっている。2015年度の昇格は、准教授から教授への昇格者 1名、助教か

ら講師への昇格者 1名を実施した。 

専任教員の年齢構成については、徐々に全体的なバランスを保つよう努めている。 

 
［３-１９］農学研究科 

 連携大学院教員については、客員教員として研究指導教員と同等の資格審査を毎年行っている

（3-3-19-8）。 

 
（４）教員の資質向上を図るための方策を講じているか。 

［１］大学全体 

本学では、2005年度より総合的業績評価制度（C-42）を実施している。本制度では、教育・研

究・学内外活動（学内における各種委員会活動等と学外における学会活動・各種啓発活動等）の

３分野で評価を実施しており、教員の優れた業績をバランスよく評価することで、諸活動をより

一層活性化させることを目的としている。評価結果は全学的な各種の審査機会で活用している。

（C-43 第 8 項）なお、評価規程、各学部等の評価内規については、定期的に見直しを行ってい

る。なお、総合的業績評価制度は、本学の学部・センター及び専門職学位課程の研究科に本務所

属する専任教員及び一部の特任教員に適用される。 

大学院所属教員については、大学院研究指導教員資格再審査制度（C-44）が設けられており、

３年に１度、研究・教育活動の状況について審査されることになっている。本学は、教員の教育・

研究・大学運営面の資質向上を図るために、以下の研修を講じている。 

学部長・研究科長等を対象として、毎年２回、大学運営本部研修会を実施している。本研修会

では、学長ガバナンスの下、全学的・組織的に PDCAを実施するため、近年の大学を取り巻く状況
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や学内の教育改革等について情報提供や討議を行っている（C-45）。 

教育面の資質向上を図るために全学的な支援組織として設置された教育支援センターを中心に、

授業評価アンケート、ＦＤ研修会（C-46）などが実施されている。 

授業評価アンケートについては、学内Ｗｅｂでアンケート結果を開示するとともに、学部長等

に組織ごとのアンケート結果を提供し（C-47）、組織的な改善・向上を促している。 

また、授業アンケート結果に基づいた表彰制度「東海大学ティーチング・アワード制度」（C-48）

があり、毎年、アンケート結果の高かった教員を、4月１日の学長講話の際に表彰し、その後、

授賞者の授業の工夫をまとめた小冊子を各学部・学科に配布すると同時に、学内新聞(C-49)やオ

フィシャルサイト(C-50)で学生に周知している。 

新任教員を対象として 4月に開催される「新任教員大学説明会」（C-51）は、新任教員が教育・

研究活動に取り組むにあたり、「東海大学の理念と教育方針、教育体制、教育・研究支援体制」な

ど、基礎的な知識を理解することを目的としている。また、2011年度より「新任教員フォローア

ップ研修会」（C-52）を開催している。研修対象を毎年 4月に開催される前述の「新任教員大学説

明会」対象教員とし、新任教員が授業を担当して、いま困っていること等の意見交換できる場を

提供しながら、担当正課科目の授業力向上を図ることを目的としている。 

また、FD 活動の一環として、教育活動の活性化を図ることを目的に、学外から講師を招いて、

全学共通の内容を盛り込んだ「講演会」や「研修会」（C-53）を開催している。 

2015年度は「アクティブ・ラーニングを活用した授業改善」や「JMOOCの現状と大学での MOOC

活用についての展望」といった教育力の向上を目的とした研修会（C-54～55）や大学の方針に合

わせたグローバル推進を目的とした FD・SD研修会（C-56-58）を 3回開催した。また、2016年度

については、障がい者に対する合理的配慮について理解を進めるための研修会を開催した（C-59）。

湘南校舎での開催ではあるが各キャンパスには TV会議で配信し、多くの教職員が参加している。 

本学の中期教育目標の達成と実効性ある教育改革の実現のために FD活動を強化し、全学を通じ

た FD活動の一貫性を実現し、各学部等においても組織的･継続的な FD活動を推進するための東海

大学学部常任ＦＤ委員会（C-17）と東海大学大学院常任ＦＤ委員会（C-18）を 2011年度に設けた。

学部等においても FD 委員会を設置し FD活動の実施を計画（C-60～61）し、それに基づき FD活動

を実施、最終的には FD活動の報告（C-62～64）をとりまとめて学内で公開している。 

研究面での資質向上の取り組みとしては、研究推進セミナーを年数回開催し、研究活動に役立

つ情報を提供している。2016 年度第 1回セミナーでは、新任教員を中心に、学内の研究支援体制、

実験施設・設備を紹介した（C-65）。 

教育、研究、学内外活動といった各種教員活動（C-71、72）については、教員活動情報システ

ム（C-73）に登録し、上述した、「総合的業績評価制度」や「大学院研究指導教員資格再審査制度」

及び各種 FD活動等のために活用している。 

以下、学部・研究科単位で現状について記述するが、学部、研究科の現状の活動が、全体報告

書で記述されている場合は、重複を避けるために個別では記述しない。 
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［２-１］文学部 

文学部では、「文学部における総合的業績評価に関する内規」（3-2-1-9）に基づき、教員の研究

活動、教育活動、学内外活動を文学部評価委員会が評価することにより、研究・教育の資質向上

に役立てている。 

 文学部では 2011 年度以降、FD 活動を一層充実させることを目的として、「東海大学文学部 FD

委員会内規」（3-2-1-10）に基づいて文学部 FD委員会を設置し、同委員会の委員が毎年 FD計画を

立て、FD 活動の運営を担当している。2015 年度は、初年次教育、ハラスメント防止、「現代文明

論２」の現状と課題をテーマとして３回のフォーラムを開催した。（3-2-1-11 pp.1-3） 

 
［２-２］政治経済学部 

 教員の資質向上については、主として以下の諸点により推進している。 

①各年度における総合的業績評価（3-2-2-9） 

②学科、学部におけるＦＤ活動（3-2-2-10） 

③新任教員フォローアップ研修会への参加促進（3-2-2-11） 

 
［２-３］法学部 

法学部においては、全学的な取り組みとしての総合的業績評価制度（3-2-3-9）、ハラスメント

防止啓発（3-2-3-10）（2015.11.11 法学部教授会終了後ハラスメント防止人権委員会の講師によ

る講習会を開催）、また、国内外研究派遣計画制度による教員の在外研究（3-2-3-11）（2014.9～

2015.8 法学部教員１名ドイツへ派遣）などを通じて、教員の資質向上に取り組んでいる。 

 
［２-４］教養学部 

「総合的業績評価制度」（3-2-4-8）では、「教養学部総合的業績評価内規(3-4-4-9)に沿って、

教育・研究・学内外活動の業績をバランスよく評価しており、その結果は昇格をはじめ、大学院

指導資格審査（3-2-4-10）などにも活用され、教員の資質の向上を側面から支えている。  

 また「教養学部 FD検討会議」（3-2-4-11）などの FD活動を積極的に実施し、教員の資質向上を

図っている。各授業で実施している「授業アンケート」（3-2-4-12）の結果は、当該教員のみなら

ず、学部長、学科主任・副主任にも伝えられており、FDを推進し、教員の資質を向上させる上で

の重要な資料となっている。 

 その他、東海大学では年に 2 回（3 月と 8 月）、各校舎から学部長等の運営管理者が集い、2 日

間に亘って開催される「大学運営研修会」（3-2-4-13）（2015 年 3 月までは「学部長研修会」）を

開催している。この研修会は大学運営に関連する諸問題について、レクチャーやワークショップ

などを通して、運営管理者の資質向上を図るものであり、2015年度は、教養学部からは 4名の教

員（学長・副学長・大学運営本部長・学部長）が参加している。そこでの研修内容は学部長が学

部に持ち帰り、学部教授会などの機会に報告し、学園の置かれている立場や学部の進むべき方向

性などについての合意形成に役立てている。 
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［２-５］体育学部 

 体育学部では、総合的業績評価を実施し、教育、研究、学内外活動等の教員の業績をバランス

良く評価している。具体的には、毎年各教員が自ら総合的業績評価として、教育、研究、学内外

活動を体育学部総合的業績評価内規（3-2-5-11）に基づき評価を行い、それぞれの業績を 5 段階

評価し学部長の承認を得ている。評価結果は全学的な各種審査の機会で活用されるとともに、学

部内における諸活動の基礎的資料としても活用している。 

 体育学部における FD活動は、１）新任教員研修会及びフォローアップ研修会への参加（3-2-5-12

～13）、２）授業アンケート結果を学部教授会にて報告し各教員の FD 活動用資料として提供

（3-2-5-14）、３）ティーチング・アワードの積極的推薦（3-2-5-15）、等を行っている。 

年に２回、５学科が順に学部研究セミナーを担当し、各教員の専門領域についての発表を行って

いる（3-2-5-16）。教員間の情報共有及び連携した研究活動等に寄与している。 

 

［２-６］理学部 

 2011 年度から、年 2 回春学期と秋学期に理学部 FD 研究会を開催している。例えば、2015 年度

は 2015 年 7月 3日と 2016年 1月 28 日の 2回開催した（3-2-6-6 pp.20-23）。2016年度も 7月 8

日に理学研究科と合同で第 1回 FD研究会を開催し、今年度の活動内容の周知と講演『最近の学生

の現状について～学生のカウンセリングの現場から』を行った（3-2-6-7）。 

 
［２-７］情報理工学部 

 教員の教育研究活動等の評価については、教育活動・研究活動・学内外活動３つの側面から教

員本人による自己評価と学部評価委員による評価を毎年実施している。それらの評価は「東海大

学総合的業績評価規程」（3-2-7-15）、「東海大学総合的業績評価制度運用基準」（3-2-7-16）のも

とで「情報理工学部総合的業績評価内規」（3-2-7-17）にしたがって客観的・定量的に実施されて

いる。FD 活動については、教育支援センター支援のもとで FD 講演会・研修会・研究会の開催

（3-2-7-18、3-2-7-19 pp.24～26）をはじめ、授業アンケートの実施・集計・公開（3-2-7-20）、

ミニッツペーパーの利用（3-2-7-21）、授業公開（3-2-7-22）、新任教員大学説明会・フォローア

ップ研修会開催（3-2-7-23）が行われている。 
 
［２-８］工学部 

本学では 2005年度より総合的業績評価制度を実施している(3-2-8-9～11)。本制度では、教育・

研究・学内外活動の各分野において教員の優れた業績をバランス良く評価することで、諸活動の

より一層の活性化を目指している。評価結果は全学的な各種の審査機会で活用される。なお、工

学部の評価規程や評価内規については定期的に見直しており、2014年度に大幅な見直しを行った

(3-5-8-12～13)。また、教員の資質向上を図るために組織的かつ多面的な措置として FD（ファカ

ルティ・デベロップメント）活動を行っているが、工学部として 2014年度に FSP研究会の講師を

導入した工学部 FD研修会「初年次学生アクティブ・ラーニング」(3-2-8-14)を実施して以降、い

くつかの学科を対象に入門ゼミナールや教職関連科目の中でアクティブ・ラーニング手法を取り

入れた授業を試行展開している(3-2-8-15)。 
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［２-９］観光学部 

本学部では、2010 年度の学部開設以降、大学全体で実施している総合的業績評価制度（C-43）

を適用し、教員の研究活動、教育活動、学内外活動について学部内での審査基準に基づいて学部

評価委員会による審査を実施している。毎年度末に根拠資料を確認しながら評価を行い、教員の

業績評価を行うとともに、結果を各教員にフィードバックしている。業績評価の記録は 2015年度

から改良を図り「観光学部総合的業績評価記録表」に反映させている（3-2-9-6）。 

また、新規採用教員については、毎年日本私立大学連盟教育研究委員会が主催している「FD推

進ワークショップ（新任専任教員用）」に、学部経費で参加させている。2014年度及び 2016年度

においては、新任教授各１名をこれに参加させた（3-2-9-7）。 

さらに同委員会の委員長を本学部教授が務めていることも活かして、FD研究会では、同教授の

知見を共有すべく適宜講演や問題提起を行い、学部教員全員が参加し議論している（3-2-9-6 

pp.31-35）。2014 年度においては、本学部が重視している「社会人基礎力」と「学士力」に関し

て、また 2015年度には「高大接続改革実行プランと大学のあり方」（3-2-9-8 pp.66-71）に関し

て、その概要と教育方法について同教授が講演を行うとともに質疑応答を行った（3-2-9-6 p.35）。 

 
［２-１０］情報通信学部 

2005 年度より実施された本学の総合的業績評価制度（3-2-10-17）のもと本学部の評価内規と

して「東海大学情報通信学部教員活動情報登録内規」(3-2-10-18)、「東海大学情報通信学部総合

的業績評価内規」(3-2-10-19)を制定している。本制度では、教育・研究・学内外活動といった教

員の優れた業績をバランスよく評価することで、諸活動のより一層の活性化を目指している。な

お、本学部の評価内規は、定期的に見直しを行っている。 

本学部では FD 委員会を設置し、委員会活動及び学部 FD 研修会の開催を行い、教員の資質向上

を図っている。「2015 年度 FD活動報告書（学部）」(3-2-10-20 pp.36-49)に記載の通り、2015年

度は、学部 FD 委員会を４回開催し、FD 研修会を１回開催した。また、各学科で複数回の授業検

討会を行い PDCA サイクルを回している。 

 
［２-１１］海洋学部 

東海大学学部常任 FD 委員会規程（3-2-11-7）、海洋学部 FD委員会規程（3-2-11-8）に基づき定

期的に教育研修会を実施し FD 活動を実施している(3-2-11-14 pp.50-52)。また東海大学総合的

業績評価規程(3-2-11-15)及び海洋学部総合的業績評価規程内規(3-2-11-16)にしたがって、研究、

教育、学内外の活動の３分野から教員活動評価をおこない総合的な教員の資質向上を図っている。 
 
［２-１２］医学部 

医学部における教員・医師については、「医学部教員・医師評価システム」により、教育・診療・

研究・管理の各項目について実績評価と情意考課の評価を実施（3-2-12-3）している。評価結果

は各個人へフィードバックし、各個人の改善の指標とするほか昇格審査の資料として用いられて

いる。また、ＦＤワークショップの開催等組織的なＦＤ活動を実施している。（3-2-12-10 

pp.61-65） 
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［２-１３］健康科学部 

全学的評価の見直しに従い、学部においても 2014 から 2015 年度にかけて総合的業績評価基準

の改訂（3-2-13-11、3-2-13-12）を行い、現状に見合った細かい評価基準を設定することにより、

各教員のモチベーションの向上につなげている。また、各々の活動内容の登録を今まで以上に積

極的に呼びかけ、教員間のさらなる情報共有を図った。 

学部 FD では、毎年 FD 研修会を開催している。2015 年 12 月 1 日、初年次教育の展開に向けて

－初年次教育における教育目標とそれを達成する方法論－」と題し、ワークショップ形式の講演

会（講師：藤田哲也法政大学教授）を行い、28名の教員が参加した（3-2-13-13 p.67）。 

看護学科において、FD ランチョンセミナーを 5 回開催した。学部生学科単位の FD 活動では、

看護学科において、FD ランチョンセミナーを 5回開催した。学部生指導教員が担当している初年

次教育の「表現技法の基礎」と編入生の指導教員が担当した「表現技法の基礎」の授業展開の共

通点と相違点の発表と検討、新任教員を含む４名の教員の現在取り組んでいる研究についての発

表であった。いずれの回も出席者は 20名前後であった（3-2-13-13 pp.68-73）。 

社会福祉学科では、兼担・兼任講師会ならびに実習委員会と合同で外部講師による講演会と討

議「実習について考える」を実施した。これには 16名の専任教員が参加した。 

8 月に開催された教育支援センター企画運営の新任教員フォローアップ研修会には、対象教員

全員が参加した(3-2-13-14）。 

 
［２-１４］経営学部 

経営学部教員活動情報登録内規（3-2-14-11）によれば、「教員活動情報の登録は、教員の教育・

研究・学内外における活動を収集し、総合的業績評価並びにＦＤ活動などに活用することにより、

大学及び個人の教員活動を活性化することを目的とする。」さらに、上述したが、経営学部総合的

業績評価内規（3-2-14-12）では、「本学部の総合的業績評価は、教員の教育活動・研究活動・学

内外活動における優れた業績を積極的、多面的に評価し、もって個人及び学部等の組織の活性化

を促すことを目的とする。」このように、経営学部では、教員の教育研究活動を活性化すべく、毎

年、教員活動情報を入力登録し、業績評価を行っている。 

 経営学部単位ではなく、基盤工学部と一体となって、熊本校舎における学生の満足度を上げる

べく、教員の資質向上のためのＦＤ委員会を年５回開催し、ＦＤ研究会を年１回以上開催してい

る。（3-2-14-13 pp.77-78） 

 東海大学学部教授会規程第３条（3-2-14-14 第３条には、「教授会は、各学部に対し、次の事

項を審議する。(１) 研究及び教育に関する事項」とある）。この規定は、教員の資質向上のため

の方策を論ずる担保となっている。 

 
［２-１５］基盤工学部 

総合的業績評価制度をもとに教員の教育研究活動の評価を行っている。本制度では、教育・研

究・学内外活動といった教員の業績をバランスよく評価することで、諸活動のより一層の活性化

を目指している。評価結果は全学的な各種の審査機会で活用されている。なお、学部の評価内規

（3-2-15-11）については、定期的に見直しを行っている。 
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大学全体及び学部内で開催される FD 研修会（3-2-15-12 pp.81～83）に積極的に参加し、教員

の資質の向上を図っている。また、それぞれの学科において授業公開を実施している(3-2-15-13)。 

 
［２-１６］農学部 

農学部では、2008年度より総合的業績評価制度を実施している。本制度では、教育・研究・学

内外活動といった教員の優れた業績をバランスよく評価することにより、諸活動のより一層の活

性化を目指している。評価結果は全学的な各種の審査機会で活用している。なお、評価内規につ

いては、定期的に見直しを行っている(3-2-16-8～10)。 

農学部 FD 委員会を中心として、年度ごとの目標テーマを設定して組織的な FD 活動を実施して

いる（3-2-16-11 pp.84-89）。その内容としては、組織的取り組み課題であるアクティブ・ラー

ニング､授業スキルの向上及び学生支援活動を実施するとともに、年間 3 回程度の FD 研修会を開

催することを予定している（3-2-16-12）。 
 
［２-１７］国際文化学部 

本学では、2005年度より総合的業績評価制度を実施している。本制度では、教育・研究・学内

外活動といった教員の優れた業績をバランスよく評価することで、教員の資質向上を図るための

方策を講じている。 

本学部は、教員の資質向上を図るために、組織的かつ多面的に必要な措置を講じている。 

本学部は、教員の大学運営管理業務能力向上を図るために、大学内及びキャンパス内に設置さ

れた各種委員会の委員に選出している。この委員の中には、教員の業績評価、ハラスメント防止、

安全管理といった多岐にわたる分野が含まれている（3-2-17-14）。 

 
［２-１８］生物学部 

 総合的業績評価制度(3-2-18-7、8)のもと、全専任教員は毎年度自らの教育・研究・学内外活動

の自己評価を実施しており、資質向上への動機づけになるとともに、教員昇格の資料としても活

用される。FD 委員会や各部署の企画で、FD研修会や教職員を対象とした各種セミナーが毎年開催され、

研究倫理、科学研究費等の補助金申請、キャリア支援に関わるテーマなどが扱われている。(3-2-18-9 

pp.93-98)。 

 

［３-１］実務法学研究科 

 本学では、2005 年度より総合的業績評価制度を実施している。本制度では、教育・研究・学内

外活動といった教員の優れた業績をバランスよく評価することで、諸活動のより一層の活性化を

目指している。評価結果は全学的な各種の審査機会で活用している。なお、評価規程、本研究科

の評価内規については、定期的に見直しを行っている。（3-3-1-8） 

本研究科は、教員の資質向上を図るために、組織的に、また多面的に必要な措置として、以下

の内容を講じている。①研究面においては、十分な研究費を提供し、各法分野ごとの内外の学会

への積極的な参加を促し、②実務面では、司法研修所や日本弁護士連合会が実施している実務研

修、③教育方法等については、法科大学院協会が主催する各種研修会へ積極的に参加することを
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促している。また、FD 活動は、FD 委員会の主導のもとで常時検討が行われており、毎月開催す

る教授会でその報告と指導を行っている。さらに、教員の研究の成果発表の機会を提供するため、

毎年研究紀要として「東海大学法科大学院研究紀要」を発行している。 

 
［３-２］総合理工学研究科 

 全学で実施される総合的業績評価制度による教員個々の実績を評価し、研究科の活性化を目指

している。「東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程」や「大学院研究指導教員資格再審査基

準 全学共通の枠組み」(3-3-2-8)に従った「総合理工学研究科 教員資格審査・資格再審査に係

わる基準」(3-3-2-5)に基づき、審査委員会で対象教員の審査を行っている。３年に一度の教員資

格再審査により、本研究科教員の研究活動・研究資質の滞留を防いでいる。 

また、研究科内に FD 委員を指名し、FD 研究会を毎年実施している。2016 年度も計画中である

（3-3-2-9 pp.3-6、3-3-2-10）。 

 
［３-３］地球環境科学研究科 

大学院教員は現役のサイエンティストである必要があることから、本研究科では教員の研究を

支援するために、ミッション・シェアリング・シート(以下、ＭＳシート)(3-3-3-4）の研究活動

の活性化の中で科研費の申請率を上げることや、研究指導教員に対して研究費の補助、他機関ま

たは他校舎との共同研究など、様々な補助をすることで支援している。また、FD 活動として年 2

回研究領域交流会を開催し、お互いの教員の専門領域を紹介している（3-3-3-5 pp.7-8）。 

ＭＳシートに対する調査を毎年年度末に行っている。2016年度も調査を行う予定であるが、2015

年度の調査結果では、定年退職者と他の大型補助金を受給されている 4 名及び休職開けの 1 名を

除いた研究科教員 18 名全員が科研費を申請し、目標を達成しているほか、研究費の補助なども申

請件数全てに補助するなど、研究に関する目標値が全て A 以上の評価となっているように、活発

な研究活動につながっている。(3-3-3-4） 

 
［３-４］生物科学研究科 

 総合的業績評価制度（3-3-4-11）により登録された資料を基に、大学院研究指導教員資格再審

査制度（3-3-4-12）により３年に１度、研究・教育活動の状況について審査される。また、「生物

科学研究科研究指導教員資格再審査内規」（3-3-4-13)を設け、研究・教育活動状況の評価を実施

している。またミッション・シェアリング・シート（3-3-4-14)において毎年目標を設定し、各教

員に周知し資質向上を図るとともにその評価も行っている。以上のように教員の資質向上を図る

方策を講じている。 
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［３-５］文学研究科 

文学研究科の教員のうち研究指導教員については、大学全体の方針に基づき指導教員資格再審

査を実施している。3年に一度、「東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程」(3-3-5-5)と「大

学院研究指導教員資格再審査基準 全学共通の枠組み」(3-3-5-6)に基づく「文学研究科研究指導

教員資格再審査基準」(3-3-5-7)に定める方法により、研究科長の指示で文学研究科評価委員会が

資格の適切性についての審査を行っており、6 年間その条件を満たさなかった教員は、大学院の

研究指導教員資格を失う。また、資格再審査の際には、東海大学大学院研究指導教員研究教育奨

励措置に基づき、顕著な研究業績・教育業績を上げた者に奨励措置として研究資金の援助がなさ

れる。 

 FD活動は、大学全体の方針に則り、文学研究科所属の全教員に、大学院の授業における教育活

動情報の登録を依頼し、授業の工夫などの共有化を図っている。また、研究科長・常任 FD委員・

各専攻 FD委員（専攻主任が兼務）による検討会を年に 3回程度開催し、問題点等の検討を行って

いる。この検討会は、常任 FD委員が中心となり、「FD活動計画書」(3-3-5-8 2016年度文学研究

科 FD 活動計画書)と「FD 活動報告書」(3-3-5-9 pp.10-11)を作成し、大学全体の方針通り円滑

に運営されている。 

 
［３-６］政治学研究科 

研究科担当教員は大学院研究指導教員資格再審査制度（3-3-6-8）にもとづいて３年ごとに研

究・教育等の活動状況を審査されている。再審査時における資格維持の要件は「大学院研究指導

教員資格再審査基準―全学共通の枠組み―」（3-3-6-5 別表）及び「東海大学大学院政治学研究科

指導教員資格再審査規程」（3-3-6-9）で明確に定められている。また、教員各自の活動を確認す

る機会として全教員が「大学院研究指導教員業績自己申告書」を毎年度提出している（3-3-6-5 

2. 全学共通の再審査の枠組み（5））。さらに、年間８回の研究科ＦＤ委員会、教員と学生との懇

親会（１回）等を内容とする活動計画書（3-3-6-10）にしたがい、研究科として組織的にＦＤ活

動を行っている（3-3-6-11 pp.12-14）。 

 
［３-７］経済学研究科 

研究科所属の教員に対しては、全学のルールに則り、3 年ごとに資格の再審査を行っており、

その再審査は「東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程」（3-3-7-4）に沿った研究科の基準

（3-3-7-5）のもとでなされている。 

 
［３-８］法学研究科 

教員の資質の向上を図るための方策として、次のような方策を講じている。まず、本学の大学

院研究指導教員資格再審査制度（3-3-8-8）にしたがい 3年に 1度資格再審査を行っている。その

際、「法学研究科指導資格再審査基準」（3-3-8-9）にもとづき、研究科内に審査委員会を構成し、

審査を行っている。また、研究科 FD 委員会（3-3-8-10）を設置し、年間計画を策定して FD 活動

を行っている（3-3-8-11）。学生カウンセリング等についての話を専門家から聞くことも活動対象

となる（3-3-8-12）。なお、研究科構成員が同時に法学部構成員でもあるため、学部における資質
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向上のための方策は同時に研究科における方策としても機能する。 

 
［３-９］人間環境学研究科 

教員の教育研究活動などの評価については、全学的に実施されている「総合的業績評価」シス

テム（3-3-9-9）により行われており、教員の資質を計る目安にするとともに、本研究科での大学

院研究指導教員資格再審査の評価項目（3-3-9-3）のひとつになっている。また、 

各セメスター終了時に修士論文研究成果発表会（最終セメスターでは修士論文研究審査会）を

開催し、それぞれの発表に対しては、参考意見記入用紙（3-3-9-10）に本大学院所属以外の教員

を含めた教員や学生がコメントを記入し、それらの意見を研究に反映させることで研究の質の向

上を図っている。 

 
［３-１０］芸術学研究科 

（２）に述べた様に、３年に１度の指導教員資格の再審査の機会に研究・教育活動の見直しと評

価が行われるが、そのこと自体が資質向上に寄与している。 

また両専攻共同で開催する春秋年２回の「研究中間発表会」（3-3-10-10）に、全指導教員はも

とより講義担当も含めた教員が参加し、院生の研究活動に意見を述べ、コメントを記載した評価

シート（3-3-10-11）を提出するなど、互いの教育成果を確認し合う FD 活動の場も、教員の資質

向上に役立っている。 

 
［３-１１］体育学研究科 

 大学院研究指導教員資格再審査を 3 年に一度受けており、教育と研究に関する研究指導教員の

資質の維持向上が図られている（3-3-11-10。） 

 また、2005 年度より体育学部において総合的業績評価制度を実施している。本制度では、教育・

研究・学内外活動といった教員の優れた業績をバランスよく評価することで、諸活動のより一層

の活性化を目指している。研究科においては、この制度における「自己申告シート」を印刷・提

出し、研究・教育活動の資質の向上のための資料としている（3-3-11-11）。 

 また、各セメスターにおいて、記述型の「授業アンケート」（3-3-11-12）を全ての開講科目に

おいて実施し、教育の質の向上に努めている。 

 さらに、大学院体育学研究科主催の研究セミナー（年 4 回）を実施し、教員の研究の質の向上

に努めている（3-3-11-13、14 pp.24-28）。このセミナーは公開形式で開催されており、地域連

携に対しても大きな役割を担っている。 

 
［３-１２］理学研究科 

 2011 年度から、年 2 回春学期と秋学期に理学部 FD 研究会を開催している。例えば、2015 年度

は 2015 年 7月 3日と 2016 年 1月 28 日の 2回開催した（3-3-12-8 pp.31-32）。2016年度も 7月

8日に理学部と合同で第 1回 FD 研究会を開催し、今年度の活動内容の周知と講演『最近の学生の

現状について～学生のカウンセリングの現場から』を行った（3-3-12-9）。 

 また、３年に１度大学院資格再審査（3-3-12-7）を行い、理学研究科の教育課程に相応しい教
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員組織を維持している。 

 
［３-１３］工学研究科 

大学として実施される総合的業績評価制度の中に、工学研究科教員の教育研究活動の評価も含

まれている。（3-3-13-11） 

FD 活動を月１回の工学研究科主任・教務委員会で実施しているほか、年に数回 FD に関わる講

演会を実施しており、適切な FD 活動を実施している。また、工学研究科独自の授業アンケートを

実施している。(3-3-13-12、3-3-13-13) 

工学研究科は、2014 年度から 2016 年度改組に向け、教員の資質向上を図るとともに研究活性

化のための方策などを検討した。もっとも顕著な活動としては 7 月 9 日（水）に実施した、2014

年度第 1 回工学研究科 FD 研究会（テーマ「本学における大学院教育のあり方：2016 年度工学研

究科改組におけるカリキュラムに関する意見交換」(3-3-13-14)）であった。2015 年度は、2016

年度から始まる必修科目内容を全教員で共通の認識としてとらえることを目的に FD 研究会が開

催された。(3-3-13-15 pp.33-34) 
 

［３-１４］情報通信学研究科 

本研究科教員は、「大学院研究指導教員資格再審査制度」（3-3-14-10）により 3 年に 1 度、研究・

教育活動の状況を審査される。 
本研究科では FD委員会を設置し、委員会活動及び学部との併催を含む FD研修会の開催を行い、

教員の資質向上を図っている。「2015 年度 FD活動報告書（大学院）」(3-3-14-11 pp.36-39)に記

載の通り、2015 年度は、研究科 FD 委員会を４回開催し、FD 研修会を１回開催した。また、本研

究科独自施策で、セメスター毎の授業アンケートも行っている(3-3-14-12)。 

 

［３-１５］海洋学研究科 

学部・大学院共同のＦＤ委員会を 2015 年度内に３回開催した（3-3-15-7 p.40）。この中で、

大学院の新カリキュラムに対する学生の満足度アンケートを実施し、結果をまとめた。今後の授

業改善に利用する。また、各教員には「教員活動情報システム」の教育活動に積極的な登録を促

し、教育研究活動の活性化を推進してきた（3-3-15-8）。指導教員の資格審査に関しては、海洋学

研究科研究指導教員資格再審査基準（3-3-15-9）に従って、3年ごとに厳格に実施している。 

 

［３-１６］医学研究科 

2005 年度より教員・医師評価システム（3-3-16-6）を実施し、教員の資質の向上を図るための

方策を講じている。本制度では、教育・研究・ 学内外活動といった教員の優れた業績をバランス

よく評価することで、諸活動のより一層の活性化を目指している。なお、評価規程、評価内規に

ついては、定期的に見直しを行っている。 

 ファカルティ・デベロップメントとして、研究倫理を含めて国内外の著名な講師を招聘し、大

学院医学研究科研究者教養セミナーを毎年８から 10回開催している。参加回数を大学院指導教員

資格の更新要件としている（3-3-16-7 pp.42-51、3-3-16-8）。新任教員には、CITI ジャパンの

Ⅱ-131Ⅱ-130



第３章 教員・教員組織 

 

 
132 

web 教材「責任ある研究行為」と「人を対象とした研究」を履修することを義務づけている

（3-3-16-8）。 

 

［３-１７］健康科学研究科 

 健康科学研究科として、2015 年度は Mayo Medical Center ナースの講演会（3-3-17-8）、大学

院ＦＤ研究会（3-3-17-9 pp.52-54）を 2回行った。2016年度も同様に開催する予定である。 

 また、研究科教員には、３年に１度「大学院研究指導教員資格再審査」（3-3-17-10）の受審義

務があり、その詳細は「健康科学研究科大学院研究指導教員資格再審査内規（3-3-17-11）」で定

められている。この再審査制度により、研究科教員の質が保たれている。 

 

［３-１８］産業工学研究科 

 研究科教員が本務所属している各学部では、東海大学総合的業績評価規程(3-3-18-5)に基づき、

教員の総合的業績評価(3-3-18-6、3-3-18-7)を毎年度実施している。大学院教員の研究指導教員

資格取得審査時に、この総合的業績評価の結果を利用することにより、教員の業績・資質向上を

図っている。 

また、研究指導教員資格取得後も、３年ごとに研究指導教員の資格再審査も実施し、基準を満

たしていない教員には警告を発し、次の 3 年間の業績を持って再び資格再審査の結果が基準を満

たしていない場合、研究指導教員の資格を失うという制度によって、研究指導教員の資質を保っ

ている。（3-3-18-8、3-3-18-9、3-3-18-10）。ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動に

ついては、各セメスター開始時のガイダンスにおいて授業アンケート(3-3-18-11、3-3-18-12)を

実施している。さらに、年に一回聞き取りのアンケートを実施し、アンケートの結果(3-3-18-13)

は教授会で報告され、授業の改善のための資料としている。 
 
［３-１９］農学研究科 

 本研究科では、2005 年より大学院教員資格再審査制度（3-3-19-9, 3-3-19-10）を導入し、農

学研究科大学院担当教員資格再審査委員会（3-3-19-11）において、過去３年間の研究活動を点数

化し、研究指導教員と研究指導補助教員に分けて再審査を行ってきた。これにより、不適と判断

された教員については大学院教員の資格を停止するとともに、大学院生の配属を制限し、研究科

長が面談を行うことにより、教育・研究活性化を指導してきた。本再審査制度は、大学院教員資

格取得後の研究活性を評価する制度であり、学術論文発表のみならず、学会発表、著書、特許な

ど幅広い研究活動の活性を評価しており、本制度によって教員の資質の向上が図られている

（3-3-19-11）。また、毎学期開始前や研究科教授会時にＦＤ研修会を実施して教員の資質向上を

図っている（3-3-19-12 pp.57-60）。これらの研修会の多くは学部教授会と研究科教授会の間に

開催し、学部教員も全員聴講できるよう配慮している。また、教育面においては、「授業参観」「公

開授業」「授業に関するアンケート」の実施及び大学院生教育に対する「研究計画届」及び「研究

状況報告書」の提出を行っている（3-3-19-12 pp.57-60）。 
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［３-２０］国際地域学研究科 

本学では、2005年度より学部教員に対し総合的業績評価制度（3-3-20-6）を実施している。本

制度は、教育・研究・学内外活動といった教員の優れた業績をバランスよく評価することで、諸

活動のより一層の活性化を目指している。評価結果は全学的な各種の審査機会で活用している。

本研究科としても、全員学部等に所属していることから研究科としてではなく学部の所属機関に

よる総合的業績評価基準に沿って各自評価を受けている。こうした学部教員評価のうえに、大学

院担当教員の研究活動情報について、研究指導教員に対し3年に1度、大学院教員資格審査及び再

審査制度を活用しているので、それが教員の資質向上に大きく寄与している。(3-3-20-4～6) 

FD活動は原則、研究科単位で行われ、本研究科としては学部と共催した FD研修会と研究科ＦD

委員会も随時、実施している。教育の質向上については、2015年度実施された学部との共催によ

るＦＤ研修会(1 回開催)や全学的ＦＤ研修会(テレビ会議中継による)、さらに研究科ＦＤ委員会

(2 回開催)を随時、議論している(3-3-20-7 pp.61-62)。 

 

［３-２１］理工学研究科 

研究指導教員の資格再審査は、「東海大学大学院教員資格審査基準」(3-3-21-3)、「東海大学

大学院研究指導教員資格再審査規程」(3-3-21-13)ならびに「大学院研究指導教員資格再審査基準 

全学共通の枠組み」（3-3-21-14）等に基づいて「東海大学大学院理工学研究科研究指導教員再審

査基準」(3-3-21-15)を作成し、研究科担当教員に求められる資格を明確化している。非常勤講師

についても、これに準じた資格が要求されている。研究指導教員資格再審査は複数の教員により

組織された再審査委員会により3年毎に行われ、「内規」に明記された基準を満たしているか否か

が審査され、２回の再審査において連続して基準を満たしていないと判断された場合は、研究指

導教員資格を失う。 

本研究科は、教員の資質向上を図るために、ＦＤ委員会を設置している。2015年度は2回の研修

をおこなった。内容は英語を用いた研究発表と英語を用いた授業に関するもので、英会話に技術

向上や英語を使った授業の取り組みについて情報交換ができた(3-3-21-16 pp.63-64、

3-3-21-17)。 

 

２．点検・評価 

＜基準３の充足状況＞ 

本学の教員は、学部・センター・研究所を本務所属とし、研究科は全て兼務所属教員で構成さ

れている。 

学部・センター・研究所（以下学部等）を本務所属としている教員については、大学運営本部

と各学部等との協議のうえ定められた「学科目・専門領域等による教員構成表」を基本方針とし

て教員及び教員組織を整備している。学部等の教員の採用・昇格については、「東海大学教員資格

審査基準」で明確に定められており、同時に教員に求める能力・資質等も明確にされている。ま

た、各学部等では、大学全体の基準に従い教員の採用・昇格に関する内規を定めており、大学全

体の基準、内規に従い、適切に教員の採用・昇格を行っている。本学では、全専任教員を対象に
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総合的業績評価制度を導入しており、この制度により専任教員の質を保つことが出来ている。 

大学院研究科所属教員については、「東海大学大学院教員資格審査基準」に従い審査が行われ、

大学院研究指導教員、大学院研究指導補助教員の資格を得た者が、研究科教員となる。この「東

海大学大学院教員資格審査基準」において、大学院教員に求める能力・資格も明確に示されてい

る。また、「大学院研究指導教員資格取得後は、３年に一度大学院研究指導教員資格再審査を受け

る義務があり、これにより研究科教員の質を保っている。 

大学院教員の編制においては、急な退職や学生募集停止の影響を受け、文学研究科及び産業工

学研究科の一部の専攻では教員定数を充足できていない。この欠員については、2016 年度から

2017年度にかけて充足するよう検討していく予定である。 

FD活動については、各学部・研究科とも、毎年度 FD活動報告書及び FD活動計画書を作成して

おり、継続的な取り組みとなっている。 

以上のことから、基準３は充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 

［１］大学全体 

 2010 年、文部科学省が公募する平成 22 年度科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環

境整備促進」プログラムで、東海大学の提案「国際的研究者を育て得るメンター研究者養成」が

採択され、テニュアトラック制度が導入された。テニュアトラック期間に高い研究力を身につけ、

最終的に専任教員として採用される教員を育成できた。（C-66） 

2005年度より運用している総合的業績評価制度の評価結果が、教員資格審査等、全学的な各種

審査機会に活用されている。また、2014年度に実施した教育、研究、学内外活動の評価基準の平

準化により、全学的評価での信頼性を向上させている。(C-67) 

新任教員大学説明会及びフォローアップ研修会は、参加した教員の満足度は総じて高い。(C-68) 

授業アンケートの結果は、学内のＷｅｂ上で開示している。それとともに、アンケート集計結

果の概要について、2014年度、教育支援センターが、各学部長、教育系センター所長と面談しな

がら返却を行ったことで、組織的な活用に向けた意識を高めることができた。 

2015年度以降も学部長・所長に文書で当該部門の集計結果を送付することで、授業改善に向けた

組織的な FD活動を推進している。(C-47) 

 
［２-２］政治経済学部 

 １．（３）で記述したように、「学科目・専門領域等による教員構成表」（3-2-2-4）にもとづい

て各学科の教育課程に相応しい優秀な教員を確保している。また、政治経済学部では女性教員の

積極的登用を推進している。2016年度における女性教員数は、政治学科３名、経済学科２名、経

営学科４名となり、増加傾向にある（3-2-2-12）。 

 

［２-３］法学部 

法学部においては、上記制度・体制及び慣行による適正な教員組織の編制、採用・昇格の結果、

教員が相互に信頼しつつ研究・教育活動を推進し得ている。 
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［２-４］教養学部 

総合的業績評価制度の評価結果は、教員の昇格や各種の資格審査に活用されている。また、学

科・課程ごとに作成している「教員構成表」（3-2-4-4）は、教員組織充実のためにも欠かせない

ものとなっている。 
 
［２-５］体育学部 

教員組織は役割及び立場などが明確であり、学部の組織的活動は各学科及び各種委員会から全

教員に情報共有され、責任の所在は、各委員長及び主任・副主任にあり、最終的な責任者は学部

長と明解になっている。採用等にあたっては、定年退職の２年以上前から学部としての今後の方

針を踏まえ、採用候補者の選定を進めている。この際、組織としての年齢分布にも配慮し、選考

をしている。また、教員組織は、一人ひとりの教員が資質・能力向上に十分努め、その結果は学

術会議等での発表や論文投稿数、研究資金の獲得（3-2-5-17～18）及び国内外におけるスポーツ

活動での成績に結びついている（3-2-5-19）。 

 

［２-６］理学部 

教員の募集・採用・昇格は「理学部教員資格審査基準」に則り適切に行われており、博士号を

有する教員が専門科目を担当している(3-2-6-5)。 

 
［２-７］情報理工学部 

 教員組織編制については、各種規程・基準・内規が整備されて、それに基づいて欠員に伴う募

集・採用また昇格が順調に実行されている。総合的業績評価についても、2014年度に改訂された

評価基準により信頼性が向上している。 

 
［２-８］工学部 

教員の募集と採用、昇格にあたっては、2016年 9月より新たに定めた「東海大学工学部教員審

査内規」(3-2-8-8)に則り適切に行われている。また、教員の総合的業績評価についても 2014 年

に大幅な改訂を図り、新たな「工学部総合的業績評価内規 」(3-2-8-13)に則り適切に運用されて

いる。 

 

［２-９］観光学部 

本学部・学科の研究者教員と実務系教員の配置を維持することによって、PA型教育を実践する

ことが可能となっている。これにより、2015年度は、学部学生に対して理論・実践両面において

的確な教育を行うことができた（3-2-9-9～14）。このことは卒業生の良好な就職状況（就職決定

率 98％）にも反映されている(3-2-9-15)。 
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［２-１０］情報通信学部 

学部人事委員会のもと、明確な基準を定めて透明性の高い採用を行っており、専門分野で活躍

できる優秀な教員を獲得できている。資格審査も大学の規程にもとづく内規を定め、厳密な運用

を行って、教育・研究両面で活躍できる人材の登用を行えている。 
 
［２-１１］海洋学部 

 総合的業績評価と教育資格に関わる制度を密接に関連付けることによって教員人事に関わる客

観的な指標が明示されることによって、教員が主体的に自らの資質を向上する体制が整備されて

いる。 

 
［２-１２］医学部 

医学部教員人事委員会においては、いろいろな分野の教員が問題点を共有し議論することによ

って、教育・研究・診療の方向性を早期から予測し本学の運営に資する人材を確保できている。 

 

［２-１３］健康科学部 

看護学科 FDでは、ランチョンセミナーにおいて、各教員の研究、学科で取り組んでいる初年次

教育の内容の共有が行われていることから、概ね３分の２以上の出席があった（3-2-13-13 p.71）。 

2015年度は学部 FDにおいても「初年次教育」がテーマであったため、より関心が高まった。 

健康科学部総合的業績評価・別表の改訂（3-2-13-11、3-2-3-12）後の業績評価では、看護学科

教員の教育活動評価及び学内外活動に関する評価の平均は、2014年度を上回った。しかし、研究

活動評価は若干低下した。社会福祉学科では、研究業績評価の平均が 2014年度より上昇し、教育

活動、学内外活動の平均値は、前年度同様高い値を維持し、登録情報を公開することで相互の教

員活動の理解や活性化につなげることができた（3-2-13-15）。 

 
［２-１４］経営学部 

総合的業績評価を通して、教員個人及び学部等の組織の活性化が促されている。 
 
［２-１５］基盤工学部 

教員の教育研究活動等は、総合的業績評価システムを用いて評価しており、公平性が保たれて

いる。FD研修会を通して、教員の教育方法の改善がなされている。学生の授業アンケートによる

授業評価（3-2-15-14）では、わずかではあるが、学部平均点は上昇している。 

 

［２-１６］農学部 

総合的業績評価制度の評価結果が教員資格審査等の全学的な各種審査機会に活用されている。 

本学部における組織的な FD活動は徐々に定着しており、その成果として、授業アンケートの総

合評価は 2011年度以降において 4.06 以上の高い評価値を得ている（3-2-16-13）。 
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［２-１７］国際文化学部 

１）2005年度に総合的業績評価制度の運用が開始されたことにより、本学部においても、各教員

による教育、研究、学内外活動における目標設定が容易になり、教員資格審査の公平性が増し

た。その後、2014年度には、現行の「総合的業績評価に関する内規」（3-2-17-3）を制定した

ことにより、教育、研究、学内外活動に関して、学部間における評価の平準化が行われた。 

２）総合的業績評価制度の導入と同時に、「国際文化学部・業績区分および評価ポイント」を設

定したことにより、教員各自が特に研究業績に関する目標設定が容易になった（3-2-7-15）。 

 
［２-１８］生物学部 

大学として求める教員像については、よく周知されている。本年度は生物学科で 2 名、海洋生

物科学科では 1 名の教員採用人事（公募・採用活動）が進められており、各学科の教員は組織構

成の編制方針（［１．現状の説明・（１）大学として求める教員像及び教員組織の編制方針を明確

に定めているか。］参照）に基づいて配置される予定である。 

 
［３-２］総合理工学研究科 

複数の研究分野に、研究能力の高い教員を配置した構成となっている。 

 
［３-９］人間環境学研究科 

 明確な資格審査のもと、授業科目に適合した教員が配置されており、本研究科の方針や教育の

目的に沿った教育研究が実践されている。また、このことについて組織的な検討を行っている。 

 
［３-１０］芸術学研究科 

厳正な資格審査の下、科目構成に適した教員が配置されており、研究科の方針や教育の目的に

沿った教育組織が構築されている。また、FDなど組織的な活動が定期的に行われている。 

 

［３-１１］体育学研究科 

大学院体育学研究科主催の研究セミナー（年 4 回）（3-3-11-13、14 pp.24-28）及び大学院教

授会における教員の研究活動の報告によって、互いに刺激し合い、教育活動のベースとなる教員

の研究力が向上している。また、このセミナーは公開形式で開催されており、地域連携に対して

も大きな役割を担っている。 

 

［３-１２］理学研究科 

研究科（修士課程）の教員は学部の教員も兼ねており、学部から大学院の教育への連携が教員

組織としてよくとれている。 

 
［３-１３］工学研究科 

連携大学院などの他機関との連携(3-3-13-16)による修士論文の研究指導で積極的に行ってい

る。 
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［３-１４］情報通信学研究科 

本研究科教員は情報通信学部教員との兼務であり、学部組織と強い連携のもと組織運営を行っ

ている。 
 
［３-１６］医学研究科 

ファカルティ・デベロップメント活動の一環として、2008 年度より文部科学省／大学院教育改

革支援プログラム「生命倫理学重視の医系大学院教育拠点形成」で開始した生命倫理・研究倫理

に関する CITIジャパンの web教材の学習を全学に先駆けて実施し、継続している（3-3-16-7、8）。 

 

［３-１７］健康科学研究科 

 2016 年度の大学院生は、看護学専攻 2 年生 11 名、1 年生 4名、保健福祉学専攻 2年生 8 名、1

年生 5名（3-3-17-12）であり、教員数が充足していることから、十分な指導、教育研究が実施で

きている。 

2015年度新たに 1名の教員が博士号を取得した（3-3-17-13）。 

 

［３-１８］産業工学研究科 

 毎年の教員の総合的業績評価と３年に 1 回の大学院教員の資格再審査(3-3-18-5、3-3-18-6、

3-3-18-7)によって、教員の教育・研究に対する資質の維持・向上に役立っている。 

 

［３-１９］農学研究科 

 適切な教員配置を実践する機関として学内に設置されている総合農学研究所は、大学院と連携

してプロジェクト研究を主催し、大学院担当教員９名がこれに参加し、その成果は総合農学研究

所所報に公表されている（3-3-19-13）。このプロジェクト研究は、設置されている生物資源科学

コースと生命科学コースの連携を具現化する研究プロジェクトであり，本研究科の適切な教員組

織の編制を反映している。 

 学外研究機関との交流は、2004 年度に独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄

農業研究センター及び 2005年度に熊本県農業研究センターと学術交流協定を締結した（3-3-19-5 

p.205、3-3-19-14）。さらに、九州沖縄農業研究センターとは 2006年度から連携大学院修士課程、

2009年度には連携大学院博士課程を構築し、修士課程では２名の学生が連携大学院で学位を取得

した。また、客員教員による研究説明会を毎年開催して教員相互の交流を深めている（3-3-19-15）。

これらの活動は，全国的にも特色となっている連携大学院組織が教育課程に相応しい教員組織を

整備するための施策として有効に働いていることを示している。 

 
［３-２０］国際地域学研究科 

大学院における授業アンケートは、研究科でも講義科目によっては実施しているが、受講生が

数名と少数であることから組織的ではないものの、教員によっては個別に授業の改善点を受講生

から指摘を受ける機会を設け、次年度の大学院教育に活かしてきた。 
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［３-２１］理工学研究科 

理工学研究科研究指導教員再審査基準に基づく教員の再審査と英語に関する FD 活動によって、

より高度な研究・教育活動が可能になった。 

 
② 改善すべき事項 

［１］大学全体 

教員人事に関するプロセスを点検した結果、人事を管轄する委員会について、規程上不明確な

ことがわかった。 

大学院文学研究科英文学専攻博士課程後期及び産業工学研究科修士課程２専攻において、必要

教員数を満たしていない。(C-31) 

 

［２-１］文学部 

自主的参加となっている「文学部フォーラム」への参加者をさらに増やす工夫が必要とされる。 

 
［２-３］法学部 

教員の資質向上の取り組みが、その多くを全学の制度に依拠しており、法学部独自の施策が乏

しい。 

 
［２-６］理学部 

 いくつかの学科で、年齢構成や資格(教授、准教授、講師、助教)の構成に偏りが見られる。ま

た、女性教員が少ない学科が見られる。 

 
［２-７］情報理工学部 

 情報理工学部専任教員の年齢構成は、40歳未満が 10%、40歳～49歳が 45%、50歳～59歳が 15%、

60歳～69歳が 30%となっており（3-7-2-24）、各年代が均等な 25%を理想値だとすると、偏りがあ

る。特に 40才未満の教員の補充が急務である。 

 
［２-８］工学部 

学科専攻毎に作成された学科目・専門領域等による教員構成表（3-2-8-4）をもとに専任教員の

適正採用（配置）を図っているが、年齢構成については徐々に全体的なバランスを保てるよう努

めている。しかし、補充の適切性、迅速性の基準が設けられておらず、さらに 2010年度の認証評

価で改善を求められている学生数に対する工学部の一部学科専攻所属の専任・特任教員数の充実

については、大学は各センター等の教員を各学部に割り当てることで満たしているということで

あるが、授業中心であり実質の学生指導がなされていないため、大学・法人へ改善を要求してい

るが未だに実現していない。 

 
［２-９］観光学部 

本学部教員を中心として、2014年 4月から文学研究科観光学専攻（修士課程）が設置されてお

Ⅱ-139Ⅱ-138



第３章 教員・教員組織 

 

 
140 

り、本学卒業生も 2013 年度卒業生 4 名、2014 年度卒業生 3 名、2015 年度卒業生 2 名が大学院に

進学した。現状では、大学院担当教員は充足できており問題はないが、将来的には大学院を担当

できる教員を増やすことが必要であり、１．（２）（３）で述べた人事計画を適切に実行していく

ことが課題である。本学観光学部の受験者層の大部分が大学院進学を必ずしも視野に入れていな

いことを踏まえ、入学後に大学院で学ぶとともにその後の就職先までをイメージできるようにす

ることが課題である。 
 
［２-１０］情報通信学部 

 50歳代以上の教員の割合が若干多い。 

 
［２-１２］医学部 

教育・診療環境の変化に伴い、主に学生教育・診療面での連携や卒後人材育成での連携など、

現在の教員派遣機関の必要性について見直しを行う必要がある。 

 
［２-１３］健康科学部 

 看護系大学の急増に伴う教員の移動が多く、欠員補充が円滑に進まない状況を抱えている。 

 両学科とも、研究活動評価の低い教員がおり、昇格等に影響がでている。 

 
［２-１４］経営学部 

熊本校舎では、改組後、教員の所属・担当が複雑化しており、ＦＤ活動の有効性を上げるべく、

熊本校舎単位でのＦＤ活動を実施している。今後は、これを基礎としながらも、経営学部独自の

ＦＤ活動も模索することが望ましい。

一部の教員の開講科目に、授業アンケートの数値の低さが見受けられる。すべての教員、すべ

ての開講科目において、授業アンケートの結果が高いレベルであるための授業準備の徹底化が求

められる。 
 相互尊敬の精神の一層の醸成をもとにした教員組織の活性化の必要性が感じられる。 
 
［２-１５］基盤工学部 

現状の基盤工学部総合的業績評価内規は、学部を基礎とする大学院研究科修士課程の学生募集

停止に対応できていない。また、総合的業績制度で評価される学内外活動についても、各種広報

活動を組み込めていない。 

近年は多様な学習履歴を有する学生が入学している。FD研修会では多様な学生の教育方向につ

いての研修テーマを組み入れていく。 

 

［２-１６］農学部 

 専任教員の年齢構成については、徐々に全体的なバランスを保つよう努めているが、若手教員

の割合が低い学科が認められる。 
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［２-１７］国際文化学部 

１）教員の年齢構成については、「大学基準協会改善報告書の検討結果」(3-2-17-16)において指

摘されているように、専任教員に占める 50歳～59歳の割合が 44.4％と学部全体で最も高いこ

とから、若年の専任教員の採用が課題となっている。 

２）「大学基準協会改善報告書の検討結果」において、研究活動の活発化が課題となっている

(3-2-17-16)。 
 
［２-１８］生物学部 

両学科とも今後数年以内に数名の定年退職者が予定されている。その後任のための採用人事で

は年齢構成、学科目ごとの教員構成をより適切なものにする。 

 
［３-２］総合理工学研究科 

教員数の増加は、学生数の増加に必須と考えているが、必ずしも満足できていない。 
 
［３-３］地球環境科学研究科 

 役職者や高齢者の研究業績が減少する傾向に有るが、これについては一概に教員の研究体制を

検討するだけでなく、検証方法についても検討する必要がある。 
 
［３-５］文学研究科 

研究指導補助教員について、英文学専攻の博士課程後期において設置基準上の必要専任教員数

が 1 名不足している。事態を打開すべく後任人事配置を模索したが、研究指導補助教員を増員さ

せる任用変更は、2016年度末時点において達成できていない。 

 
［３-６］政治学研究科 

未開講科目が少数ながら発生しているので、その担当者を決定する必要がある。 

 
［３-７］経済学研究科 

 特任教授が基礎系必修科目を担当している状態であるので、未開講科目の担当者と併せて、そ

の必修科目の担当者を新たに決定する必要が生じている。 

 
［３-８］法学研究科 

研究指導教員資格をもつ教員がいない分野をできる限り解消し、また、担当教員のいない分野

を解消していくことが必要である。 

 
［３-１２］理学研究科 

 研究科全体では教員数の男女比に偏りがあるので女性教員数を増す。 
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［３-１４］情報通信学研究科 

 IT技術の驚異的な進展の中で大学院教員の持つべき専門領域も大きく変化している。それに対

応するため、学部教員で大学院研究指導資格を有していない者の任用により教育研究の幅を広げ

る必要がある。そのため、大学院研究指導資格を有していない者に対して資格獲得のために研鑽

させることが課題である。 

 
［３-１６］医学研究科 

授業アンケートは、一部の科目のみで実施されているが、全科目で実施されていない。 

 

［３-１７］健康科学研究科 

 本研究科は修士課程のみであるが、博士課程設置も視野に入れ、できるだけ多くの教員が博士

号を取得することが必要とされる。 

 

［３-１８］産業工学研究科 

生産工学専攻及び社会開発工学専攻において、大学院設置基準で定められた教員定数を満たし

ていない。 
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３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

［１］大学全体 

 テニュアトラック制度の成功を受け、2016年度から、大学教員としての育成を目的に若手を中

心に、原則的に特任教員 2種（Ｂ）(C-69)での採用をすることになった。 

総合的業績評価制度については、2014年度に平準化した基準を３年継続利用し、適宜見直しを

行う。教員の質向上並びに質確保に向けて、教員活動情報システム(C-70)で収集した教育改善デ

ータを活用し、大学運営本部と教育支援センターが連携を図り、FD活動と教育の質向上をさらに

進めていく。 

 教員研修については、2016 年度、教育支援センターで、フォローアップ研修の実効性の検証を

した。その結果、採用から数年経た教員を対象としたフォローアップ研修会の実施、あるいはキ

ャリアステージに応じた教員研修など継続的な研修プログラムを検討している。 

 

［２-２］政治経済学部 

 優秀な教員の採用については、学部における採用時面接の方法をより改善し、研究業績のみな

らず、担当予定科目のシラバスの解説、少人数教育に対する取り組みなどを評価することに力点

を置き、さらに「地域連携」「国際連携」の推進を担うことのできる人材を発掘できるよう努力を

することで、教育、研究の両面でバランスの取れた教員採用を行う。 

また、女性教員の登用について一定の効果を上げている（点検・評価の①参照）ため、今後もそ

れを継続する。 

 
［２-３］法学部 

教員組織の編制、採用・昇格候補者選考等に係る施策を引き続き実施するとともに、慣行によ

る部分の成文化を図る。 

 
［２-４］教養学部 

 総合的業績評価制度に関しては、2014 年度に全学的な平準化が行われたが、今後、2,3 年のう

ちに教養学部における評価ポイント等の見直しを行う予定である。 

 また、「総合的業績評価」にも活用される「教員活動情報システム（学内のみ公開）」（3-2-4-14）

に収集された各種の情報を活用し、引き続き教員の資質向上につなげていく。 

 
［２-５］体育学部 

変貌するスポーツ環境や教育及び関連業界の動向を踏まえ、新任教員の選定の際には学内外の

情報を広く収集し、全力を上げ、最適な人材を確保する。また、各教員が資質・向上に努め、研

究、教育及び学内外活動において現状通りの成果を維持し、組織的にもそれを支援していく。 
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［２-６］理学部 

引き続き、教員の募集・採用・昇格は「理学部教員資格審査基準」に則り適切に行い、理学部

が開講する専門科目の授業担当は博士号を有した教員が担当するようにする。 

 
［２-７］情報理工学部 

 教員組織編制の仕組みを維持する。総合的業績評価制度について、自己申告書の書式と業績オ

ンラインシステム間に項目の不整合があり、この実務的な手続きのより整合をはかるため、東海

大学総合的業績評価委員会との連携を強化する。 

 
［２-８］工学部 

教員の募集・採用と昇格、さらに総合的業績評価に関しては工学部が定めた内規や基準に則り、

適切に運用する。さらに 2016 年度秋学期より工学部教授会において毎回、教員のハラスメント防

止に関する啓発を行っており、継続して注意喚起を行う。 

 
［２-９］観光学部 

現状の教員配置において、国・公的機関や主要企業等との関係の強化・維持は、十分に学生教

育に活かされている（3-2-9-16）。この方針を持続することにより、学生の「学士力」並びに「社

会人基礎力」を醸成し、自律的な社会人を輩出することができていると考えられ、また良好な就

職状況を形成することも可能となった。今後 2020年度までは、この方針を維持し本学部の社会的

評価をさらに高めるために、実務経験を有する研究者教員へと教員の世代交代を図っていく。 
 
［２-１０］情報通信学部 

 教員採用の学部としての基準の透明性を維持し、より優秀な教員を確保して、最先端の ITの分

野の教育及び研究の拠点とする。 

 
［２-１１］海洋学部 

 教員の質向上並びに質確保に向けて、教員活動情報システム(3-2-11-12)で収集した教育改善デ

ータを活用し、海洋学部 FD 委員会等を中心として各教員が相互に教育改善データの参照をおこな

う環境を整備し FD活動と教育の質向上をさらに進めていく。 

 
［２-１２］医学部 

教育・研究・診療における様々な制度変更や環境変化により安定運営を継続することは極めて

困難な状況にある。いま以上に早期の情報収集とその情報を運営に反映させる体制を強化する。 

 
［２-１３］健康科学部 

 学科 FD研修会を継続し、教員の教育力向上を目標に活動していく。 
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［２-１４］経営学部 

 教育業績、学内・学外活動のさらなる活性化のために、教員活動情報の入力登録の推進、それ

を基にした業績評価を実施すべく、学部の総合的業績評価委員会を開催する。 
 
［２-１５］基盤工学部 

総合的業績評価システムを用いた教員評価は浸透してきている。近年、教育業績や学内外活動

の内容も変化してきており、業績評価システムの見直しを進めていく。また、研究環境を確保し、

研究業績を上げるための学部研修会を実施することにより、教育・研究の推進を図っていく。 
 

［２-１６］農学部 

 今後は、教員の質向上及び質確保に向けて平準化した総合的業績評価制度を適宜見直す必要が

ある。また、FD活動を一層活発化させていくためにも、各学科間での情報共有を進め、資質向上

のための意識を維持していく。 

 
［２-１７］国際文化学部 

 総合的業績評価の導入により、教育、研究、学内外活動について専任教員の目標設定が容易に

なり、成果の自己評価と所属長による評価の齟齬が回避できるようになった。 

 2016 年度より、評価基準を教授会で説明するなどしてその透明化を図ることにより、各教員が

戦略的に業務を遂行できるようにする。 

 
［２-１８］生物学部 

 本年度は、海洋生物科学科で定年退職に伴う30歳から40歳台の教員1名の採用人事が進められて

おり、また生物学科でも30歳から40歳台の教員を2名及び採用する予定である。これらの人事が完

了させることにより教員平均年齢も下がり、各学科内の運営が円滑に進むものと考えられる。。 
 
［３-２］総合理工学研究科 

「総合理工学研究科 教員資格審査・資格再審査に係わる基準」の運用から新たな問題点があ

れば、その抽出・改善を行う。 

 

［３-９］人間環境学研究科 

 本研究科の方針や教育の目的に取った教育研究が実践されている。そのために授業科目に適合

した教員が配置され、それらの資格についても明確に審査されているが、このことについて組織

的な検討を行っており、今後も引き続き大学院教授会や研究科内各種委員会で検討を行っていく。 

 
［３-１０］芸術学研究科 

 教員組織の構成については年度毎に再確認を行い、その適切性を維持させる。また、両専攻合

同で開催している「研究中間発表会」を活用した FDなどの組織的な活動についても、定期的な開

催を堅持し実効性を向上させる。 

Ⅱ-145Ⅱ-144



第３章 教員・教員組織 

 

 
146 

［３-１２］理学研究科 

 学部の教員採用の際には、修士課程研究指導補助教員以上の資格を有する者、あるいは将来資

格を得ると期待できる者を採用し、学部と大学院の連携が良くとれる教員組織を維持していく。 

 

［３-１３］工学研究科 

研究指導は大学内部だけではなく、外部機関による協力も得ながら他機関との連携体制を拡大

してゆく。 

 

［３-１４］情報通信学研究科 

 研究科の今後のさらなる発展をめざし、情報通信学部教員採用にあたって、従来以上に研究業

績や遂行能力を重視して、研究組織としての強靭化を図る。 

 
［３-１６］医学研究科 

 ファカルティ・デベロップメント活動を一層活発化させていくためにも、他部門との情報共有

を進め、定期的なセミナーなどを開催などと併せて資質向上のための意識を維持していく。 

 

［３-１７］健康科学研究科 

 研究指導教員の有資格者を増やすため、教員向け研究支援体制を充実させる。 

 

［３-１８］産業工学研究科 

 2016 年度秋学期及び 2017 年度春学期入学試験から募集停止となったため、現状を維持してい

く。 

 
［３-１９］農学研究科 

 総合農学研究所と連携して実施しているプロジェクト研究ならびに熊本県農業研究センターや

九州沖縄農業研究センターとの学術交流を積極的に継続して進めていく。 

 

［３-２１］理工学研究科 

2016年度より募集停止となったが、在学生が在籍中のため、現状を維持していく。 
 

② 改善すべき事項 

［１］大学全体 

教員の人事計画ほか、採用、降格など人事全般について審議する人事委員会について、「東海大

学教員人事委員会規程」を制定して規程化を図ることとなった。(エビデンス 学部長会議資料) 

大学院文学研究科英文学専攻博士課程後期における教員数については、2016年 4月に大学運営

本部高等教育室から研究科長へ状況を口頭で説明し、速やかに対応していただくことになった。

(産業工学研究科は、2017 年度より学生募集停止のため対応しない) 
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［２-１］文学部 

文学部フォーラムへの出席が少ない教員について、その理由を確認し、出席しやすい場所・日

程や、参加意欲を引き出すテーマを設定する。 

 
［２-３］法学部 

教員の資質向上に関し、例えばハラスメント防止に係る独自の啓発活動を行うなど、学部とし

ての取り組みを強化する。 

 

［２-５］体育学部 

本学部においては、研究セミナーを開催し、教員の研究力の資質向上に努めているが、出席状

況の芳しくない教員に対しては、積極的参加を促すように啓発する。 

 

［２-６］理学部 

 教員の年齢構成や資格構成の偏り、女性教員の人数の少なさを改善するため、毎年見直し、学

部案を大学執行部に提案する。 

 
［２-７］情報理工学部 

 専任教員の年齢構成の偏りの改善に向けて、若手の新任教員募集を計画する。 

 
［２-８］工学部 

学科専攻専任教員の年齢構成については徐々に全体的なバランスを保てるよう努めると共に、

2010年度の認証評価で改善を求められている学生数に対する工学部の一部学科専攻所属の専任・

特任教員数の充実についても、継続して大学・法人へ改善を要求する。 

 
［２-９］観光学部 

現在の准教授・講師である若手研究者教員の教育研究力の強化を図り、学部として研究業績の

蓄積を図るとともに、将来、大学院を担当できる教員層を厚くする方向で、若手教員の調査研究

時間の確保を図る。そのため教育研究以外の業務の簡素化などの諸施策を進める。また若手教員

の科研費の採択率を高めるためにも学部内での支援体制をさらに向上させる。一方、実務系教員

の経験を活かし大学院進学者の就職先にも目を配ることにより、大学院進学者の増加を図るとと

もに、学部の教員並びに学生全体の調査・研究実績を高める。今後重視される PA型教育の推進に

向けて、実務系教員によるフィールドワークを通しての研究活動をさらに充実させることも求め

られるとともに、若手研究者がこうした実践的研究にも参画しやすい環境を整備していく。 

 
［２-１０］情報通信学部 

退職教員の後継に優秀な中堅・若手を採用することにより順次若返りを図っていく。 
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［２-１２］医学部 

医師不足は一朝一夕に解決するものではないが、専門研修制度の導入などを契機に、大学に人

材が集まる状況を構築する。当面の医師不足対策の一つとして、定年退職後も特任教員として継

続雇用を実施し、この間に必要な人員を確保する。 

 

［２-１３］健康科学部 

看護学科においては、看護系大学の急増に伴う移動が多い現実はあるものの、より魅力的な働

きがいのある組織作りにむけて、面談等を行い、教員の意見等を引き出す機会を設けていく。そ

れにより、退職希望者の減少に結び付けたい。 

研究活動を活性化するために、看護学科では、大学で計画されている国内・外長期研究留学研

究派遣計画(Ｃ)（3-2-13-19 第２条（３））を教員が計画的に取得できるようにする。社会福祉学

科では、昇格選考基準を充足しないまま、長きにわたって昇格せずに経過している教員に対して、

研究業績等を積み上げていくよう、意識づけしていく。具体的には、学科会議等の場において、

総合的業績評価の構成要素と評価基準を教員に示し、研究・教育・社会活動のバランスの重要性

を強調する。また、個々の教員に対しては、共同研究の推進、比較的獲得しやすい研究費の申請

を促し、研究活動への取り組みを促していく。 
 
［２-１４］経営学部 

研究領域が学部教育の分野と合致しているか、教育の分野において十分な情熱と見識を持って

いるか、他の学部教員との協調性を見込めるかどうかを、適正に判断していく。学部長、学科主

任、教務委員を始めとする複数の教員の参加のもとに、以上の諸点の検証と改善実施を進めるた

めの学部執行部の会議を年に複数回開催するとともに、教員採用に関しては、PROGテスト、面接

審査を実施し、今後も適切な人材の確保を図る。 

総合的業績評価で、特に研究分野の点数が低い教員には、学部の総合的業績評価委員会より、

指導、助言を行っていく。 

 
［２-１５］基盤工学部 

産業工学研究科の廃止に伴い、学部教育に重点を置いた教育分野の業績評価項目に修正してい

く。同様に、学内外活動分野の業績評価内規も修正する。 

医療福祉工学科は 2016年度末に 2名の教員が定年退職する。教員の年齢構成を是正するために

は、40 代から 50 代前半の教員を採用する必要がある。両学科とも文部科学省の教員定員は満た

しているが、教育の質の維持・向上を目指すために、両学科ともにあと１名の教員確保について、

教員人事担当部署と相談する機会をもつ。 
 
［２-１６］農学部 

 教員の年齢構成にアンバランスが生じている学科では、教員採用の機会に是正することを検討

する。 
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［２-１７］国際文化学部 

１）教員の年齢構成が高齢化しているので、特任教員採用を戦略的に活用することにより、学部

全体の教員年齢構成の低年齢化を図る。 

２）専任教員による研究活動の活発化により、研究成果の向上を目指すとともに、研究力が強化

される結果、授業においても最新の研究成果を取り入れることにより、専門教育に対する学生

の満足度を改善する。 

３）研究費の傾斜配分を導入し、研究活動を活発に行っている教員にはインセンティブを付与し、

逆に研究活動が活発でない教員には指導を行う。 

 

［２-１８］生物学部 

 今後、現存の教員の研究活動を活発化させ円滑な昇格を図るため、各種委員会委員や附属高校

での学科説明会、オープンキャンパス担当などの割り当てによる負担を考慮して学科運営を行う。 

 
［３-２］総合理工学研究科 

 教員数の増加をめざし、理学研究科、工学研究科、海洋学研究科等、修士課程各研究科との連

携を密にする。 

 
［３-３］地球環境科学研究科 

役職者や高齢者の研究業績の減少に関して，教員資格再審査について、２度の不適によって資

格を喪失するが、本件についてはその必要性について大学全体として検討する必要がある。現在、

総合理工学研究科，生物科学研究科，地球環境科学研究科の３研究科の科長間では、この件につ

いて審議中である。 

 
［３-５］文学研究科 

研究指導補助教員について、英文学専攻の博士課程後期において設置基準上の必要専任教員数

が 1名不足している。本件については 2016年 4月に大学運営本部高等教育室から文学研究科長へ

速やかな対応を促されたことを受け、後任人事候補者が 2016年度中に研究業績に関わる資格要件

を満たすべく勧奨を行っている。今年度末の業績登録結果を見据え、早急に後任人事を進めるこ

とを関係部署と申し合わせている。 

 
［３-６］政治学研究科 

学生に対するアンケートを実施することを前提として、どのような形式でのアンケートを実施

するのが適切であるかを研究科連絡会議で検討のうえ、アンケートの素案を作成し、研究科教授

会で検討のうえ結論を出す。 

 
［３-７］経済学研究科 

未開講となっている科目を担当できる適任者と、特任教授担当科目の後任者を次年度以降で新

たに研究科担当となる経済学科及び経営学科教員の中から選出するとともに、両学科で新規に採
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用される教員も、人事の視野に入れて教員組織の充足を図っていく。 

 

［３-８］法学研究科 

今年度から来年度にかけて、法科大学院からの教員の異動及び、学部所属教員の昇格等を通じ

て、できる限り、研究指導教員資格をもつ教員がいない分野や担当教員のいない分野を解消する

ことを予定している。 

 
［３-１２］理学研究科 

各専攻での女性教員数が少ないことを是正するため、女性教員の割合を年次計画で改善する。 
 
［３-１４］情報通信学研究科 

 研究科独自施策として、研究活動に対する奨励金や研究費等の傾斜配算など、研究活動に対す

るインセンティブを高め、大学院研究資格を有していない者の資格獲得につなげる。 

 

［３-１６］医学研究科 

授業についてのアンケートを先行して実施している科目の取組を 他の科目にも拡大を図る。 

 

［３-１７］健康科学研究科 

 博士号取得者を増やすため、教員向け研究支援体制を充実させる。 

 

［３-１８］産業工学研究科 

 本研究科は、2016 年度秋学期及び 2017 年度春学期入学試験から募集停止のため、2017 年度の

入学者はいなくなり、2017 年度の情報工学専攻の学生が修了した後、廃止の手続きを取る予定で

ある。2016年度、2017年度には、生産工学専攻と社会開発工学専攻では、座学の授業がなくなる。

そのため、定員未充足のまま研究科廃止を迎える。 

 

４．根拠資料 

［１］大学全体 

C-1 東海大学学則 (既出 A-5) 

C-2 東海大学大学院学則 (既出 A-7) 

C-3 東海大学専門職大学院学則 (既出 A-9) 

C-4 東海大学教員資格審査基準 

C-5 学校法人東海大学における高等教育の教育目標及び教育方針 

C-6 東海大学大学院教員資格審査基準 

C-7 東海大学オフィシャルサイト 教育及び研究に携わる者の行動指針 

 http://www.u-tokai.ac.jp/effort/compliance/action.html 

C-8 教職員手帳 
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C-9 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル） 

C-10 東海大学副学長及び学長補佐の職務に関する規程 

C-11 学校法人東海大学組織及び業務分掌規程 

C-12 東海大学学部教授会規程 

C-13 東海大学大学院研究科教授会規程 

C-14 東海大学専門職大学院研究科教授会規程 

C-15 東海大学常任教務委員会規程 

C-16 東海大学教務委員会規程 

C-17 東海大学学部常任ＦＤ委員会規程 

C-18 東海大学大学院常任ＦＤ委員会規程 

C-19 東海大学専門職大学院実務法学研究科ＦＤ委員会規程 

C-20 東海大学常任広報委員会規程 

C-21 東海大学学部等広報委員会規程 

C-22 東海大学学部等評価委員会設置規程 

C-23 東海大学大学院研究科評価委員会設置規程 

C-24 東海大学専門職大学院研究科評価委員会設置規程 

C-25 東海大学学部長会議規程 

C-26 東海大学大学院運営委員会規程 

C-27 東海大学専門職大学院運営委員会規程 

C-28 東海大学教育審議会規程 

C-29 東海大学組織図 

C-30 東海大学教養教育運営委員会規程 

C-31 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織 

C-32 大学基礎データ 2016 表 21-2_専任教員年齢構成 

C-33 大学基礎データ 2015 表 3_開設授業科目における専兼比率 

C-34 教員人事計画 

C-35 東海大学大学院教員資格再審査基準 全学共通の枠組み 

C-36 大学院教員資格審査資料 

C-37 学校法人東海大学教職員任用規程 

C-38 東海大学教員資格審査委員会規程 

C-39 学校法人東海大学教職員定年規程  

C-40 本学の教育・研究活動に対する貢献についてのアンケート 

C-41 東海大学大学院実務法学研究科の学生募集停止について 

C-42 東海大学総合的業績評価規程 

C-43 東海大学総合的業績評価制度運用基準 

C-44 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程 

C-45 大学運営本部研修会 

C-46 2014 年度東海大学教育研究年報 FD活動 
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C-47 授業アンケート実施率集計結果（サンプル） 

C-48 Ｔｅａｃｈｉｎｇ Ａｗａｒｄ小冊子 

C-49 東海大学新聞記事（2016 年 5月 1日号） 

 http://www.tokainewspress.com/view.php?d=1180 

C-50 教育支援センターＷｅｂページ Teaching Award 

 http://www.esc.u-tokai.ac.jp/ta.html 

C-51 2014 年度新任教員大学説明会資料（プログラム） 

C-52 2014 年度フォローアップ研修会資料（プログラム） 

C-53 東海大学教育支援センターＷＥＢページ ＦＤ活動 講演会・研修会 

 http://www.esc.u-tokai.ac.jp/lecture.html 

C-54 2015 年度第 1回ＦＤ研修会資料 

C-55 2015 年度第 2回ＦＤ研修会資料 

C-56 2015 年度第 1回グローバル推進セミナー 

C-57 2015 年度第 2回グローバル推進セミナー 

C-58 2015 年度第 3回ＦＤ・ＳＤ研修会 

C-59 2016 年度第 1回ＦＤ・ＳＤ研修会 

C-60 2016 年度 FD活動計画書（学部） 

C-61 2016 年度 FD活動計画書（大学院） 

C-62 第 1回研究推進セミナー・「研究活動に関する説明会」開催について 

C-63 2015 年度 FD活動報告書（学部） 

C-64 2015 年度 FD活動報告書（大学院） 

C-65 研究推進セミナー・研究活動に関する説明会 

C-66 東海大学オフィシャルサイト テニュアトラック制度 

 http://www.u-tokai.ac.jp/effort/activity/tenure/ 

C-67 2014 年度総合的業績評価委員会活動報告 

C-68 2015 年度フォローアップ研修会参加者アンケート（無記名版） 

C-69 人事計画についての学長指示 

C-70 東海大学教員活動情報登録規程 

C-71 教員活動情報検索 

 https://www24.tsc.u-tokai.ac.jp/kyn/!kyk0010 

C-72 過去５年間の教育業績(2011-2015) 

C-73 教員活動情報システム画面 

 

［２-１］文学部 

3-2-1-1 文学部新規採用人事手続きに関する内規 

3-2-1-2 文学部昇格人事に関する内規 

3-2-1-3 学科・専門領域等による教員構成表（既出 C-9） 

3-2-1-4 東海大学学部教授会規程（既出 C-12） 
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3-2-1-5 各種委員会規程（既出 C-15, 16, 17, 20, 21, 22） 

3-2-1-6 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31 ） 

3-2-1-7 教員人事計画（既出 C-34） 

3-2-1-8 東海大学文学部人事委員会内規 

3-2-1-9 文学部における総合的業績評価に関する内規 

3-2-1-10 東海大学文学部 FD委員会内規 

3-2-1-11 2015年度 FD活動報告書（学部）（既出 C-63） 

 
［２-２］政治経済学部 

3-2-2-1 東海大学学則（既出 A-5） 

3-2-2-2 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-2-3 政治経済学部教員昇格基準 

3-2-2-4 政治学科教員公募書類 

3-2-2-5 経済学科教員公募書類 

3-2-2-6 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 

3-2-2-7 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-2-8 大学基礎データ 2016 表 21-2_専任教員年齢構成（既出 C-32） 

3-2-2-9 政治経済学部総合的業績評価内規 

3-2-2-10 2016年度 FD活動計画書（学部）（既出 C-60） 

3-2-2-11 2016年度第 3回政治経済学部教授会議事録（抜粋） 

3-2-2-12 東海大学 POKET DATA 2016_教員数 

 

［２-３］法学部 

3-2-3-1 学校法人東海大学教職員任用規程（既出 C-37） 

3-2-3-2 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-3-3 法学部「人事に関する内規」 

3-2-3-4 東海大学大学院法学研究科大学院教員資格審査基準内規 

3-2-3-5 東海大学学則（既出 A-5） 

3-2-3-6 法学部教員構成表（サンプル） 

3-2-3-7 「2015年度 学部内諸委員」（既出 1-2-3-5） 

3-2-3-8 法学部「教員推移表」（サンプル） 

3-2-3-9 東海大学総合的業績評価制度運用基準（既出 C-43） 

3-2-3-10 ハラスメント防止 講習会 2015 

3-2-3-11 国内外研究派遣計画 C計画「帰国届出書」 

 

［２-４］教養学部 

3-2-4-1 東海大学学則（第 1条の２、別表１）（既出 A-6） 

3-2-4-2 教養学部教員資格審査基準【実地調査時閲覧資料】  
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3-2-4-3 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-4-4 教員構成表（教養学部 個人情報処理済み） 

3-2-4-5 東海大学学部教授会規程（既出 C-12） 

3-2-4-6 学校法人東海大学教職員任用規程（既出 C-37） 

3-2-4-7 東海大学教員資格審査委員会規程（既出 C-38） 

3-2-4-8 総合的業績評価制度運用基準 （既出 C-43） 

3-2-4-9 教養学部総合的業績評価内規 

3-2-4-10 教員資格審査委員会（既出 C-38） 

3-2-4-11 教養学部 FD検討会議 議事録（既出 1-2-4-8） 

3-2-4-12 授業アンケート実施率集計結果（サンプル）（既出 C-47） 

3-2-4-13 大学運営研修会（既出 C-45） 

3-2-4-14 教員活動情報システム（既出 C-73） 

 

［２-５］体育学部 

3-2-5-1 東海大学学則（既出 A-5） 

3-2-5-2 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-5-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-5-4 学科目・専門領域等による教員構成表(体育学部) 

3-2-5-5 教員人事計画（既出 C-34） 

3-2-5-6 東海大学体育学部組織・構造要覧【実地調査時閲覧資料】 

3-2-5-7 学校法人東海大学教職員任用規程（既出 C-37） 

3-2-5-8 東海大学教員資格審査委員会規程（既出 C-38） 

3-2-5-9 体育学部 主任・副主任会 議案書  

3-2-5-10 人事委員会 議案書（体育学部） 

3-2-5-11 体育学部総合的業績評価内規 

3-2-5-12 2014年度新任教員大学説明会資料（プログラム）（既出 C-51）  

3-2-5-13 2014年度新任教員フォローアップ研修会資料（プログラム）（既出 C-52） 

3-2-5-14 「授業についてのアンケート」教員所属学部別総合評価の推移（体育学部） 

3-2-5-15 2015年度ティーチング・アワード受賞対象者推薦書（体育学部） 

3-2-5-16 学部研究セミナー開催案内（体育学部） 

3-2-5-17 研究業績目録（現職）（体育学部） 

3-2-5-18 平成 28年度 科学研究費助成事業申請件数一覧（体育学部） 

3-2-5-19 TOKAI SPORTS NEWS! 

 

［２-６］理学部 

3-2-6-1 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-6-2 理学部教員資格審査基準【実地調査時閲覧資料】 

3-2-6-3 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 
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3-2-6-4 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-6-5 東海大学オフィシャルサイト 理学部 

 http://www.u-tokai.ac.jp/academics/undergraduate/science/ 

3-2-6-6 2015年度 FD活動報告書（学部）（既出 C-63） 

3-2-6-7 2016年度第 1回理学部・理学研究科 FD 合同研究会 

 
［２-７］情報理工学部 

3-2-7-1 学校法人東海大学教職員任用規程（既出 C-37） 

3-2-7-2 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-7-3 東海大学情報理工学部教員資格審査基準内規 

3-2-7-4 東海大学学則（既出 A-5） 

3-2-7-5 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 

3-2-7-6 東海大学学部教授会規程（既出 C-12） 

3-2-7-7 情報理工学部各種委員 

3-2-7-8 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-7-9 情報理工学部情報科学科シラバス概要（2016年度） 

 http://www.tsc.u-tokai.ac.jp/risyuu_syllabus/20163041DI.html 

3-2-7-10 情報理工学部コンピュータ応用工学科シラバス概要（2016年度） 

 http://www.tsc.u-tokai.ac.jp/risyuu_syllabus/20163041DA.html 

3-2-7-11 東海大学情報理工学部情報科学科オフィシャルサイト 

 http://www.u-tokai.ac.jp/staff/academics/MDEwMDA3 

3-2-7-12 東海大学情報理工学部コンピュータ応用工学科オフィシャルサイト 

 http://www.u-tokai.ac.jp/staff/academics/MDEwMDEw 

3-2-7-13 DI2016年度担当科目教室会議決定版 160128 

3-2-7-14 DA2016年度担当科目教室会議決定版 

3-2-7-15 東海大学総合的業績評価規程（既出 C-42） 

3-2-7-16 東海大学総合的業績評価制度運用基準（既出 C-43） 

3-2-7-17 情報理工学部総合的業績評価内規 

3-2-7-18 東海大学教育支援センターホームページ FD講演会・研修会（既出 C-53） 

3-2-7-19 2015年度 FD活動報告書（学部）（既出 C-63） 

3-2-7-20 授業アンケート実施率集計結果（サンプル）（既出 C-47） 

3-2-7-21 東海大学教育支援センターホームページ ミニッツペーパー 

 http://www.esc.u-tokai.ac.jp/minutes.html 

3-2-7-22 東海大学教育支援センターホームページ 授業公開 

http://www.esc.u-tokai.ac.jp/demonstration.html 

3-2-7-23 新任教員大学説明会・新任教員フォローアップ研修会（既出 A-103） 
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［２-８］工学部 

3-2-8-1 東海大学学則（既出 A-5） 

3-2-8-2 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-8-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-8-4 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 

3-2-8-5 大大学基礎データ 2015 表 3_開設授業科目における専兼比率（既出 C-33） 

3-2-8-6 学校法人東海大学教職員任用規程（既出 C-37） 

3-2-8-7 東海大学教員資格審査委員会規程（既出 C-38） 

3-2-8-8 東海大学工学部教員審査内規 

3-2-8-9 東海大学教員活動情報登録規定（既出 C-70） 

3-2-8-10 東海大学総合的業績評価規程（既出 C-42） 

3-2-8-11 東海大学総合的業績評価制度運用基準（既出 C-43） 

3-2-8-12 工学部教員活動情報登録内規 

3-2-8-13 工学部総合的業績評価内規 

3-2-8-14 工学部 FD 研修会「初年次学生アクティブ・ラーニング」配付資料 

3-2-8-15 2015年度学部等研究教育補助金に関する報告書（全体）（工学部） 

 

［２-９］観光学部 

3-2-9-1 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4) 

3-2-9-2 東海大学観光学部人事委員会規程（内規） 

3-2-9-3 観光学部教員昇格基準内規（施行 2013.4.1） 

3-2-9-4 観光学部教員構成表（分野別） 

3-2-9-5 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-9-6 観光学部総合的業績評価記録表 

3-2-9-7 「平成 27年度ＦＤ推進ワークショップ（新任専任教員向け）」開催報告  日本私立大学

連

盟 http://www.shidairen.or.jp/blog/info_c/conference_training_c/conference_c/2015/08/1

2/17917 

3-2-9-8 高大接続改革実行プラン （私大連『大学時報』362号 2015.5）  

3-2-9-9 観光学実習研修参加者数  

3-2-9-10 2015年度丹沢湘南観光交流フォーラム_A4判チラシ  

3-2-9-11 2015年度トコラボ・シンポジウム_A4判チラシ_ver4_web用  

3-2-9-12 20160401_東海大学新聞（学生制作ビデオ上映会）  

3-2-9-13 平塚駅周辺の魅力を紹介するマップを制作｜東海大学  

3-2-9-14 2015年度 学部等研究教育補助金計画・成果報告書（目的限定型）（長野県山ノ内町）  

3-2-9-15 就職決定状況（2013 ｰ 2015年度）(既出 1-2-9-5) 

3-2-9-16 2012-2016_観光学部インターンシップ参加者数(既出 1-2-9-6) 
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［２-１０］情報通信学部 

3-2-10-1 東海大学学則(既出 A-5) 

3-2-10-2 東海大学教員資格審査基準(既出 C-4) 

3-2-10-3 東海大学情報通信学部教員資格審査基準内規  

3-2-10-4 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）(既出 C-9) 

3-2-10-5 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-10-6 東海大学学部教授会規程(既出 C-12) 

3-2-10-7 東海大学教務委員会規程(既出 C-16) 

3-2-10-8 東海大学学部常任ＦＤ委員会規程 (既出 C-17) 

3-2-10-9 東海大学学部等広報委員会規程(既出 C-21) 

3-2-10-10 東海大学学部等評価委員会設置規程(既出 C-22) 

3-2-10-11 2016 年度情報通信学研究科・情報通信学部各種委員一覧(既出 1-2-10-7) 

3-2-10-12 教員人事計画(既出 C-34) 

3-2-10-13 大学基礎データ 2015 表 3_開設授業科目における専兼比率 

3-2-10-14 学校法人東海大学教職員任用規程(既出 C-37) 

3-2-10-15 東海大学教員資格審査委員会規程(既出 C-38) 

3-2-10-16 大学基礎データ 2016 表 21-2_専任教員年齢構成(既出 C-32) 

3-2-10-17 東海大学総合的業績評価規程(既出 C-42) 

3-2-10-18 東海大学情報通信学部教員活動情報登録内規 

3-2-10-19 東海大学情報通信学部総合的業績評価内規 

3-2-10-20 2015 年度 FD活動報告書（学部）(既出 C-63) 

 

［２-１１］海洋学部 

3-2-11-1 東海大学学則（既出 A-5） 

3-2-11-2 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-11-3 海洋学部教員資格審査基準（内規） 

3-2-11-4 学校法人東海大学組織及び業務分掌規程（既出 C-11） 

3-2-11-5 東海大学学部教授会規程（既出 C-12） 

3-2-11-6 東海大学常任教務委員会規程（既出 C-16） 

3-2-11-7 東海大学学部常任 FD 委員会規程（既出 C-17） 

3-2-11-8 海洋学部 FD委員会内規 

3-2-11-9 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織(既出 C-31) 

3-2-11-10 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9) 

3-1-11-11 大学基礎データ 2015 表 3_開設授業科目における専兼比率（既出 C-33） 

3-1-11-12 学校法人東海大学教職員任用規程(既出 C-37) 

3-1-11-13 東海大学教員資格審査委員会規程（既出 C-38） 

3-2-11-14 2015 年度 FD活動報告書（学部）（既出 C-63） 

3-2-11-15 東海大学総合的業績評価規程（既出 C-42） 
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3-2-11-16 海洋学部総合的業績評価内規 

 
［２-１２］医学部 

3-2-12-1 東海大学医学部教員組織に関する規程 

3-2-12-2 医学部教員採用・昇格候補者選考細則 

3-2-12-3 医学部教員・医師評価システム要項 

3-2-12-4 2015年度第１回_医学部教員人事委員会議事録 

3-2-12-5 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-12-6 医学部教授候補者選考に関する内規 

3-2-12-7 臨床教授候補者選考に関する内規 

3-2-12-8 医学部教授候補者選考委員会内規 

3-2-12-9 医学部准教授・講師・助教採用及び昇格候補者選考に関する内規 

3-2-12-10 2015 年度 FD活動報告書（学部）（既出 C-63） 

 

［２-１３］健康科学部 

3-2-13-1 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-13-2 看護学科教員採用・昇格選考基準内規 

3-2-13-3 社会福祉学科教員採用・昇格選考基準内規 

3-2-13-4 学科目・専門領域等による教員構成表（健康科学部） 

3-2-13-5 東海大学教授会規程（既出 C-12） 

3-2-13-6 東海大学常任教務委員会規程（既出 C-15） 

3-2-13-7 東海大学教務委員会規程（既出 C-16） 

3-2-13-8 健康科学部委員会名簿  

3-2-13-9 保健師助産師看護師学校養成所指定規則  

3-2-13-10 東海大学教員資格審査委員会規程（既出 C-38） 

3-2-13-11 健康科学部総合的業績評価内規 

3-2-13-12 健康科学部総合的業績評価内規・別表 

3-2-13-13 2015 年度 FD活動報告書（学部）(既出 C-63) 

3-2-13-14 新任教員大学説明会・新任教員フォローアップ研修会（既出 A-103） 

3-2-13-15 健康科学部 総合的業績評価結果（前年度比較） 

3-2-13-16 東海大学国内・外研究派遣計画運用規程  

 

［２-１４］経営学部 

3-2-14-1 東海大学経営学部教員資格審査基準内規 

3-2-14-2 教員構成表（経営学科・観光ビジネス学科） 

3-2-14-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-14-4 大学基礎データ 2016 表 21-2_専任教員年齢構成（既出 C-32） 

3-2-14-5 学校法人東海大学教職員任用規程（既出 C-37） 
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3-2-14-6 学校法人東海大学教職員任用規程細則 

3-2-14-7 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-14-8 東海大学教員資格審査委員会規程（既出 C-38） 

3-2-14-9 JREC-IN Portal - 科学技術振興機構 

 https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop 

3-2-14-10 東海大学総合的業績評価制度運用基準（既出 C-43） 

3-2-14-11 経営学部教員活動情報登録内規 

3-2-14-12 経営学部総合的業績評価内規 

3-2-14-13 2015 年度 FD活動報告書（学部）（既出 C-63） 

3-2-14-14 東海大学学部教授会規程（既出 C-12） 

 

［２-１５］基盤工学部 

3-2-15-1 東海大学学則（既出 A-5） 

3-2-15-2 東海大学大学院学則（既出 A-7） 

3-2-15-3 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-15-4 学科目・専門領域等による教員構成表 基盤工学部 

3-2-15-5 東海大学学部教授会規程（既出 C-12） 

3-2-15-6 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-15-7 人材データベース 

 https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop 

3-2-15-8 関係学会のホームページ  

 電子情報通信学会 https://www.ieice.org/jpn/ 

 電気学会 http://www.iee.jp/ 

 日本臨床工学技士会 http://www.ja-ces.or.jp/ce/ 

 情報処理学会 https://www.ipsj.or.jp/ 

3-2-15-9 学校法人東海大学教職員定年規程（既出 C-39） 

3-2-15-10 総合的業績評価制度（既出 C-42） 

3-2-15-11 基盤工学部総合的業績評価内規 

3-2-15-12 2015 年度 FD活動報告書（学部）（既出 C-63） 

3-2-15-13 2015 年度授業公開一覧表 

3-2-15-14 授業評価アンケート結果 実施結果 

 

［２-１６］農学部 

3-2-16-1 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-2-16-2 東海大学学則 (既出 A-5) 

3-2-16-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-2-16-4 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 

3-2-16-5 東海大学学部教授会規程（既出 C-12） 
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3-2-16-6 学校法人東海大学教職員任用規程（既出 C-37） 

3-2-16-7 東海大学教員資格審査委員会規程（既出 C-38） 

3-2-16-8 東海大学総合的業績評価規程（既出 C-42） 

3-2-16-9 東海大学総合的業績評価制度運用基準（既出 C-43） 

3-2-16-10 東海大学教員活動情報登録規程（既出 C-70） 

3-2-16-11 2015 年度 FD活動報告書（学部）（既出 C-63） 

3-2-16-12 2016 年度 FD活動計画書（学部）（既出 C-60） 

3-2-16-13 授業評価アンケート結果 実施結果 

 

［２-１７］国際文化学部 

3-2-17-1 東海大学学則(既出 A-5) 

3-2-17-2 東海大学教員資格審査基準(既出 C-4) 

3-2-17-3 国際文化学部総合的業績評価内規 

3-2-17-4 国際文化学部・業績区分及び評価ポイント 

3-2-17-5 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 

3-2-17-6 国際文化学部主任会議議題(サンプル) 

3-2-17-7 2016年度東海大学札幌キャンパス委員会【札幌キャンパス付置】（案） 

3-2-17-8 国際文化学部教授会議題(サンプル) 

3-2-17-9 国際文化学部国際コミュニケーション学科及びデザイン文化学科会議議題(サンプル) 

3-2-17-10 学部、学科案内 GUIDE BOOK 国際文化学部（既出 A-100） 

3-2-17-11 学校法人東海大学教職員任用規程(既出 C-37) 

3-2-17-12 東海大学教員資格審査委員会規程(既出 C-38) 

3-2-17-13 東海大学国際文化学部教員活動情報登録内規 

3-2-17-14 2016 年度札幌キャンパス各種委員一覧 

3-2-17-15 東海大学国際文化学部・業績区分および評価ポイント 

3-2-17-16 大学基準協会改善報告書の検討結果について(学部長会議配布資料) 

 

［２-１８］生物学部 

3-2-18-1 東海大学学則(既出 A-5) 

3-2-18-2 東海大学教員資格審査基準 (既出 C-4) 

3-2-18-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織(既出 C-31) 

3-2-18-4 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 

3-2-18-5 東海大学学部教授会規程（既出 C-12） 

3-2-18-6 大学基礎データ 2016 新表 4_学部・学科、大学院研究科、専門職大学院等の学生定

員及び在籍学生数 

3-2-18-7 東海大学総合的業績評価規程 (既出 C-42) 

3-2-18-8 東海大学総合的業績評価制度運用基準 (既出 C-43) 

3-2-18-9 2015年度第 1回ＦＤ研修会資料(既出 C-54) 
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［３-１］実務法学研究科 

3-3-1-1 東海大学専門職大学院学則（既出 A-9） 

3-3-1-2 実務法学研究科人事に関する内規 

3-3-1-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-1-4 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 

3-3-1-5 学校法人東海大学教職員任用規程（既出 C-37） 

3-3-1-6 東海大学教員資格審査委員会規程(既出 C-38) 

3-3-1-7 東海大学教員資格審査基準(既出 C-4) 

3-3-1-8 実務法学研究科総合的業績評価内規  

 

［３-２］総合理工学研究科 

3-3-2-1 東海大学大学院学則（既出 A-7） 

3-3-2-2 東海大学教員資格審査基準(既出 C-4)  

3-3-2-3 東海大学大学院教員資格審査基準(既出 C-6) 

3-3-2-4 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規定(既出 C-44) 

3-3-2-5 総合理工学研究科 教員資格審査・資格再審査に係わる基準 

3-3-2-6 東海大学大学院要項（Ⅰ）（既出 A-36） 

3-3-2-7 総合理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科規程 

3-3-2-8 大学院研究指導教員資格再審査基準 全学共通の枠組み(既出 C-35) 

3-3-2-9 2015年度 FD活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

3-3-2-10 2016年度 FD活動計画書（大学院）（既出 C-61） 

 

［３-３］地球環境科学研究科 

3-3-3-1 東海大学地球環境科学研究科大学院教員資格審査基準内規 

3-3-3-2 東海大学地球環境科学研究科研究指導教員再審査基準 

3-3-3-3 2016年度東海大学大学院要項（Ⅰ）（既出 A-36） 

3-3-3-4 地球環境科学研究科 MS シート 

3-3-3-5 2016年度 FD活動計画書（地球環境科学研究科）（既出 C-61） 

 

［３-４］生物科学研究科 

3-3-4-1 東海大学大学院教員資格審査基準(既出 C-6) 

3-3-4-2 東海大学生物科学研究科大学院教員資格審査基準 内規 

3-3-4-3 学校法人東海大学組織及び業務分掌規程(既出 C-11) 

3-3-4-4 東海大学大学院研究科教授会規程(既出 C-13) 

3-3-4-5 東海大学教務委員会規程(既出 C-16) 

3-3-4-6 東海大学大学院常任ＦＤ委員会規程(既出 C-18) 

3-3-4-7 東海大学大学院研究科評価委員会設置規程(既出 C-23) 

3-3-4-8 2016年度東海大学大学院要項（I）(既出 A-36) 
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3-3-4-9 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織(既出 C-31) 

3-3-4-10 大学院教員審査資料(既出 C-36) 

3-3-4-11 東海大学総合的業績評価規程(既出 C-42) 

3-3-4-12 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程(既出 C-44) 

3-3-4-13 東海大学大学院生物科学研究科研究指導教員資格再審査内規 

3-3-4-14 ミッション・シェアリング・シート（ＭＳシート）サンプル（既出 A-17） 

 

［３-５］文学研究科 

3-3-5-1 東海大学大学院文学研究科教員資格審査基準内規 

3-3-5-2 東海大学大学院研究科教授会規程（既出 C-13） 

3-3-5-3 各種委員会規程（既出 C-15,16,18,20,23） 

3-3-5-4 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-29） 

3-3-5-5 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-42） 

3-3-5-6 大学院研究指導教員資格再審査基準 全学共通の枠組み（既出 C-32） 

3-3-5-7 文学研究科研究指導教員資格再審査基準 

3-3-5-8 2016年度 FD活動計画書（大学院）（既出 C-61） 

3-3-5-9 2015年度 FD活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

 

［３-６］政治学研究科 

3-3-6-1 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-6-2 東海大学大学院政治学研究科教員資格審査内規 

3-3-6-3 2016年度政治経済学部・研究科各種委員一覧 

3-3-6-4 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-6-5 東海大学大学院学則（既出 A-7） 

3-3-6-6 東海大学大学院研究指導教員資格再審査基準 全学共通の枠組み（既出 C-35） 

3-3-6-7 大学院教員資格審査資料（既出 C-36） 

3-3-6-8 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-6-9 東海大学大学院政治学研究科指導教員資格再審査規程 

3-3-6-10 2016年度ＦＤ活動計画書（大学院）（既出 C-61） 

3-3-6-11 2015年度ＦＤ活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

 

［３-７］経済学研究科 

3-3-7-1 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-7-2 東海大学大学院経済学研究科大学院教員資格審査内規 

3-3-7-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-7-4 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-7-5 東海大学大学院経済学研究科指導教員資格再審査基準 

3-3-7-6 2016年度 FD活動計画書（大学院）（既出 C-61） 
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［３-８］法学研究科 

3-3-8-1 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-8-2 東海大学大学院法学研究科大学院教員資格審査基準内規 

3-3-8-3 学科目・専門領域等による教員構成表（サンプル）（既出 C-9） 

3-3-8-4 東海大学大学院研究科教授会規程（既出 C-13） 

3-3-8-5 2016年度 学部選任学内諸委員 2016年度 学部内諸委員 

3-3-8-6 2016年度東海大学大学院要項（Ⅱ）（既出 A-37） 

3-3-8-7 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-8-8 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-8-9 法学研究科研究指導資格再審査基準 

3-3-8-10 東海大学大学院法学研究科 FD委員会内規 

3-3-8-11 2016年度 FD活動計画書（大学院）（既出 C-61） 

3-3-8-12  2013年度第 7回法学部教授会の開催について（通知）〔一部略〕 

 

［３-９］人間環境学研究科 

3-3-9-1 東海大学大学院学則（第 1条の２、別表１）（既出 A-7） 

3-3-9-2 東海大学大学院資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-9-3 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規定（既出 C-44） 

3-3-9-4 人間環境学研究科教員資格審査基準 

3-3-9-5 人間環境学研究科大学院教員資格審査基準内規 

3-3-9-6 人間環境学研究科研究指導教員資格再審査規定 

3-3-9-7 人間環境学研究科研究指導補助教員資格再審査基準内規 

3-3-9-8 2016年度大学院要項Ⅱ（既出 A-37） 

3-3-9-9 東海大学総合的業績評価制度運用基準(既出 C-43) 

3-3-9-10 参考意見記入用紙 

 

［３-１０］芸術学研究科 

3-3-10-1 東海大学大学院学則（既出 C-2） 

3-3-10-2 東海大学大学院教員資格審査基準 (既出 C-6) 

3-3-10-3 学科目・専門領域等による教員構成表（芸術学研究科） 

3-3-10-4 2016年度東海大学大学院要項（Ⅱ）（既出 A-37） 

3-3-10-5 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-10-6 東海大学大学院教員資格再審査基準（既出 C-35） 

3-3-10-7 芸術学研究科指導教員資格再審査基準 

3-3-10-8 芸術学研究科研究指導教員再審査委員会規程 

3-3-10-9 大学院教員資格審査資料（既出 C-36） 

3-3-10-10 2016 年度春学期 研究中間発表会開催通知 

3-3-10-11 研究中間発表会評価シート 
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［３-１１］体育学研究科 

3-3-11-1 東海大学大学院学則（既出 A-7） 

3-3-11-2 東海大学教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-3-11-3 2015年度 体育学研究科 管理・運営組織図 

3-3-11-4 2015年度体育学部教員一覧 

3-3-11-5 東海大学体育学部教員構成表 

3-3-11-6 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織 (既出 C-31)  

3-3-11-7 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-11-8 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-11-9 大学院教員資格審査資料（既出 C-36） 

3-3-11-10 体育学研究科研究指導教員資格再審査規定 

3-3-11-11 総合的業績評価入力画面資料 

3-3-11-12 授業アンケート用紙（体育学研究科） 

3-3-11-13 東海大学健康・スポーツ科学セミナーの実施について 

3-3-11-14 2015 年度 FD活動報告書（大学院）（既出Ｃ-64） 

 

［３-１２］理学研究科 

3-3-12-1 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-12-2 理学研究科大学院教員資格審査基準内規 

3-3-12-3 大学院教員資格審査資料（既出 C-36） 

3-3-12-4 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-12-5 2016年度東海大学大学院要項（Ⅱ）（既出 A-37） 

3-3-12-6 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-12-7 東海大学大学院教員資格再審査基準 全学共通の枠組み（既出 C-35） 

3-3-12-8 2015年度 FD活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

3-3-12-9 2016年度第 1回理学部・理学研究科 FD 合同研究会（既出 3-2-6-7） 

 

［３-１３］工学研究科 

3-3-13-1 東海大学大学院学則(既出 A-7) 

3-3-13-2 東海大学大学院教員資格審査基準(既出 C-6)  

3-3-13-3 東海大学大学院工学研究科大学教員資格審査基準 内規 

3-3-13-4 東海大学大学院工学研究科指導教員資格再審査における研究業績基準ならびに奨励措

置審査基準 

3-3-13-5 大学院工学研究科研究指導補助教員資格再審査における業績基準 

3-3-13-6 東海大学研究科教授会規程(既出 C-13) 

3-3-13-7 2016年度大学院工学研究科各種委員会名簿 

3-3-13-8 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-13-9 大学基礎データ 2016 新表 4_学部・学科、大学院研究科、専門職大学院等の学生定
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員及び在籍学生数 

3-3-13-10 大学院教員資格審査資料（既出 C-36） 

3-3-13-11 工学部総合的業績評価内規 

3-3-13-12 主任教務委員会、教授会議事録 

3-3-13-13 工学研究科授業アンケート用紙 

3-3-13-14 2014 年度第１回工学研究科 FD研究会資料 

3-3-13-15 2015 年度 FD活動報告書（大学院）（既出Ｃ-64） 

3-3-13-16 JAXA との共同研究契約書 

 
［３-１４］情報通信学研究科 

3-3-14-1 東海大学大学院教員資格審査基準(既出 C-6) 

3-3-14-2 東海大学大学院情報通信学研究科教員資格審査基準内規 

3-3-14-3 東海大学大学院研究科教授会規程(既出 C-13) 

3-3-14-4 2016年度情報通信学研究科・情報通信学部各種委員一覧(既出 1-2-10-7)  

3-3-14-5 大学基礎データ 2015 表 3_開設授業科目における専兼比率（既出 C-33）  

3-3-14-6 東海大学大学院教員資格再審査基準 全学共通の枠組み(既出 C-35) 

3-3-14-7 情報通信学研究科研究指導教員資格再審査基準 

3-3-14-8 情報通信学研究科研究指導教員資格再審査基準内規ならびに奨励措置審査基準内規 

3-3-14-9 大学院教員資格審査資料(既出 C-36) 

3-3-14-10 大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-14-11 2015 年度 FD活動報告書（大学院）(既出 C-64) 

3-3-14-12 2015 年度春秋学期情報通信学研究科授業アンケート結果(研究科全体) 

 

［３-１５］海洋学研究科 

3-3-15-1 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-15-2 海洋学研究科大学院教員資格審査基準内規 

3-3-15-3 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-15-4 2016年度 東海大学大学院ガイド（既出 A-13） 

3-3-15-5 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-15-6 2016年度東海大学大学院要項（Ⅱ） (既出 A-37) 

3-3-15-7 2015年度 FD活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

3-3-15-8 東海大学教員活動情報登録規程（既出 C-70) 

3-3-15-9 海洋学研究科研究指導教員資格再審査基準 
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［３-１６］医学研究科 

3-3-16-1 東海大学大学院医学研究科規則（既出 1-3-16-4） 

3-3-16-2 東海大学大学院学則 別表 1（既出 A-8） 

3-3-16-3 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-16-4 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-16-5 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織 (既出 C-31) 

3-3-16-6 教員・医師評価システムの実施要項 

3-3-16-7 2015年度 FD活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

3-3-16-8 大学院 FD について（2016年度第３回医学研究科大学院教育委員会当日配布資料） 

 

［３-１７］健康科学研究科 

3-3-17-1 東海大学大学院学則（既出 A-7） 

3-3-17-2 東海大学教員資格審査基準(既出 C-4) 

3-3-17-3 東海大学教務委員会規程（既出 C-16） 

3-3-17-4 健康科学研究科委員会名簿 

3-3-17-5 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織 (既出 C-31) 

3-3-17-6 2016 年度東海大学大学院要項（Ⅱ）(既出 A-37) 

3-3-17-7 東海大学大学院健康科学研究科大学院教員資格審査基準 内規 

3-3-17-8 Mayo Medical Center ナース講演会ポスター 

3-3-17-9 2015年度 FD活動報告書（大学院）(既出 C-64) 

3-3-17-10 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-17-11 健康科学研究科大学院研究指導教員資格再審査内規 

3-3-17-12 大学基礎データ 2016 新表 4_学部・学科、大学院研究科、専門職大学院等の学生

定員及び在籍学生数 

3-3-17-13 博士課程修了証 

 
［３-１８］産業工学研究科 

3-3-18-1 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-4） 

3-3-18-2 大学院教員資格審査資料 

3-3-18-3 東海大学大学院研究科教授会規程(既出 C-13） 

3-3-18-4 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-18-5 東海大学総合的業績評価規程（既出 C-42） 

3-3-18-6 総合的業績評価の評価基準に関する産業工学部内規 

3-3-18-7 産業工学部総合的業績評価基準細則 

3-3-18-8 大学院研究指導教員資格再審査規定基準- 全学的共通の枠組み -（既出 C-35）  

3-3-18-9 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-18-10 産業工学研究科研究指導教員資格再審査研究業績基準内規 

3-3-18-11 産業工学研究科授業アンケート集計表(2015年度春学期) 
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3-3-18-12 産業工学研究科授業アンケート集計表(2015年度秋学期) 

3-3-18-13 産業工学研究科 2015年度「ＭＳＳ：大学院生との面談・聞取り」結果 

3-3-18-14 ＦＤ研修会参加者名簿（産業工学研究科） 

3-3-18-15 2015 年度 FD活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

 

［３-１９］農学研究科 

3-3-19-1 東海大学大学院学則（既出 A-7） 

3-3-19-2 東海大学大学院教員資格審査基準(既出 C-6) 

3-3-19-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-19-4 東海大学大学院研究科教授会規程（既出 C-13） 

3-3-19-5 2016年度東海大学大学院要項（Ⅱ）（既出 A-37） 

3-3-19-6 2016年度 東海大学大学院ガイド（既出 A-13） 

3-3-19-7 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程（既出 C-44） 

3-3-19-8 学校法人東海大学客員教員規程 

3-3-19-9 農学研究科大学院担当教員資格再審査規程 

3-3-19-10 東海大学大学院農学研究科修士課程教員資格再審査基準の研究業績評価に関する申

し合わせ 

3-3-19-11 農学研究科大学院担当教員資格再審査委員会規程 

3-3-19-12 2015年度 FD活動報告書（大学院）(既出 C-64) 

3-3-19-13 東海大学オフィシャルサイト 総合農学研究所 

 http://www.u-tokai.ac.jp/about/research/institutions/agriculture/ 

3-3-19-14 九州東海大学と熊本県農業研究センターの学術研究交流計画に関する覚書 

3-3-19-15 2015 年度農学研究科連携大学院客員教員研究説明会プログラム 

 
［３-２０］国際地域学研究科 

3-3-20-1 2015年度東海大学大学院要項(Ⅱ)国際地域学研究科(既出 1-3-20-1) 

3-3-20-2 東海大学オフィシャルサイト 国際文化学部地域創造学

科 http://www.u-tokai.ac.jp/academics/undergraduate/international_cultural_re/communi

ty_development/ 

 東海大学オフィシャルサイト 国際文化学部国際コミュニケーション学

科 http://www.u-tokai.ac.jp/academics/undergraduate/international_cultural_re/interna

tional_communicati/ 

 東海大学オフィシャルサイト 国際文化学部デザイン文化学

科 http://www.u-tokai.ac.jp/academics/undergraduate/international_cultural_re/design_

and_culture/ 

3-3-20-3 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-20-4 国際地域学研究科教員資格再審査基準 

3-3-20-5 東海大学大学院教員資格再審査基準 全学共通の枠組み（既出 C-35） 
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3-3-20-6 東海大学総合的業績評価制度運用基準（既出 C-43） 

3-3-20-7 2015年度 FD活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

 
［３-２１］理工学研究科 

3-3-21-1 東海大学学則（既出 A-5） 

3-3-21-2 東海大学大学院学則（既出 A-7） 

3-3-21-3 東海大学大学院教員資格審査基準（既出 C-6） 

3-3-21-4 2015年度東海大学大学院要項（Ⅱ）（既出 1-3-21-1） 

3-3-21-5 学校法人東海大学組織及び業務分掌規程（既出 C-11） 

3-3-21-6 東海大学大学院研究科教授会規程（既出 C-13） 

3-3-21-7 東海大学常任教務委員会規程（既出 C-15） 

3-3-21-8 東海大学教務委員会規程（既出 C-16） 

3-3-21-9 東海大学大学院常任ＦＤ委員会規程（既出 C-18） 

3-3-21-10 東海大学大学院研究科評価委員会設置規程（既出 C-23） 

3-3-21-11 大学基礎データ 2016 新表 2_全学の教員組織（既出 C-31） 

3-3-21-12 2015 年度東海大学大学院要項（Ⅱ）（既出 1-3-21-1） 

3-3-21-13 東海大学大学院研究指導教員資格再審査規程(既出 C-44) 

3-3-21-14 東海大学大学院教員資格再審査基準 全学共通の枠組み（既出 C-35） 

3-3-21-15 東海大学大学院理工学研究科研究指導教員再審査基準 

3-3-21-16 2015 年度 FD活動報告書（大学院）（既出 C-64） 

3-3-21-17 2015 年度理工学研究科ＦＤ研究会等の参加者記録 
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